
（平成２１年９月１６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 119 件

国民年金関係 45 件

厚生年金関係 74 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 95 件

国民年金関係 38 件

厚生年金関係 57 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                     

  

東京国民年金 事案 5505                    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの期間及び 46 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

                   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

② 昭和 46年１月から同年３月まで 

    私は、申立期間①当時の国民年金保険料については、自宅に来た集金人

に納付していたと記憶している。また、申立期間②については、納付書で

保険料を納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している。 

   また、申立期間①については、12 か月と比較的短期間であり、申立人の国

民年金手帳の記号番号は昭和 36 年３月ごろに払い出されているとともに、

直後の保険料は納付済みであること及び申立人が当時居住していた区の昭和

38 年の広報紙によると、都の徴収員が戸別訪問により未納保険料の集金を行

っていたことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   さらに、申立期間②については、３か月と短期間であり、当該期間前後の

保険料は現年度納付していることが確認できる上、申立人が所持する国民年

金手帳及び申立人のオンライン記録によると、昭和 46 年１月 20 日に国民年

金に任意加入していることが確認でき、任意加入の手続を行いながら保険料

の納付を行わなかったとは考え難く、当該期間の保険料が未納となっている

ことは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5506 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年 12 月から 49年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 12月から 49年２月まで 

    私の国民年金は、母が、加入手続から国民年金保険料の納付等のすべて

を行ってくれており、申立期間の保険料を納付した領収証書も所持してい

る。申立期間について、納付した保険料を還付された記憶は無いにもかか

わらず還付されたことになっている。申立期間の保険料が還付とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する国民年金保険料の領収証書によると、申立人は、申立期

間の保険料を現年度納付及び過年度納付していることが確認できる。 

また、申立人の還付整理簿によると、申立期間の保険料は、昭和 53 年４

月に還付決定、同年５月に支払と記録されているが、還付リストには、申立

期間の保険料を還付した記録は無いことから、両記録に整合性は見られない

など、申立人の申立期間に係る還付の事務処理が適切に行われていなかった

状況が認められる。 

さらに、申立人は、申立期間を含む昭和 48 年２月からは国民年金の強制

被保険者であったものと推認できるところ、申立期間の保険料を還付した上

で国民年金の未加入期間とすることは、当時の社会保険庁の記録を前提とし

ても、事実と異なる資格喪失手続により還付処理が行われているものと認め

られる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5507 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 62年８月及び同年９月 

私は、昭和 62 年８月に当時勤務していた会社を退職して間もなくのころ、

区役所出張所で国民健康保険に加入する際、併せて厚生年金保険から国民

年金への切替手続を行い、同出張所で保険料を納付したと記憶している。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する年金手帳によると、昭和 62 年８月 27 日に強制加入及び

62 年 10 月 17 日に３号被保険者と記録され、申立人が当時居住していた区の

押印がなされていることから、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切

替手続及び国民年金の種別変更手続を適切に行っていたものと認められると

ともに、申立人のオンライン記録によると、３号被保険者への切替記録は、

62 年 11 月 17 日と記録されていることが確認でき、その時点で、申立期間は

国民年金保険料を現年度納付することが可能な期間である。 

また、申立期間は２か月と短期間であり、申立人は、国民年金への切替手

続をした経緯及び場所、保険料の納付場所等について具体的に説明している

上、切替及び納付場所と説明する区役所出張所は、当時所在し、国民年金及

び国民健康保険の加入手続及び保険料の収納事務を取り扱っていたことが確

認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5508 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年 10 月から 46 年３月までの期間及び 48 年４月から同年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 10月から 46年３月まで 

② 昭和 48年４月から同年６月まで 

私達夫婦は、昭和 46 年２月ごろに新居を購入して転居し、夫婦二人で、

区役所出張所に行き転居手続を行った。その際、区の職員から、「国民年

金に加入したほうが良い。今なら、さかのぼって国民年金保険料を納付で

きる。」と勧められたことから、それから間もなく、妻及び母と一緒に同

出張所に行き、私の国民年金の加入手続を行い、併せて、申立期間①の保

険料を特例納付で納付した。親子３人共に特例納付し、保険料は、母が負

担してくれたと記憶している。また、申立期間②については、特例納付し

た以降は、妻が夫婦二人分の保険料を一緒に金融機関で納付してきた。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間を除き、60 歳に至るまで国民年金保険料をすべて納

付している。 

  ２ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、第１回特

例納付実施時期である昭和 46 年２月ごろに払い出されているとともに、

保険料を納付したと主張する時期は、第１回特例納付が実施されていた時

期である上、納付したとする金額も、申立人の当該期間の保険料を特例納

付等した場合の保険料額とおおむね一致している。 

また、申立人夫婦が所持する申立人の保険料を納付したとする母親の国

民年金手帳によると、昭和 45 年度分の保険料は印紙検認で納付している

とともに、昭和 45 年 10 月から 46 年３月までの保険料を 46 年２月 24 日



                     

  

に納付していることが確認できること及び 45 年３月以前の保険料は印紙

検認では納付していないものの、オンライン記録によると、40 年４月以降

の保険料はすべて納付済みと記録されていることなどを踏まえると、母親

は、40 年４月から 45 年３月までの保険料を第１回特例納付で納付したも

のと推認できる。 

さらに、申立人夫婦は、申立人の国民年金に加入に至った経緯、夫婦及

び母親の保険料を特例納付するに至った経緯、納付状況等について具体的

に説明している上、当時、申立人夫婦が居住していた区では、第１回特例

納付に関して積極的に広報していたことなどが確認できるなど、申立内容

に不自然さは見られない。 

  ３ 申立期間②については、３か月と短期間で、当該期間前後の保険料は納

付済みであるとともに、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする

妻は、当該期間の保険料は納付済みである。また、妻は、保険料の納付場

所について具体的に説明しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5509 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 11 月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 37年 11月から 45年３月まで 

私達夫婦は、昭和 46 年２月ころに新居を購入して転居し、夫婦二人で、

区役所出張所に行き転居手続を行った。その際、区の職員から、「国民年

金に加入したほうが良い。今なら、さかのぼって国民年金保険料を納付で

きる。」と勧められたことから、それから間もなく、夫及び義母と一緒に

同出張所に行き、夫の国民年金の加入手続を行い、併せて、申立期間の保

険料を特例納付で納付した。親子３人共に特例納付し、保険料は、母が負

担してくれたと記憶している。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、60 歳に至るまで国民年金保険料をすべて納付

している。 

また、特例納付により申立人と一緒に保険料を納付したとする申立人の夫

の国民年金手帳の記号番号は、第１回特例納付実施時期である昭和 46 年２月

ごろに払い出されているとともに、保険料を納付したと主張する時期は、第

１回特例納付が実施されていた時期である。 

さらに、申立人夫婦が所持する申立人の保険料を納付したとする義母の国

民年金手帳によると、昭和 45 年度分の保険料は印紙検認で納付しているとと

もに、45 年 10 月から 46 年３月までの保険料を 46 年２月 24 日に納付してい

ることが確認できること及び 45 年３月以前の保険料は印紙検認では納付して

いないものの、オンライン記録によると、40 年４月以降の保険料はすべて納

付済みと記録されていることなどを踏まえると、義母は、40 年４月から 45



                     

  

年３月までの保険料を第１回特例納付で納付したものと推認できる。 

加えて、申立人は、申立人の夫の国民年金に加入に至った経緯、夫婦及び

義母の保険料を特例納付するに至った経緯、納付状況等について具体的に説

明している上、当時、申立人夫婦が居住していた区では、第１回特例納付に

関して積極的に広報していたことなどが確認できるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5510 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの期間及び平成７年９月から同年

10 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年１月から同年３月まで 

② 平成７年９月及び同年 10月 

    私の申立期間①当時の国民年金保険料は、元妻が夫婦二人分を納付して

くれていた。また、申立期間②については、当時、経営していた会社が倒

産し、元妻と協議離婚して別居したが、元妻から、老後のことを考えよう

と説得され、平成７年 10 月初めごろ、元妻と一緒に区役所に行って保険料

を納付したことを記憶している。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している。 

   また、申立期間①については、３か月と短期間であり、当該期間前後の保

険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   さらに、申立期間②については、申立人及び元妻は共に、平成７年 10 月

19 日に付加保険料の納付申出をしていることが確認できるとともに、元妻は、

当該期間の保険料は納付済みである上、当該期間は２か月と短期間であり、

申立人は、当該期間の保険料を納付するに至った経緯、納付状況等について

具体的に説明しているほか、納付したとする金額は当時の保険料額とおおむ

ね一致するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5512 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から同年３月まで 

私は、昭和46年に結婚のために会社を退職した後、国民年金に加入し、

国民年金保険料を納めてきた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、国民年金に加入した昭和46

年７月以降60歳到達時まで、申立期間及びその他の３か月の未納期間を除き

国民年金保険料をすべて納付している。また、申立人が所持する国民年金手

帳及び領収書により、申立期間の前後の期間の保険料は、いずれも納期限内

に納付済みであるなど、申立期間の保険料が未納となっていることは不自然

である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5520 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年７月から 48 年３月までの期間及び

48 年 10 月から 49 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年７月から 49年３月まで 

    私の妻は、昭和 50 年 12 月に区の出張所で国民年金の加入手続をし、申

立期間の国民年金保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、60歳になるまで

国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立期間のうち、昭和40年７月から48年３月までの期間及び48年10

月から49年３月までの期間については、申立期間の国民年金保険料を一括で

納付したとする50年12月当時、第２回特例納付が実施されており、当該期間

は記録上強制加入期間である上、納付したとする金額は、当該期間の保険料

を第２回特例納付及び過年度納付により納付した場合の保険料額とおおむね

一致している。さらに、区の職員から勧奨されて国民年金の加入手続及び保

険料の納付を行ったと経緯を具体的に説明しているなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和48年４月から同年９月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、当該期間は第２回特例納付対象期

間ではないことに加えて、納付したとする時点では、当該期間は時効により

保険料を納付することができない期間であるなど、当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                     

  

昭和40年７月から48年３月までの期間及び48年10月から49年３月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年１月から 54年６月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 51 年１月から同年３月までの期間については、申

立人は、当該期間の直前の国民年金保険料を納付している。また、住民登録

上同じ住所地だったとする申立人、申立人の夫及び義妹の３人は、申立人が

婚姻した 40 年４月から当該期間の直前の 50 年 12 月まで納付済み期間及び

未納期間がすべて一致している上、申立人の夫及び義妹は、当該期間の保険

料が納付済みとなっているなど、申立人の当該期間の保険料のみが未納とさ

れているのは不自然である。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 51 年４月から 54 年６月までの期間

については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付額の記

憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の被保険者名簿には、当該期間中の 54 年４月に

「不在被保険者整理結果通知」と記載されており、申立人に対し当時納付書

が送付されていなかったと考えられる。また、申立人の夫及び義妹は、当該

期間の保険料が未納となっているなど、申立人が当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5522               

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年１月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年１月から同年５月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が還付

され、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 45 年１月については、申立人の年金記録によると、

厚生年金保険の被保険者期間との重複整理がされるまでは、申立期間を含む

昭和 43 年４月から 57 年９月までの期間は、すべて納付済みであったことが

確認できるところ、62 年に、45 年１月 24 日取得、同年６月１日喪失の厚生

年金保険との重複に伴い、同年１月から同年５月までの期間の保険料相当額

が還付され、次いで、平成 20 年に、昭和 44 年２月１日取得、45 年１月１日

喪失の厚生年金保険との重複に伴い、44 年２月から同年 12 月までの期間の

保険料相当額が還付されたため、国民年金の被保険者資格が同月得喪となり、

結果として 45 年１月が未納となったことが確認できる。このため、申立期間

のうち当該未納となっている 45 年１月については、保険料を徴収しなければ

ならないものであり、還付すべき過誤納金は無かったのであるから納付済み

にする必要がある。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 45 年２月から５月までの期間につ

いては、社会保険庁の記録には、還付対象期間、還付金額、還付理由、還付

決定日、支払先金融機関及び口座番号、送金通知書作成日等が明確に記録さ

れており、当該記録内容に不合理な点は見当たらないなど、申立人に対する

保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立期間のうち、昭和 45 年

１月の国民年金保険料については、納付していたものと認められる。 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5528                  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち昭和 42 年８月、同年 10 月から 44 年３月までの

期間及び 45 年 12 月から 48 年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年８月から 44年３月まで 

             ② 昭和 45年 12月から 48年３月まで 

私は、昭和 42 年８月に会社を退職後すぐに母が区役所で国民年金と国民

健康保険の加入手続をして、国民年金の保険料を納付してくれていた。申

立期間②についても、会社を退職後すぐ自分で国民年金の切替手続をして

保険料を納付した。結婚後は、私が夫の国民年金の加入手続をして、その

後二人分の保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の保険料をおおむね納付して

おり、納付意識は高かったものと考えられる。 

申立期間①については、国民年金と同時に加入したとする国民健康保険に

ついてその加入日が、昭和 42 年８月１日と国民年金の資格取得日と同一であ

ることが確認できる上、申立人の国民年金の保険料を納付していたとする申

立人の母親及び同居の父親は、申立期間と同じ期間の保険料が納付済みであ

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①のうち昭和 42 年９月は、厚生年金保険の被保険

者であり、国民年金の被保険者となり得る期間ではないことは明らかである

ことから、当該期間の記録の訂正を行うことはできない。 

申立期間②については、申立人の所持する国民年金手帳等から国民年金の

再加入手続を昭和 45 年 12 月に行っていることが推認でき、申立人の保険料



                     

  

の納付方法等の記憶が具体的である上、納付したとする金額は申立期間の保

険料額とおおむね一致する。また、申立人が一緒に保険料を納付していたと

する申立人の夫は結婚後の保険料が納付済みであるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 42 年８月、同年 10 月から 44 年３月までの期間及び 45 年 12 月から 48

年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年 10 月から 50 年３月までの期間及び 51 年１月から同年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年 10月から 50年３月まで 

             ② 昭和 51年１月から同年３月まで 

私は、昭和 44 年 10 月に小売業の家に嫁ぎ、そのころ店に来ていた信用

金庫の職員に、義父が店の売り上げと一緒に家族全員の国民年金保険料を

納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金手帳記号番号払い出し後は、申立期間を除き国民年金

保険料をおおむね納付しており、納付意識は高かったものと考えられる上、

厚生年金保険から国民年金への切替及び３号から１号への種別変更手続を適

切に行っている。 

また、申立期間は、それぞれ６か月及び３か月と短期間である上、申立期

間の前後の期間は納付済みとなっている。さらに、申立人の納付方法等の記

憶は具体的である。加えて、申立期間①については、申立期間の保険料を一

緒に納付したとする義母の保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5530    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 48年３月まで 

    私は、結婚後市役所で国民年金の加入手続をした。会社を退職後 12 か月

間の未納期間があったので、その分の納付書も一緒に書いてもらい、納付

書は夫に渡し、国民年金の保険料は後日夫が自分の保険料と一緒に納付し

てくれた。申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入後は申立期間を除き、国民年金保険料をすべて

納付しており、納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間は 12 か月と短期間である上、申立期間の直後の保険料は現

年度納付されている。さらに、納付書の入手方法、納付方法等に関する申立

人の記憶は具体的であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5531 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年１月から同年３月まで 

私は、昭和 54 年ごろ、区役所からの通知で、年金の受給資格期間を満

たすためには、すぐに納付し始めなければならない時期である事を知り、

母親が国民年金の加入手続をして、国民年金保険料を納付した。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入後は申立期間を除き、国民年金保険料をすべて

納付しており、納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間は３か月と短期間である上、申立期間の前後は納付済みと

なっており、国民年金手帳記号番号払い出し前の昭和 52 年４月から 53 年３

月までの期間についても過年度納付を行っている。さらに、申立人の、国民

年金への加入の契機、加入場所、加入時期や申立人の保険料を納付していた

母親から申立人が聞いた保険料の納付方法、納付場所は具体的である上、当

時の納付方法等と合致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5532                                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年１月から同年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金保険料は、妻が集金に来ていた区職員に国民年

金手帳と現金を渡し納付していた。申立期間も同様に来ていた区職員に納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 40 年４月から申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付

しており納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間は３か月と短期間である上、申立期間前後の保険料は、納

付済みである。さらに、保険料の納付方法、納付場所等の申立人の保険料を

納付したとする妻の記憶は具体的である上、納付したとする金額は申立期間

の保険料額とおおむね一致している。加えて、申立人は申立期間前後を通し

て住所変更等の生活状況の変化もないなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5533                                               

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年１月から同年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金保険料は、集金に来ていた区職員に国民年金手

帳と現金を渡し納付していた。申立期間も同様に来ていた区職員に納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 40 年４月から申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付

しており納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間は３か月と短期間である上、申立期間前後の保険料は、納

付済みである。さらに、保険料の納付方法、納付場所等の申立人の記憶は具

体的である上、納付したとする金額は申立期間の保険料額とおおむね一致し

ている。加えて、申立人は申立期間前後を通して住所変更等の生活状況の変

化もないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5536                   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年４月から同年８月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月から 62年８月まで 

私が昭和 62 年９月に就職した後、就職前の期間の未納となっていた私の

国民年金保険料の督促状が届き、母が納付してくれたはずである。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 62 年４月から同年８月までの期間については、平成

元年５月に過年度納付書が作成されていることがオンライン記録から確認で

き、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 63 年 10 月以降の

国民年金保険料はすべて現年度納付されていることから、過年度納付書の対

象となった期間は、過年度納付書が作成された平成元年５月時点で時効にか

からない昭和 62 年４月から同年８月までの期間であったと考えられる。また、

申立人の保険料を納付したとする母親が記憶している保険料額は、当該期間

の保険料を２か月分及び３か月分に分けて過年度納付した場合の金額とおお

むね一致するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 61年 10月から 62年３月までの期間

については、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金加入手続を行っ

たとする母親は加入時期の記憶が不明確である上、過年度納付書が作成され

た平成元年５月時点では、昭和 61年 10月から 62年３月までの保険料は時効

により過年度納付することができないなど、母親が、当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらず、別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 



                     

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 62 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5537 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年７月から同年 12 月までの期間及び

45 年７月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 11月から 41年 12月まで 

             ② 昭和 45年７月から同年９月まで 

    私の姉は、私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納めてくれ

ていた。姉がきちんと納めてくれていたはずなのに、申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、昭和 41 年７月から同年 12 月までの期間については、

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の

保険料を納付していたとする申立人の姉は当該期間の保険料を納付済みであ

ること、姉が申立人の保険料と一緒に納めていたとする義兄は 43 年９月に時

効にかからない 41 年７月から同年 12 月までの保険料を過年度納付している

ことが特殊台帳で確認できることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

また、申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、当該期

間の前後の期間は納付済みである上、一緒に保険料を納付していたとする姉

及び義兄の保険料は納付済みであるなど、当該期間の保険料が未納となって

いることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和 40 年 11月から 41年６月までの期

間については、姉が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険

料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付

をしていたとする姉は、加入手続や納付状況についての記憶が不明確である

上、上記の義兄の保険料が過年度納付された 43 年９月時点では、当該期間は



                     

  

時効により保険料を納めることができない期間であり、別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の姉

が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 41年７月から同年 12月までの期間及び 45年７月から同年９月までの期

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5538    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年 12 月から 49 年５月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年８月から 44年 12月まで 

             ② 昭和 48年 12月から 49年５月まで              

    私の婚姻前の国民年金は、父が加入手続を行い、姉の分と一緒に私の国

民年金保険料を納付してくれていた。申立期間②については、私が区役所

出張所で保険料を納めていた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、離婚し復縁するまでの期間であり、実

家に戻って区役所出張所で国民年金保険料を納付していた状況について具体

的に説明している上、保険料を納付したとする区役所出張所は、当時開設さ

れており、保険料の収納を行っていたことが確認できるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の父親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は、当該期間の国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、

保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取することがで

きないため、当時の状況が不明確であること、申立人の国民年金手帳の記号

番号は、婚姻後の昭和 46 年６月頃に配偶者と連番で払い出されており、当時

は両親と別居していたことなど、父親が当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48年 12月から 49年５月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5539 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 12 月の定額保険料と同年 10 月から 50 年１月までの付

加保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女    

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和48年12月（定額保険料分）  

             ② 昭和48年10月から50年１月まで（付加保険料分）  

母は、私の海外留学中に私の国民年金の加入手続をし、付加保険料を含

めて国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料及び付加保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が海外留学をしていたとする申立期間については、申立人の戸籍附

票により日本に住民票があったことが確認できることから、申立人の国民年

金保険料を納付することは可能であった。 

申立期間①については、１か月と短期間であり、当該期間前後の期間の保

険料は納付済みである上、申立人の国民年金手帳の記号番号は、当該期間直

前の昭和 48 年 10 月に払い出されており、当該期間の保険料を現年度納付す

ることが可能であるなど、当該期間の保険料が未納となっていることは不自

然である。 

また、申立期間②については、申立人は、昭和 48 年９月分の付加保険料を

納付していることから、同年同月に付加保険料納付の申出を行ったと考えら

れる上、申立人の保険料を納付していたとする母親は、当該期間の自身の保

険料が納付済みで、49 年２月分からは付加保険料も納付しているなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年 

金保険料を付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5540 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年６月から 52 年３月までの期間及び 61 年 10 月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ、

平成４年４月から同年９月までの国民年金保険料については、免除されてい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年６月から 52年３月まで 

             ② 昭和 61年 10月から同年 12月まで 

             ③ 平成４年４月から同年９月まで 

私の国民年金保険料は、申立期間①については、自宅に来た集金人に、

申立期間②は夫が自宅に届いた納付書により納付し、申立期間③は直前の

期間の保険料を追納した時には知らされなかったが、免除期間のはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、任意加入に

より当該期間当初の昭和 51 年７月に払い出されていること、自宅に来訪した

区役所職員から説明を受け、国民年金に加入し、徴収員に保険料を納付して

いたとする申立人の説明は、申立人が当時居住していた区における当時の勧

誘及び納付方法と一致するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

また、申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、当該期

間直前の期間の保険料は納付済みである上、当該期間の保険料を一緒に納め

ていたとする申立人の夫は、自身の保険料が納付済みであるなど、申立人の

当該期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

さらに、申立期間③については、申立人及び申立人の夫は、当該期間直前

の昭和 62 年１月から平成４年３月までの５年間の保険料を毎年度免除申請し

ていること、申立人は、当該期間直後の４年 10 月から５年９月までの国民年

金保険料領収証書を所持しており、申立人の夫が年度途中に区役所に連絡し



                     

  

て、保険料納付を開始したと説明していることなど、当該期間は免除期間で

あったとする申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 51 年６月から

52 年３月までの期間及び 61 年 10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認められ、平成４年４月から同年９月

までの国民年金保険料については、免除されていたものと認められる。 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5545 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和36年４月から38年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年４月から38年３月まで 

私は、国民年金の加入手続をし、申立期間の国民年金保険料を納付して

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している上、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和37年２

月時点では、申立期間の保険料を現年度納付することが可能であり、印紙検

認により区の集金人に保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住し

ていた区の納付方法と合致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5546 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年１月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から同年 12月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を区の出張所で納付してきた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年１月から 60 歳になるまで申立期間を除き国民年金保

険料をすべて納付しており、申立期間は 12 か月と短期間である。また、申立

人が納付書により保険料を納付したとする方法は、当時居住していた区の納

付方法と合致しており、納付したとする区の出張所は、当時開設され、保険

料の収納を取り扱っているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5547 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年７月から 52 年６月までの期間及び 53 年４月から 54 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年７月から 52年６月まで 

             ② 昭和 53年４月から 54年３月まで 

    私の妻は、婚姻した昭和 38 年から私が 60 歳になるまで夫婦二人分の国

民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している上、申立期間の前後の期間は納付済みであり、申立期間はそれぞ

れ 12 か月と短期間である。また、申立人の妻が申立人の保険料を納付したと

する郵便局は、当時開設され、保険料の収納を取り扱っているなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5548 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成２年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

また、平成３年４月から５年 11 月までの保険料については、免除されてい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年３月から 43年３月まで 

             ② 平成２年４月から同年６月まで 

             ③ 平成２年 10月から３年３月まで 

             ④ 平成３年４月から５年 11月まで 

    私は、20 歳になった昭和 38 年に区から加入勧奨の手紙がきたので、す

ぐに国民年金の加入手続をし、申立期間①の国民年金保険料を納付してき

た。また、保険料の免除を申請した平成３年に未納となっている期間があ

ると言われ、長女の保険料と一緒に申立期間②及び③の保険料をさかのぼ

って納付した。その後、平成５年に正社員として会社に就職するまで毎年

１回保険料の免除申請手続をしてきた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、申立人は、当該期間の直前の国民年金保険料を

免除されており、直後の保険料を納付している。また、申立人が平成３年

にさかのぼって納付したとする金額は、申立人の当該期間及び納付済みと

されている当該期間直後の平成２年７月から同年９月までの期間の保険料

額に、長女の納付済みとされている２年４月から同年７月までの期間の保

険料額を加えた額とおおむね一致する上、申立期間④当初の免除申請手続

の際に未納となっていた保険料を過年度納付したとする経緯の説明は具体

的である。さらに、申立人が保険料を納付していたとする長女は、当該期



                     

  

間の保険料が納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

しかしながら、申立期間①及び③については、申立人が当該期間の国民

年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、申立人は、申立期間①の保険料の納付場所の記憶が曖昧
あいまい

である。

また、上述の平成３年にさかのぼって納付したとする保険料の金額は、上

述の納付期間に加えて申立期間③の保険料を納付した場合の金額と大きく

相違するなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号

が払い出された昭和 44 年３月時点では、申立期間①の大部分は時効により

保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

  ２ 申立期間④については、毎年１回区役所で免除申請手続を行ったとする

説明は、申請免除手続の方法と合致している上、上記１のとおり、免除申

請手続及び過年度納付の経緯を具体的に説明しているなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

  ３ その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成２年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められる。 

また、平成３年４月から５年 11 月までの保険料については、免除されて

いたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5549 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年６月から 47 年３月までの期間、48

年４月から 49 年３月までの期間及び 49 年 10 月から 50 年９月までの期間の

国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年６月から 46年３月まで 

             ② 昭和 46年６月から 47年３月まで 

             ③ 昭和 48年４月から 49年３月まで 

             ④ 昭和 49年 10月から 50年９月まで 

    私の母は、私の申立期間の国民年金保険料を納付していた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②、③及び④については、申立人は、当該期間の前後の国民年金

保険料を納付しており、当該期間の前後の期間のうち、申立人が領収書を所

持している期間については、保険料をすべて現年度納付していることが確認

できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が申立人の当該期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与してお

らず、保険料を納付したとされる母親から当時の納付状況等を聴取すること

ができないため、当時の状況が不明確であるなど、申立人の母親が申立人の

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和46年６月から47年３月までの期間、48年４月から49年３月までの期間及

び49年10月から50年９月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5554 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年７月から同年９月までの期間及び

48 年７月から 49 年９月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年８月から 43年 10月まで 

② 昭和 47年７月から同年９月まで 

③ 昭和 48年７月から 49年９月まで 

    申立期間①の期間は母親が自身の国民年金保険料と一緒に納付していた

はずであり、また申立期間②及び③の期間は夫が任意加入した昭和 47 年１

月より区役所で途切れることなく納付していたはずである。上記の期間が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、当該期間前後の期間の国民年金保険料は納

付済みであり、申立人の任意加入手続を行い、当該期間の保険料を納付した

とする夫は、保険料の納付場所や納付方法等に関する記憶が具体的であるな

ど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は母親が自身の保険料と一緒に納付していたと説明しているが、母親は明

治 36 年生まれで国民年金の適用除外者である上、申立人は、国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、母親から当時の状況を聴取するこ

とができないため、当時の状況が不明確であるなど、当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち昭和

47 年７月から同年９月までの期間及び 48 年７月から 49 年９月までの期間の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5555 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年４月から同年９月までの期間及び

40 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年３月から同年９月まで 

② 昭和 40年１月から同年３月まで 

③ 昭和 43年４月から 43年 10月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を区役所本庁舎で納付していたはずで

ある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の手帳記号番号は、昭和 37 年８月に払い出されているこ

とが確認でき、この時点で、申立期間①のうち、37 年４月から同年９月まで

の期間の保険料を現年度納付することは可能であり、また、当該期間につい

ては６か月と短期間であるなど、当該期間の保険料が未納となっていること

は不自然である。 

申立期間②については、当該期間は３か月と短期間で、前後の期間の国民

年金保険料は納付済みである上、当該期間の前後を通じて申立人の仕事や住

所に変更はなく、生活状況に大きな変化は認められないなど、当該期間の保

険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和 37 年３月分については、申立人が

当該期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無い上、申立人の手帳記号番号が払い出された時点からは過年度納付する

ことが必要になるものの、申立人には当時、納付書によって過年度納付した

記憶も無い。 

また、申立期間③については、申立人は、厚生年金保険から国民年金への

切替手続に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、当該期間については、平成 15 年８月



                     

  

に資格得喪記録が訂正されたことにより未加入期間から未納期間に整備され

たものであり、当該整備時点では、当該期間は時効により保険料を納付する

ことができない期間であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち昭和

37 年４月から同年９月までの期間及び 40 年１月から同年３月までの国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5556 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年１月から 43 年１月まで及び 44 年８月から 46 年 11 月ま

での国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から 49年３月まで                        

    私の夫が、私の国民年金の加入手続時に過去５年分ほどの国民年金保険

料を一括納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は２回払い出されており、最初の記号番

号は実家が在する町で昭和 36 年６月に払い出され、当該記号番号により 20

歳となった同年＊月から 39 年９月までの 41 か月分の国民年金保険料が納付

済みとなっている。また、２回目の手帳記号番号は上京後に居住した区で 50

年 12 月に払い出され、当該新手帳記号番号により 36 年５月から 41 年 12 月

までの 68か月分の保険料が納付済みとなっている。 

区で払い出された時点では、第２回特例納付が実施された時期であること、

申立人の夫が過去５年ほどの保険料を一括納付したと説明していること、納

付した保険料の額も当該期間の保険料を特例納付した場合の金額におおむね

合致することから、申立人は第２回特例納付により当該期間の保険料を納付

したと考えられる。 

上記のとおり、旧年金手帳記号番号により保険料納付済みの昭和 36 年５月

から 39 年９月までの期間は、新手帳記号番号により特例納付された期間と重

複している記録となっているが、特例納付は、保険料納付済期間以外の期間

について、先に経過した月の分から順次行うこととされている。このことか

ら、新手帳記号番号による特例納付は、旧年金手帳記号番号による納付済期

間後の昭和 39 年 10 月から、任意加入適用期間である 43 年２月から 44 年７



                     

  

月までの期間を除く 68 か月分の保険料、すなわち 39 年 10 月から 43 年１月

までの期間及び 44年８月から 46年 11月までの期間の保険料を納付したこと

とみなすのが相当である。 

以上のことから、申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年 1 月から 43 年１

月までの期間及び 44 年８月から 46年 11月までの期間の保険料を納付したも

のとすべきである。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 46年 12月から 49年３月までの期間

については、申立人の夫が一括納付したとする金額は、当該期間の保険料を

も特例納付した場合の保険料額と大きく相違すること、当該期間の一部は第

２回特例納付の対象期間ではないことなど、当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 42年１月から 43 年１月まで及び 44年８月から 46年 11月までの保険料

を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5557 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成９年４月及び同年５月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 平成元年４月から４年３月まで 

           ② 平成９年４月及び同年５月 

私は、国民年金に加入以来、国民年金保険料を納付しており、督促状が

来た時は、区役所の窓口で手続をして保険料を納付していた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間②については、２か月と短期間であり、申立人は平成５年４月以

降の国民年金保険料を当該期間を除きすべて納付している。また、申立人は、

申立期間前後の保険料を過年度納付しており、そのいずれの時点においても

当該期間の保険料を納付することが可能であるなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は保

険料の納付時期についての記憶が曖昧
あいまい

である上、平成元年３月に転居した時

点で不在処理をされていることから、申立人に当該期間の納付書が送達され

ていたとは考えられない。また、当該期間後の最初に保険料を納付したこと

が確認できる６年 10 月時点では当該期間は時効により保険料を納付すること

ができないなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成９年４月及び同年５月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



                     

  

東京国民年金 事案 5558 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年２月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年２月 

    私は、昭和 47 年に国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納付してき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年 11 月以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて

納付している。また、申立期間は１か月と短期間である上、申立人が転居し

た時の 56 年４月に住所の変更手続を行っていることが申立人の所持する手帳

から確認でき、当該時点で申立期間の保険料は現年度納付することが可能で

ある。さらに、申立期間の翌月の 56 年３月の保険料が現年度納付されている

ことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5562                              

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61年 12 月から 62年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 12月から 62年６月まで 

私は、国民年金保険料を納付書により金融機関で納付していた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間は７か月と短期間である。また、申立人が納付書によ

り保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方法

及び過年度納付の方法と合致しており、納付したとする金融機関は、申立期

間当時開設され、保険料の収納を取り扱っている上、納付したとする保険料

の額は、当時の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さ

は見られない。さらに、申立人は、申立人の夫が失業中だったとする昭和 61

年７月から 62 年６月までの期間のうち、申立期間を除く 61 年７月から同年

11 月までの保険料を過年度納付していることが確認でき、申立期間の保険料

だけ納付しなかったとするのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5563                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から同年９月まで 

私は、国民年金に加入してから昭和 58 年 10 月に国民年金保険料の納付

を免除されるまで保険料を納付してきた。また、免除された保険料も可能

な限り追納してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間及び昭和 58年 10月から同年 12月までの免除期間を除

き国民年金保険料をすべて納付している上、申立期間は９か月と短期間であ

る。また、申立人が納付書により保険料を納付したとする郵便局は、申立期

間当時開設され、保険料の収納を取り扱っていたことが確認できるなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5570 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、昭和43年４月から同年９月までの期間及び45年４月から46年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和43年４月から同年９月まで 

             ② 昭和45年４月から46年６月まで 

私は、社宅に住んでいたとき、来訪した区役所職員から、国民年金の任

意加入を勧められて加入手続を行った。加入当初は自宅を訪れた集金人に

国民年金保険料を納め、しばらくしてからは区役所で納付した。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年 10 月に国民年金に任意加入した後は、60 歳到達時ま

で、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付してお

り、申立期間はいずれも前後の期間の保険料が納付済みであるなど、申立期

間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5571                 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年７月から 63 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年７月から 63年４月まで 

私は、結婚前に歯科医院で働いているときに、区役所で国民年金の加入

手続をした際に２年分の国民年金保険料をさかのぼって納付し、その後も

結婚するまで納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、２年分をさかのぼって納付したとする国民年金保険料額は、当

時の保険料額とおおむね一致している上、申立人の国民年金手帳の記号番号

は昭和 62 年 10 月に払い出されており、申立期間の保険料を現年度及び過年

度納付することが可能である。また、申立人が国民年金の加入を勧めたとす

る当時の同僚の手帳記号番号は 63年 1月に払い出されていること、同僚は、

当時申立人から２年分の保険料を一括納付したことを聞いたと証言している

ことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5572 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年４月から 43 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 12月から 43年３月まで 

 私は、市役所の職員に指導を受けて私達夫婦の国民年金加入手続を行い、

夫婦二人分の過去の未納期間の国民年金保険料をさかのぼって納付したは

ずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 41 年４月から 43 年３月までの期間については、申

立人は、申立期間後の国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付して

いること、申立人及び申立人の妻の国民年金手帳の記号番号は 43 年７月に夫

婦連番で払い出されており、この払出時点で当該期間の保険料を過年度納付

することが可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 40年 12月から 41 年３月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の手帳記号番号が払い出された 43

年７月時点では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期

間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 41 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5573 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年７月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年７月から 43年３月まで 

 私の夫は、市役所の職員に指導を受けて私達夫婦の国民年金加入手続を

行い、夫婦二人分の過去の未納期間の国民年金保険料をさかのぼって納付

したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後の国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付

しており、申立人及び申立人の夫の国民年金手帳の記号番号は昭和 43 年７月

に夫婦連番で払い出されており、当該払出時点で申立期間の保険料を過年度

納付することが可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5574                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年 12 年から８年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 12月から８年３月まで 

私の母は、区役所で私の国民年金保険料を 20 歳までさかのぼって納付で

きると言われたので、私の国民年金の加入手続を行い、私の保険料を 20 歳

までさかのぼって区役所で納付し、その後の保険料も納付してくれていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、法定免除期間を除き、申立期間後の国民年金保険料をすべて納

付しており、うち、申立期間直後の平成８年４月から 20 年３月までの保険料

を前納している。また、申立人の保険料を納付したとする母親は、昭和 62 年

２月以降 60 歳到達時まで自身の保険料をすべて納付済みである。さらに、申

立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間中の平成６年６月ごろに払い出

されており、当該払出時点で申立期間の保険料を過年度及び現年度納付する

ことが可能であったこと、申立人の母親は、20 歳までさかのぼって保険料を

区役所で納付したと説明しており、申立人が居住していた区では、申立期間

当時、過年度納付書を窓口で交付し、区役所内の金融機関で納付することが

可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5575 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和48年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和48年４月から同年９月まで 

私は、会社退職後の昭和45年４月に国民年金の加入手続を行った。その

直後の婚姻期間中の国民年金保険料は、免除を受けた期間を除いて、自宅

に来ていた集金人に納付していたはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の納付記録をみると、申立期間以外にも複数回の未納期間が見られ

るが、申立人の国民年金手帳の記号番号は婚姻後の昭和45年６月に払い出さ

れており、婚姻期間中の納付等に対応すると考えられる45年４月から50年３

月までの期間については、申立期間、免除期間及び申立人が離婚直前で納付

しなかったと説明する49年７月以降の期間を除き、国民年金保険料をすべて

納付しており、申立期間は６か月と短期間である。 

また、申立人が当時居住していた市では、申立期間当時に区役所職員によ

る保険料の集金が行われていたことが確認できるなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5576 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和47年２月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和47年２月から同年９月まで 

    私は、昭和53年８月に国民年金に加入し、区役所で国民年金保険料の納

付に関する相談をし、47年９月までの未納期間の保険料をすべて納付した。

当時、区役所で書いてもらった年金相談票が残っている。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和53年８月に国民年金に加入し、特例納付時に区役所職員に

相談した際、80か月分を納付すれば47年９月まで納付済みになると言われて、

未納期間の国民年金保険料を特例納付したと説明しており、申立人が所持す

る当該区役所職員が作成したと思われる年金相談票には、「既に納付済みの

年月」、「特例納付により47年９月まで納付した場合の納付月数」及び「年

金満額受給に不足する月数」が記載されている上、申立人は、第３回特例納

付で80か月分を納付した領収書を所持しているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                     

  

東京国民年金 事案 5579     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年７月から 53 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から 53年３月まで 

    私の妻は、特例としてさかのぼって国民年金保険料を納付すれば厚生年

金保険を国民年金に継続できると聞き、区役所出張所で夫婦の加入手続を

し、夫婦二人分の保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和51年７月から53年３月までの期間については、申立

人の国民年金手帳の記号番号が払い出された53年10月時点で、国民年金保険

料を過年度納付することが可能な期間であり、申立人の妻がさかのぼって一

括納付したと記憶している金額は、夫婦二人分の当該期間の過年度保険料額

及び53年４月から同年９月までの期間の現年度保険料額の合計額とおおむね

一致している。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和47年７月から51年６月までの期間に

ついては、申立人の妻が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、妻が一括納付したと記憶する保険料額

は、上記の夫婦二人分の過年度及び現年度の保険料額に、申立人の当該期間

の保険料及び妻の47年１月から51年６月までの未納期間の保険料を特例納付

した場合の金額を加えた額と大きく異なるなど、妻が当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和51年７月から53年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5580     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年７月から 53 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から 53年３月まで 

私は、特例としてさかのぼって国民年金保険料を納付すれば厚生年金保

険を国民年金に継続できると聞き、区役所出張所で夫婦の加入手続をし、

夫婦二人分の保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和51年７月から53年３月までの期間については、申立

人の国民年金手帳の記号番号が払い出された53年10月時点で、国民年金保険

料を過年度納付することが可能な期間であり、申立人がさかのぼって一括納

付したと記憶している金額は、夫婦二人分の当該期間の過年度保険料額及び

53年４月から同年９月までの期間の現年度保険料額の合計額とおおむね一致

している。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和47年１月から51年６月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が一括納付したと記憶する保険料

額は、上記の夫婦二人分の過年度及び現年度の保険料額に、申立人の当該期

間の保険料及び夫の47年７月から51年６月までの未納期間の保険料を特例納

付した場合の金額を加えた額と大きく異なるなど、申立人が当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和51年７月から53年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5581 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年７月から 61 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から 58年 12月まで  

             ② 昭和 60年７月から 61年３月まで   

 私の父は、私の国民年金の加入手続をし、昭和＊年に亡くなるまで私の

国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、９か月と短期間であり、前後の期間の国民年金保

険料は納付済みである。また、国民年金手帳の記号番号が申立人と同時期に

払い出され、申立人の父親が申立人の保険料と一緒に納付していたとする申

立人の妹は、所持する領収書により、当該期間を含む昭和 59 年 12 月から 61

年３月までの保険料が 61 年９月に納付されていることが確認できるなど、当

該期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の父親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人の手帳記号番号は、昭和 61 年１月以降に払い出されており、当該払出時

点では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間である

上、父親が、申立人の保険料と一緒に納付していたとする申立人の妹も当該

期間の保険料は未納であるなど、申立人の父親が当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60 年７月から 61 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5582 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年４月から 60 年９月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 38年 11月から 42年４月まで 

             ② 昭和 47年６月から 51年６月まで 

             ③ 昭和 59年４月から 60年９月まで 

    私は、昭和 35 年３月に会社を退職した後、転居した同年 10 月に市役所

窓口で国民年金に加入した。その後、国民年金保険料は金融機関で納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、申立人は、昭和 58 年から 63 年までの確定申告書

を所持しており、同申告書の社会保険料控除欄に記載されている 59 年及び

60 年の一人分の国民年金保険料の金額は、当時の国民年金保険料額とおおむ

ね一致することなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人の国民年金手帳の記号番号は昭和 53 年 10 月に払い出されており、申立人

は、当該払出時に申立期間②直後の 51 年７月までさかのぼって保険料を過年

度納付するとともに、申立期間①直前の 36 年４月から 38年 10月までの保険

料を第３回特例納付により納付していることが確認できるが、申立人は、当

該特例納付等をしなければ 60 歳到達時まで保険料を納付したとしても受給資

格期間を満たさないことから、受給資格期間を満たすために必要となる納付

月数の保険料を特例納付等をしたものと考えられるなど、当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                     

  

昭和 59 年４月から 60 年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                     

  

東京国民年金 事案 5583 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年９月から 43 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年９月から 42年３月まで 

             ② 昭和 42年９月から 43年３月まで 

    私は、昭和 40 年８月に会社を退職後、国民年金に加入し、自宅に来た集

金人に国民年金保険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国

民年金保険料をすべて納付しており、当該期間の前後の期間の保険料は納付

済みである上、当該期間は７か月と短期間であるなど、当該期間の保険料が

未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国

民年金手帳の記号番号は昭和42年４月ごろに払い出されているが、申立人は、

当該期間の保険料をさかのぼって納付した記憶は無いと説明している。また、

申立人は、当該期間直後の42年４月から同年８月までの保険料を43年４月に

納付していることが特殊台帳で確認できるが、当該納付時点では、当該期間

の一部は時効により保険料を納付できない期間である上、残りの期間は過年

度納付となるため、区の集金人には保険料を納付することができず、申立人

は納付書で当該期間の保険料を納付した記憶は無いと説明するなど、当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和42年９月から43年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案 3834  

                      

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額の記録は、申立期間①については

15万円、②については 23万円、③については 35万円及び④については 28

万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法 75条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない期間と記録されているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間の標準賞与額を、申立期間①については 15 万円、②については 23

万円、③については 35 万円及び④については 28 万円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年７月 20日 

             ② 平成 17年７月 15日 

             ③ 平成 17年 12月 21日 

             ④ 平成 18年７月 24日 

    Ａ事務所に勤務していた申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録

が無い。厚生年金保険料が控除されていたことが確認できる賞与支払明

細書を提出するので、申立期間の標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された賞与支払明細書により、申立人が申立期間①、②、

③及び④についてＡ事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 



 

また、申立人の標準賞与額については、申立期間の賞与支払明細書に記

載されている保険料控除額等から、申立期間①については 15万円、②につ

いては 23万円、③については 35万円及び④については 28万円とすること

が妥当である。                     

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、申立てに係る賞与支払届を、当該保険料を徴収する権利が時効

により消滅した後の平成 20 年９月 10 日に提出したことが確認できること

から、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3835 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成３年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 53万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月 21日から同年 10月１日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険加入記録が無

い。同社には、昭和 53 年４月１日から勤務しているので、同期間を厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、Ａ社から提出された在籍証明書並びに同社の健康保険組

合及び厚生年金基金加入記録から、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務

し（平成３年 10月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成３年７月の社会保険事務

所の記録から、53万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載に誤りがあったとしている

ことから、事業主は平成３年８月 21日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る３年８月及び同年９月の保険料の納入の告

知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3839 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を平成３年８月から４年７月までの期間は 47万円、同年８月

は 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から４年９月 30日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、平成３年８月から４年８月までの期間の標

準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬

月額と相違していることが判明した。そのため、申立期間の標準報酬月

額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、平成３年８月から４年７月までの期間は 47万円、同年８

月は 53万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなった４年９月 30 日以降の同年 11 月５日に、申立人を含む３人の標準

報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、３年８月

は 41 万円、同年９月から４年８月までの期間は 30 万円へと訂正されているこ

とが確認できる。社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂

正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成３年８月から４年７月

までの期間は 47万円、同年８月は 53万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 3840 

 

第１ 委員会の結論 

     申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 63年６月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 44万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年５月 31日から同年６月１日まで 

Ａ社には、昭和 63年５月末まで勤務したが、社会保険事務所の記録で

は資格喪失日が 63年５月 31日となっている。申立期間当時の給与明細を

提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として資格喪失日を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び昭和 63年６月分の給与明細書により、申立人は、

Ａ社に 63年５月 31日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給与明細書の厚生年金保

険料控除額及び63年４月の社会保険事務所の記録から44万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 63年６月

１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年５月 31日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案 3843 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成３年 12月から６年 10月までの期間につ

いて、32 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に

係る記録を 32万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、平成３年 12月から６年 10月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年９月１日から平成 11年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた昭和 63 年９月から平成元年９月までの標準報酬月額が 28

万円、同年 10月から 11年３月までの標準報酬月額が 30万円であるとの

回答をもらった。これらの期間においては月額 60万円ほどの給与を支給

されており、社会保険庁の記録にある標準報酬月額は現実とかけ離れて

いる。申立期間に係る標準報酬月額を現実の支給額に見合った額に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ社において保険料等の



 

控除が翌月支給の給与から行われているところ、申立人から提出のあった平

成４年分及び６年分の給与所得の源泉徴収票に記載されている社会保険料

等の金額から、申立期間のうち、３年 12月から４年 11月までの期間及び５

年 12月から６年 10月までの期間は 32万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、平成４年 12月から５年 11月までの期間に係る標

準報酬月額については、当該期間に係る給与所得の源泉徴収票の写しの提出

はないが、４年分及び６年分の給与所得の源泉徴収票に記載されている社会

保険料等の金額が同一額であることから、当該期間の保険料等の控除額も同

一額であったと推認することができ、当該期間の厚生年金保険及び健康保険

組合の保険料率並びに厚生年金基金の掛金料率が４年分及び６年分の当該

率と同一であることから、32万円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、平成６年 11月については、同年 10月の厚生年金

保険の保険料率及び厚生年金基金の掛金料率が変更されているため、社会保

険庁で記録されている標準報酬月額が、６年分の給与所得の源泉徴収票に記

載されている社会保険料等の金額から計算される同年 11 月に係る標準報酬

月額を超えていると認められることから、特例法に規定する未納保険料があ

った期間（同法により記録が訂正され、保険給付の対象に算入される期間）

とは認められないため、あっせんは行わない。 

なお、申立期間のうち、平成３年 12月から６年 10月までの期間に係る保

険料の事業主による納付義務の履行については、厚生年金基金の記録におい

ても、申立人の標準報酬月額が 30万円となっていることから、事業主が 30

万円を標準報酬月額として社会保険事務所に届け出たことが認められる。そ

の結果、社会保険事務所は、32 万円の標準報酬月額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

申立期間のうち、昭和 63 年９月から平成３年 11 月までの期間及び６年

12月から 11年３月までの期間については、申立人の主張する標準報酬月額

の給与の支給及び当該額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料は無い。 

また、申立期間のうち、平成８年２月１日から９年 12月 31日までの期間

について、申立人には、Ａ社とは別の事業所における雇用保険の加入記録が

ある。このことについて、申立人は、当該期間当時、Ａ社では勤務していな

かったと供述している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業

主による給与からの控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及び関連資料等を総合的に判断すると、申立期間のうちの昭



 

和 63年９月から平成３年 11月までの期間及び６年 12月から 11年３月まで

の期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3844 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 59 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年６月 30日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には、昭和 59年６月 30日まで勤務していたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された人事記録から、申立人は、

同社に昭和 59 年６月 30 日まで勤務していたことが認められ、また、同社

は、「申立人の給与から昭和 59 年６月分の厚生年金保険料を控除した。当

時の事務担当者の手続誤りと思われる。」と回答していることから、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 59年５月の社会保険事

務所の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主が正しい届出を行っていないことを認めており、また、

事業主が資格喪失日を昭和 59年７月１日と届け出たにもかかわらず、社会



 

保険事務所がこれを同年６月 30日と誤って記録することは考え難いことか

ら、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年６月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3845 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社Ｂ工場における申立人の被保険者

記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 22 年９月 22 日）及び資格

取得日（23 年 11 月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 22 年９

月から 23 年７月までは 600 円、同年８月から同年 10 月までは 3,600 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年９月 22日から 23年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ｃ社に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には申立期間も継続して勤務し、給与明細書では厚生年金保険料が

控除されているので、被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、申立人は、Ａ社Ｂ工場において昭和 21年 11

月６日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、22年９月 22日に資格喪失

後、23年 11月１日に同社Ｂ工場において再度資格取得しており、申立期間

の被保険者記録が無い。 

しかし、申立人の妻から提出された昭和 23年５月及び７月の分の給与明

細書から判断すると、申立人が申立期間においてＡ社の関連会社であるＣ

社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与



 

から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人自筆の職歴メモには、昭和 21年 10月 21日にＣ社に入社し、

23 年 11 月 23 日に同社を退社した旨書かれているが、申立人は、21 年 11

月６日から 22 年９月 22 日までの期間について、Ａ社Ｂ工場における厚生

年金保険の加入記録があることから、申立期間においても同社Ｂ工場にお

ける厚生年金保険の被保険者期間とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の前後の記録、申立

人と同時期に入社した者の記録並びに申立人の妻から提出された昭和 23年

５月及び７月分の給与明細書の報酬額から、22年９月から 23年７月までは

600円、同年８月から同年 10月までは 3,600円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこと

から、事業主が、社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届

出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 22年９

月から 23 年 10 月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3846 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の平成７年 10月から９年９月

までの期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報

酬月額であったと認められることから、当該期間に係る標準報酬月額は、59

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から９年 10月 25日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、平成７年 10月から９年９月までの標準報酬

月額が、実際の支給額に見合う標準報酬月額と相違していることが判明

したので、当該期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

59 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった平成９年 10月 25日より後の同年 10月 27日に、申立人を含む取締役

２人、監査役及び代表取締役の合計４人の標準報酬月額の記録がさかのぼっ

て減額訂正されており、申立人の場合、７年 10月から９年９月までの申立

期間に係る標準報酬月額は、９万 2,000円に訂正されていることが確認でき

る。 

しかし、申立人から提出された平成９年８月分の給料支払明細書では、59

万円の標準報酬月額に相当する支給額が確認できる。 

また、Ａ社の代表取締役、複数の従業員及び同社の顧問税理士だった者は、

同社は、申立期間当時、資金繰りに苦労していた旨供述しており、当該代表

取締役は、「厚生年金保険料等の支払を滞納していたため、社会保険事務所

から督促はあったと思う。」と供述している。 



 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社に係る厚生保険特別会計債権

消滅不納欠損決議書から、同社は、少なくとも平成８年５月には厚生年金保

険料を含む社会保険料の支払を滞納していたことが認められ、９年９月 26

日には、社会保険事務所の職員が同社に訪問し、同年４月分の社会保険料を

現金領収した旨の記載が確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間において、同社の

取締役であったことが確認できるが、同社の代表取締役、複数の従業員、同

社の顧問税理士だった者及び同社の社会保険事務を委託されていた社会保

険労務士は、申立人は現場監督として勤務しており、社会保険関係の業務に

は従事していなかった旨供述している。 

これらの事実を総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記のよ

うな遡及
そきゅう

訂正処理を行う合理的な理由はなく、申立人の標準報酬月額に係る

有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の 59万円と

することが必要と認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3847 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額については、平成４

年４月から５年４月までは 53万円、同年５月から同年８月までは 38万円に

訂正することが必要である。 

 また、上記期間のうち、平成５年５月については、申立人が主張する標準

報酬月額（50 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該月の標準報酬月額を 50万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の平成５年５月に係る標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（上記訂正前の標準報酬月額（38 万円）に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては明らかでないと

認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年９月 30日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、平成４年４月か

ら５年８月までの標準報酬月額が、実際に受け取っていた給料の月額に

見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。当時の給料明細書

を提出するので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほし

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額について

は、当初、平成４年４月から５年４月までは 53万円、同年５月から同年８

月までは 38万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所でなくなった５年９月 30 日以降の６年３月 29 日に、申立人を含む７人

の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の標準



 

報酬月額は、４年４月から５年１月までは 36万円に、同年２月から同年８

月までは 30万円に訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人から提出された給料明細書により、申立人の給料支給額

が、平成４年４月から５年４月までは標準報酬月額 53万円、同年５月から

同年８月までは標準報酬月額 50万円に相当することが確認できることから、

社会保険事務所において、上記のような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという

処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、上記のような記録訂正処理は有効なもの

とは認められず、申立人の標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出たとおり、平成４年４月から５年４月までは 53万円、同年５月か

ら同年８月までは 38万円とすることが必要と認められる。 

一方、申立人から提出された給料明細書から、申立人は、平成４年４月

から５年５月までは 53 万円、同年６月から同年８月までは 38 万円の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められるところ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。したがって、申立期間のうちの５年５月に

係る標準報酬月額は、同年５月分の給料明細書において確認できる給料支

給額から、50万円とすることが妥当である。 

なお、当該標準報酬月額に見合う保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3851                      

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人の主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額を59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 11月１日から９年 11月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、平成７年 11 月から９年 10 月までの標準報

酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額

と相違していることが判明したので、申立期間の標準報酬月額を正しい

記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなった平成９年 11月 30日より後の同年 12月５日付けで、申

立人の標準報酬月額は、平成７年 11 月から９年 10 月までの期間、59 万円

から９万 8,000円に遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の取締役であったこ

とが確認できるが、同社の経理担当の取締役及び申立人の部下であった従

業員は、申立人は総務部長であり、社会保険事務を担当していなかったと

供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難

い。 

これらを総合的に判断すると、申立期間において、標準報酬月額に係る

有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、59 万円に訂正

することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 3856  

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったことが認められることから、申立期間に係る標準報

酬月額の記録を 15万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成８年 10月１日から９年４月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期

間の標準報酬月額が実際にもらっていた給与支給額に見合う標準報酬月

額より低いことが分かったので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人の申立期間に係る被保険者標準報酬決定通知

書をみると、平成８年５月から７月までの３か月間の「平均額」が13万7,666

円、「決定後の標準報酬月額」が 13万 7,000円に線を引かれ 13万 4,000円

と記載されている。しかし、同決定通知書に記載された８年５月から７月

までの３か月間の報酬額を合計すると 44万 3,000円になり、３か月間の「平

均額」は 14万 7,666円であるため、申立人の正しい「決定後の標準報酬月

額」は 15万円であると認められる。 

一方、社会保険事務所は、同決定通知書の記載内容を十分確認し標準報

酬月額を 15万円に決定すべきであったにもかかわらず、確認不十分のまま

平成８年９月３日付けで 13万 4,000円に決定したものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人に係る申立期間の標準報酬月額は、

15 万円であるにもかかわらず、社会保険事務所は、事務処理を誤って標準

報酬月額を決定したと認められることから、申立期間に係る標準報酬月額

を 15万円に訂正することが必要である。 

 



 

東京厚生年金 事案 3859 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月

額を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月１日から５年７月 28日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務し

た期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。標

準報酬月額の引き下げについては、全く関知していないので、申立期間の

標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当しなく

なった平成６年３月 28日以降の同年４月５日付けで、申立人の４年６月か

ら５年６月までの標準報酬月額が 53万円から８万円にさかのぼって引き下

げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿から、申立人は、当該訂正処理日前の平成５年

７月 31日に代表取締役を辞任していることが確認できる上、社会保険庁の

オンライン記録により、申立人は、当該訂正処理日には別の事業所で勤務

していたことが確認できる。 

また、Ａ社の親会社であるＢ社の役員から、「申立人は、Ａ社の代表取締

役を辞任後すぐに同社を退職して、別会社を設立しており、当該訂正処理

には関与しておらず、当該訂正処理について説明を受けたりすることも無

かったと思う。」との供述から、申立人が当該訂正処理に関与していたとは

考え難い。 



 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該事務処理を

行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、平成４年６月から５年６月までを 53万円

に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3860 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額を 22万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年１月 13日から 10年３月 21日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、申

立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた

保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。申立期間の

標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当しなく

なった平成 10年３月 21日以降の同年８月 27日付けで、申立人を含む二人

の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、

９年１月から 10年２月までの期間について、22万円から９万 2,000円へと

訂正されていることが確認できる。そして、Ａ社の複数の従業員の供述に

より、申立人は、当該訂正処理に関与しておらず、社会保険事務所におい

て、このようにさかのぼって記録を訂正する合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に

ついて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、22 万

円とすることが必要である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3864 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成８年８月及び９月、11 年 10 月から 15

年８月までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額の記録を平成８年８月及び同年９月は 41万円、11年

10月から同年 12月までは 38万円、12年１月から 15年８月までは 41万円

に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、平成８年８月及び同年９月、11 年 10 月から 15 年８月

までの上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年８月１日から 15年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給

与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額よりも低く記録され

ていることが判明した。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録では、申立人の申立期間の標準報酬月額は、平成８年

８月から 11年９月までは 38万円、11年 10月から 15年８月までは 28万円

となっている。 

   しかし、申立人から提出のあった給与支払明細書により、申立人は、申

立期間のうち、その主張する標準報酬月額（平成８年８月及び同年９月は

41万円、８年 10月から 11年 12月までは 38万円（ただし、８年 10月から



 

11 年９月までは上記のとおり社会保険庁の記録と一致）、12 年１月から 15

年８月までは 41万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立人は、平成 10 年 11 月 28 日から 15 年 10 月 29 日まで、Ａ社

の取締役として勤務していたことが同社の商業登記簿謄本から確認できる

が、当時の事業主が「申立期間当時は、厚生年金保険料を滞納していたの

で、自分が社会保険事務所と滞納保険料の整理について交渉し、標準報酬

月額を減額して社会保険事務所に届け出た。申立人は取締役であるがＢ職

以外の業務には就いておらず、同人に対して、こうした減額処理について

は説明していない。」旨、また、申立人は「私は、取締役にはなったが、現

場で配送業務に従事していた。標準報酬月額を減額することについて知ら

なかった。」旨それぞれ供述している。さらに、当該事業所において申立人

の雇用保険の加入記録が認められることなどから、申立人が、保険料納付

義務を履行していないことを知っていた又は知り得る状態であったとは認

められない。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が給与から控除

していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、当該事案の標準報酬月額

については、給与明細書の保険料控除額から、平成８年８月及び同年９月

は 41万円、11年 10月から同年 12月までの期間は 38万円、12年１月から

15年８月までの期間は 41万円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、社会保険事務所の厚生年金保険料に係る納入告知書に基づいて

納付していたと供述しており、また、給与支払明細書において確認できる

厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険庁の記録にある標

準報酬月額が長期間にわたって一致していないことから、事業主は、給与

支払明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を

届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は当該報酬月額に見合う保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

なお、申立期間のうち、平成８年 10 月から 11 年９月までの期間につい

ては、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことは認められるが、当該期間については、社会保険庁で記録されて

いる標準報酬月額と給与支払明細書において確認できる保険料控除額に見



 

合う標準報酬月額が同額であることが確認できることから、当該期間は、

特例法に規定する未納保険料があった期間（同法により記録が訂正され、

保険給付の対象に算入される期間）とは認められないため、あっせんは行

わない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3865 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事務所に

おける資格取得日に係る記録を昭和 28年８月 30日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を 28年８月から 29年４月までの期間は 8,000円、同年５月から

同年７月までの期間は 1万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 28年８月 30日から 29年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には、昭和 23年から 40年１月 30日まで勤務したので、申立期間も

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社の退職金計算書に、在職期間が昭和 23年２月

１日から 40年１月 30日まで勤続 17年と記載されており、また、申立期間

の同僚の供述からも、申立人は、申立期間も同社で継続して勤務していた

ことが認められる。 

さらに、Ｂ社本社の人事総務部長は、「申立人は、申立期間も継続して

勤務しており、厚生年金保険料も継続して控除していたと思う。」と供述

し、また、Ａ社Ｃ事務所の当時の厚生年金保険事務担当者も、「申立人が

申立期間も保険料を控除されていたと思う。」と供述しており、申立人が

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により、給与から控除されていた

ことが認められる。 



 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 28 年７月及び 29 年８

月の社会保険事務所の記録から、28年８月から 29年４月までの期間につい

ては 8,000 円（当時の上限額）、同年５月から同年７月までの期間につい

ては１万 8,000円（当時の上限額）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社は、保険料を納付したか否かについて不明としており、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3866 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録の

うち、申立期間について資格喪失日（昭和 28 年９月 29 日）及び資格取得

日（31年９月１日）に係る記録を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 7,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年９月 29日から 31年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

もらった。昭和 21年５月に入社し、48年に退職するまで継続して勤務し

ており、同社の在籍証明書もあるので、申立期間について、厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 21年５月１日

に厚生年金保険の資格を取得し、28 年９月 29 日に資格を喪失後、31 年９

月１日に同社において再度資格を取得しており、28年９月から 31年８月ま

での申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、Ａ社の在籍証明書及び複数の従業員の供述により、申立人が申

立期間において同社に継続して勤務していたことが認められる。そして、

同社の当時の事業主及び複数の給与事務担当者は、申立期間当時、同社で

は本社において給与計算事務を行い、東京営業所に転勤した従業員も含め

た全員から厚生年金保険料を控除しており、申立人のみ控除していないこ



 

とはあり得ないと供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の申立人の記

録から、7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立人

に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、

社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、当該社会保険

事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出が事業主から行われ、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 28 年９月から 31 年８月ま

での保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3867 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、

申立期間に係る資格喪失日（昭和 60 年９月 29 日）及び資格取得日（60 年

11月 13日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を、60年９月は 44万円、

同年 10月は 47万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年９月 29日から同年 11月 13日まで 

社会保険庁の年金記録案内により、Ａ社に船長として勤務した期間の

うち、申立期間について船員保険の加入記録が無いことがわかった。申

立期間も同社から給料を受け取っており、船員保険料が給与から控除さ

れていたはずであるので、船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 48 年３月 11

日に船員保険の資格を取得し、60 年９月 29 日に資格を喪失後、同年 11 月

13日に同社において再度資格を取得しており、同年９月及び同年 10月の申

立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、Ａ社は、平成６年３月に解散しており、当時の従業員に係る資

料は保存されておらず、申立人の勤務の状況及び船員保険料の控除につい

て確認できないものの、申立期間当時におけるＡ社の船員保険事務の担当

者が｢申立人は、申立期間もＡ社の固有船員（社員船員）としての身分を有

し、同社に在籍していた。｣旨供述しているほか、申立人が提出した船員手

帳の記録及び申立人が叙勲受章の際に作成したとする乗船履歴書の記録な



 

どから、申立人は申立期間において、同社に在籍し、船員保険被保険者資

格を有していたと認められる。 

また、申立人が、Ａ社において昭和 48 年３月 11 日に船員保険の資格を

取得後、上記乗船履歴書によれば、有給休暇や新造船の艤装員及び傷病休

暇を取得した記録が９回（最短で１月と７日、最長で１年と２日）記録さ

れているが、船員保険の資格を喪失した記録は一度も無い。さらに、申立

人が、21年２月 22日に船員保険の資格を取得した以降、Ａ社において船員

保険の資格を取得した 48 年３月 11 日までの履歴書においても、Ａ社等に

おいて船員保険の被保険者であった期間における 10回の有給休暇等の記録

があるものの、船員保険は継続していることが認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、船員保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前の社会保険事務

所の記録から、昭和 60 年９月は 44 万円、同年 10 月は 47 万円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこと

から、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出

を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 60年９月

及び同年 10月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3868 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を平成 12 年１月から 13 年 12 月までは 56 万円に、14 年１月

は 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 12年１月１日から 14年２月１日まで 

    社会保険事務所の訪問により、Ａ社に取締役として勤務した期間のう

ち、平成 12 年１月から 14 年１月までの期間について、厚生年金保険の

標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報

酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成 12年１月から 13年 12月までは 56万円、

14年１月は 50万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなった日（平成 14年２月１日）以降の同月 15日に、申立

人を含む取締役５名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されて

おり、申立人の場合、上記の 56万円及び 50 万円から、平成 12年１月から

14年１月まで 26万円へと訂正されていることが確認できる。しかしながら、

社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処

理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、平成 13年２月 26日から 14年１月 31日まで、Ａ社の取

締役として務めていたことが同社の商業登記簿謄本等から確認できるが、当

時の同社の代表取締役が「社会保険事務所と会社との窓口には責任者である



 

自分が対応しており、厚生年金保険料の滞納等について交渉していた。当時、

申立人は、取締役に就任していたが子会社の経営に専念しており、社会保険

事務には関与していない。」旨供述していること、また、申立人は 14年１月

31 日に取締役を退任しており、上記標準報酬額の記録がさかのぼって減額

訂正された同年２月 15日には取締役ではないことから、申立人が、自身等

の標準報酬月額の訂正処理に関与していたことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について、有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た平成 12年１月から 13年 12月までは 56万円

及び 14年１月は 50万円とすることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3869 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平

成９年４月から 10年１月までは 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から 10年２月 28日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額

が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違

している。同社では営業担当の役員として勤務していたが、社会保険事

務には関与していなかったので、同期間の標準報酬月額を正しい記録に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の

標準報酬月額は、平成９年４月から 10年１月までは 59万円と記録されていたも

のが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった 10年２月 28日の後の同年

３月５日の処理日で、９万 8,000円に訂正されており、同処理日において被保険

者であった４名中、申立人を含む４名全員の記録がさかのぼって減額訂正されて

いることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間当時、同社の取締役であ

ったことが確認できるが、同社の複数の従業員は、申立人は営業担当の取締役で

あり、社会保険関係の業務には従事していなかったと供述していることから、申

立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う合

理的な理由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を、事業主

が、社会保険事務所に当初届け出た 59万円とすることが必要と認められる。 



 

東京厚生年金 事案 3870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平

成 11年４月から同年 12月までは 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年４月１日から 12年１月 31日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額

が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額となっ

ていない。同社では、営業担当の役員として勤務していたが、社会保険

事務には関与していなかったので、同期間の標準報酬月額を、正しい記

録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録による

と、当初、申立人が主張する 44 万円と記録されていたが、Ａ社が厚生年金保険

の適用事業所でなくなった平成 12 年１月 31 日の後の同年２月 15 日を処理日と

して、11年４月１日にさかのぼって９万 8,000円に訂正処理されており、同処理

日において、被保険者であった 28名中、申立人を含む５名の記録が 11年４月１

日（事業主については、平成 10年７月１日）、にさかのぼって減額訂正されてい

ることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間当時、Ａ社の取締役であ

ったことが確認できるが、同社の複数の役員及び従業員は、申立人は営業担当の

取締役であり、社会保険関係の業務には従事していなかったと供述していること

から、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う合

理的な理由は無く、申立人の申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂

正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が、

社会保険事務所に、当初届け出た 44万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 3871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平

成４年３月から６年１月までは 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から６年２月 21日まで 

Ａ社に監査役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の

標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報

酬月額となっていない。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録によ

ると、当初、申立人が主張する 50万円と記録されていたが、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった平成６年２月21日の後の同年４月５日を処理日と

して、４年３月１日にさかのぼって８万円に訂正処理されていることが確認で

きる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間当時、同社の監査役で

あったことが確認でき、また、同社の複数の従業員は、申立人が経理事務担当

者で、社会保険手続も行っていたと供述しているが、雇用保険の記録によると、

申立人は、平成６年３月５日に被保険者資格を喪失し、その後、失業給付を受

けていることが確認でき、申立人は、６年４月５日の記録訂正処理が行われた

時点では、既に同社を退職していたものと認められ、申立人が当該訂正処理に

関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立人の申立期間において標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が、社会保険事務所に当初届け出た50万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 3873 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年９月１日から 13年３月６日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤

務した期間のうち、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、

実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相違していることが判明し

た。このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成９年９月から 13年２月までの期間は 50万

円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった同年３月６日以降の同年３月７日に、申立人を含む３人の標準報酬月

額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、９年９月から

12 年９月までの期間は９万 2,000 円、同年 10 月から 13 年２月までの期間

は９万 8,000円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務所にお

いて、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理

由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の所在地を管轄する法務局から提出のあった同社に

係る閉鎖事項全部証明書により、取締役であったことが確認できるが、同社

の代表取締役及び申立人が記憶していた同僚が、「申立人は設計業務を担当

しており、社会保険事務にはかかわっていなかった。」旨供述していること

から、申立人は、標準報酬月額の訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正があ



 

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た 50万円とすることが必要である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3874 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年９月１日から 13年３月６日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期

間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当す

る標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成９年９月から 13年２月までの期間は 50万

円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった同年３月６日以降の同年３月７日に、申立人を含む３人の標準報酬月

額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、９年９月から

12 年９月までの期間は９万 2,000 円、同年 10 月から 13 年２月までの期間

は９万 8,000円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務所にお

いて、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理

由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の所在地を管轄する法務局から提出のあった同社に

係る閉鎖事項全部証明書により、取締役であったことが確認できるが、同社

の代表取締役が、「申立人は営業を担当しており、社会保険事務にはかかわ

っていなかった。」旨供述していることから、申立人は、標準報酬月額の訂

正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正があ



 

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た 50万円とすることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3878 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 55年６月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、12万 6,000円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 21 日から同年６月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 48年３月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 55年６月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 55年６月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、12

万 6,000円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3879 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日は、昭和 59年３月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格取得日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、24万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年３月 21 日から同年４月２日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 48年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿、雇用保険の加入記録及び健康保険組合の記録により、

申立人が申立期間も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格取

得日は、昭和 59年３月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 59年３月 21日に被保険者資

格を取得した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、24

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3880 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、平成２年８月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、26万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月 21 日から同年８月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 60年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、平成２年８月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が平成２年８月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、26

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3881 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 49年 12月１

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、９万 8,000円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 11 月 21 日から同年 12 月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 44年８月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 49年 12月１日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 49年 12月１日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、９

万 8,000円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3882 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日は昭和 58 年 10 月 21

日、資格喪失日は同年 11月 21日であると認められることから、同社におけ

る厚生年金保険の資格取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、24万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10 月 21 日から同年 11 月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 48年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の勤務期間証明書、雇用保険及び健康保険組合の記録により、申立人が

申立期間も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格を昭

和 58年 10月 21日に取得し、同年 11月 21日に資格喪失していることが確認で

き、また、Ｂ社は、申立期間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得

及び喪失に係る届出は、複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 58年 10月 21日に被保険者資格

を取得し、同年 11 月 21 日に被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会

保険事務所に対して行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、24万

円とすることが妥当である。 



 

東京厚生年金 事案 3883 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 48年７月２

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、６万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年６月 21 日から同年７月２日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 46年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の勤務期間証明書及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間

も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 48年７月２日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 48年７月２日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、６

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3884 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社Ｂ工場）における資格喪失日は、昭和

50 年 12 月 21 日であると認められることから同社における厚生年金保険の

資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、13万 4,000円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 11 月 21 日から同年 12 月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｄ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 40年３月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社の勤務期間証明書、雇用保険及び健康保険組合の記録により、申立人

が申立期間も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 50年 12 月 21日であることが確認でき、また、Ｄ社は、申立

期間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 50年 12月 21日に被保険者

資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、13

万 4,000円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3885 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 51 年 11 月

21 日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、14万 2,000円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 10 月 21 日から同年 11 月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 48年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の勤務期間証明書及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間

も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 51年 11 月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立

期間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 51年 11月 21日に被保険者

資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、14

万 2,000円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3886 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 51年５月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、15万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月 21 日から同年５月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 45年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の勤務期間証明書及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間

も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 51年５月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 51年５月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、15

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3887 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 54年６月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、15万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年５月 21 日から同年６月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 41年３月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の勤務期間証明書及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間

も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 54年６月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 54年６月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、15

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3888 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、平成２年８月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、24万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月 21 日から同年８月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 62年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、平成２年８月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が平成２年８月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、24

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3889 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ部（現在は、Ｃ社）における資格喪失日及び同社Ｄ部にお

ける資格取得日は、昭和 49年 11月１日であると認められることから、厚生

年金保険の資格喪失日及び取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、10万 4,000円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 10 月 31 日から同年 11 月２日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｃ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 46年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日及び同社Ｄ部における資格取得日は、昭和 49年 11月１日であることが

確認でき、また、Ｃ社は、申立期間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の

資格取得及び喪失に係る届出は、複写式の様式を用いて行っていたと回答し

ている。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 49年 11月１日に被保険者資

格を喪失し、取得した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、10

万 4,000円とすることが妥当である。 



 

東京厚生年金 事案 3890 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 55年３月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、17万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年２月 22 日から同年３月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 48年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿、雇用保険及び健康保険組合の記録により、申立人が申

立期間も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 55年３月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 55年３月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、17

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、平成２年８月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、36万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月 21 日から同年８月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 49年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、平成２年８月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が平成２年８月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、36

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3892 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、平成２年８月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、16万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月 21 日から同年８月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

平成２年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して勤

務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、平成２年８月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が平成２年８月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、16

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3893 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、平成２年８月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、16万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月 21 日から同年８月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

平成２年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して勤

務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、平成２年８月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が平成２年８月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、16

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3894 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 50 年 11 月

21 日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、９万 8,000円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 10 月 21 日から同年 11 月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 50年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿、雇用保険及び健康保険組合の記録により、申立人が申

立期間も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 50年 11 月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立

期間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 50年 11月 21日に被保険者

資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、９

万 8,000円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3895 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、平成２年８月 21

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、34万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月 21 日から同年８月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 52年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、平成２年８月 21日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が平成２年８月 21日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、34

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3896 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 48年５月７

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、６万 4,000円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月 21 日から同年５月７日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 45年３月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の勤務期間証明書及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間

も継続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 48年５月７日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 48年５月７日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、６

万 4,000円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3897 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日は、昭和 49年３月９

日であると認められることから同社における厚生年金保険の資格喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、８万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年２月 22 日から同年３月９日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 47年４月に入社以来、支店間の異動はあったが、同社には継続して

勤務しているので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の従業員名簿及び健康保険組合の記録により、申立人が申立期間も継

続して同社に勤務していることが確認できる。 

一方、厚生年金基金の加入記録においては、申立人のＡ社における資格喪

失日は、昭和 49年３月９日であることが確認でき、また、Ｂ社は、申立期

間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 49年３月９日に被保険者資

格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、８

万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3898 

 

第１ 委員会の結論 

 平成４年７月から同年 11月までの期間について、事業主が社会保険事務

所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認

められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録を 53万円

に訂正することが必要である。 

平成４年 12月 31日から６年 10月１日までの期間について、申立人のＡ

社における資格喪失日は、５年６月 11日であると認められることから、当

該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、53 万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成４年７月 21日から同年 12月 31日まで 

② 平成４年 12月 31日から６年 10月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、全喪後に引

き下げられており、また、申立期間②が未加入となっていることが分か

った。 

    しかし、同社に勤務していた時に給与が下がったことはなく、また、

平成６年９月末日まで勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されてい

たことは確かなので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社に

おける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成４年７月から同年 11月までは

53万円と記録されていたところ、同社が５年５月31日に厚生年金保険の適用事業



 

所でなくなった後の同年６月 10日及び同年６月11日に、申立人を含む 15名の役

員及び従業員の標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

訂正されて引き下げられており、申立

人の場合、４年７月から同年 11月まで８万円へと訂正されていることが確認でき

る。社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の登記簿謄本により取締役であったことが確認できるが、

同社の代表取締役は、申立人は営業の役員として勤務しており、社会保険事務の手

続にはかかわっていなかったことを供述していることから、申立人は、標準報酬月

額の遡及
そきゅう

訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について、有効な記録訂正があった

とは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出た標準報酬月額の 53万円とすることが妥当である。 

次に、申立期間②については、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、平成５年５

月31日に厚生年金保険の適用事業所でなくなった旨の処理がされている。しかし、

同社が適用事業所でなくなった後の同年６月 11日に、申立人を含め２名が遡及
そきゅう

し

て４年12月31日に被保険者資格を喪失しているが、社会保険事務所において、こ

のような処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年12月31日に被保険者

資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効な

ものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、社会保険事務所の処理日

と同日の５年６月 11日とすることが妥当である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、訂正前の社会保険庁のオンライン記

録から、53万円とすることが妥当である。 

他方、申立期間②のうち、平成５年６月 12 日から６年 10 月１日までの期間に

ついて、雇用保険の加入記録及びＡ社事業主の供述から、申立人が、当該期間の

うち、平成６年３月 31日まで同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社は、平成５年５月 31日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

おり、当該申立期間は適用事業所となっていない。また、事業主は、同社が適用

事業所でなくなった手続を行った後は厚生年金保険料を給与から控除していない

と供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、平成５年６月12日から６年10月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3899 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②までの期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在

は、Ｂ社）Ｃ支店における資格喪失日（31 年３月 31日）に係る記録を同年

４月１日に、同社同支店における資格取得日（昭和 32年９月１日）に係る

記録を同年８月１日に訂正し、31年３月の標準報酬月額を 5,000円、32年

８月の標準報酬月額を 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、昭和 31年３月 31日から同年４月１日までの期

間については履行していないと認められ、32 年８月１日から同年９月１日

までの期間については明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 31年３月 31日から同年４月１日まで 

② 昭和 32年８月１日から同年９月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の記録が無いとの回答を

もらった。Ａ社には昭和 28 年３月 27 日から 35 年３月 31 日まで継続し

て勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   従業員の供述及びＢ社からの回答から判断すると、申立人が昭和 28年３

月 27 日から申立期間①及び②も含め、Ａ社に継続して勤務し（昭和 31 年

４月１日に同社Ｃ支店から同社本社に、32 年８月１日に同社本社から同社

Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。  

 また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 31 年２月及び 32 年９



 

月の社会保険事務所の記録から、31 年３月は 5,000 円、32 年８月は 9,000

円とすることが妥当である。 

   なお、申立期間①における申立人に係る保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、当時の資料が残っていないため不明として

いるが、事業主が資格喪失日を昭和 31年４月１日と届け出たにもかかわら

ず、社会保険事務所がこれを同年３月 31日と誤って記録することは考え難

いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）事業主は、

申立期間①の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間②において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は、当時の資料が残っていないた

め不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3900 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格喪失日（昭和 43年３月 19日）に係る記録を同年４月１日に、同社におけ

る資格取得日（昭和 44年 10月１日）に係る記録を同年９月 30日に訂正し、

43年３月の標準報酬月額を２万円、44年９月の標準報酬月額を３万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月 19日から同年４月１日まで 

② 昭和 44年９月 30日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回

答をもらった。申立期間に異動はあったが、継続して勤務していたので、

申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社からの照会回答文書、健康保険組合の記録及び退職者台帳から判断す

ると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 43年４月１日に同社からＣ

組合に、44 年９月 30 日に同組合からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 43 年２月及び 44

年 10月の社会保険事務所の記録から、43年３月は２万円、44年９月は３万

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ



 

いては、事業主は、申立てどおりの届出を行っていないことを認めており、

この結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 43年３月及び 44年９月の

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3901 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 46年３月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 44年 10月か

ら 45年 10月までは３万 9,000円、同年 11月から 46年２月までは５万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10 月１日から 46 年３月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間の保険料控除が確認できる給与明細書があるので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書及び複数の同僚の供述により、申立人が

申立期間にＡ社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、「厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律」に基づき、標準報酬月額を改定又は

決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していた

と認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

このため、申立人の申立期間における標準報酬月額については、給与明細

書の保険料控除額から、昭和 44 年 10 月から 45 年 10 月までは３万 9,000

円、同年 11月から 46年２月までは５万 2,000円とすることが妥当である。 



 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社について、申立期間は厚生年金保

険の適用事業所としての記録が無い。しかし、同社は法人事業所であり、複

数の同僚が従業員は５人以上であったと供述していることから、同社は当時

の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断さ

れる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、元

事業主及び当時の給与担当者は、いずれも未回答であるが、申立人の申立期

間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行って

いなかったと認められることから、事業主は、申立人の申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3902 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂセンターにおける資格喪失日は平成２年 10 月 16 日と認

められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月 15日から同年 10月 16日まで 

   厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社Ｂ

センターから同社Ｃ部に転勤したとき、申立期間の加入記録に空白があ

る旨の回答をもらった。           

本件の申立てが認められても、厚生年金保険の加入月数が増加するこ

とはなく、年金支給額に変更がないことは承知しているが、申立期間当

時、Ａ社に勤務していたことは確かであるため、申立期間を厚生年金保

険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  社会保険事務所の記録によると、申立人は、Ａ社Ｂセンターにおいて昭

和 62 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、平成２年 10 月 15

日に被保険者資格を喪失していることが確認できるところ、雇用保険の加

入記録、同社から提出された在籍証明書及び照会回答により、申立人は、

同年 10 月 15 日まで同社同センターに継続して勤務していたことが確認で

きる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂセンターにおける資格喪

失日は、平成２年 10月 16日であると認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3905 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保

険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められる

ことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 53万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成６年３月１日から７年６月 30日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した申立期間に係る標準報酬月額が、実際の支給額に見合う

標準報酬月額と相違していることが判明したので、標準報酬月額に係る

記録を正しく訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

53 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなった平成７年６月 30日以降の同年８月２日に、申立人を含む４人

の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、

申立期間に係る標準報酬月額は、20 万円に訂正されていることが確認でき

る。社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

訂正処理を行う合理的な理由

は見当たらない。 

一方、Ａ社の商業法人登記簿謄本によると、申立人は、平成６年５月 17

日に同社の取締役に就任したことが確認できるが、上記の４人のうち、ほか

の２人の取締役は、申立人は同社の社会保険事務手続及び給与計算に関与し

ておらず、また、遡及
そきゅう

訂正の事実は知らなかった旨供述していることから、

申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人の標準報酬月額について、有効な記



 

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の 53万円とすること

が必要と認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3906 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保

険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められる

ことから、申立人の標準報酬月額を、平成４年 10月から５年９月までは 16

万円に、同年 10月から６年９月までは 15万円に、同年 10月から７年２月

までは 16万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 10 月１日から７年３月 31 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、平成４年 10月から７年２月までの標準報酬月

額が、実際に支払われていた給与額に見合う標準報酬月額と相違している

ことが判明したので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月

額は、当初、平成４年 10月から５年９月までは 16万円、同年 10月から６

年９月までは 15万円、同年 10月から７年２月までは 16万円と記録されて

いたところ、同社が、厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった７年３

月 31日より後の同年４月５日に、申立人を含む５人の標準報酬月額の記録

がさかのぼって減額訂正されており、申立人の標準報酬月額は、４年 10月

から７年２月まで 11 万円へと訂正されていることが確認できる。しかし、

社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成４年 10月から５年９月まで



 

は 16万円、同年 10月から６年９月までは 15万円、同年 10月から７年２月

までは 16万円とすることが必要と認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3907 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保

険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められる

ことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 41万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

                     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 10 月１日から９年２月 25 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、平成８年 10月から９年１月までの標準報酬月

額が、実際の支給額に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した

ので、当該期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月

額は、当初、平成８年 10月から９年１月までは 41万円と記録されていたと

ころ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった９年２月 25 日より後

の同年５月１日に、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、９万 2,000

円に訂正されていることが確認できる。 

しかし、社会保険事務所において、上記のような遡及
そきゅう

訂正処理を行う合理

的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の標準報酬月額について、有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の 41万円とすること

が必要と認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3908 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

における資格取得日に係る記録を昭和 25年４月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年４月１日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社Ｃ支店に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答

をもらった。同社には、申立期間も勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された職歴証明書及びＤ健康保険組

合から提出された健康保険資格喪失証明書から、申立人がＡ社Ｃ支店に昭

和 25年４月１日から勤務していたことが認められる。 

また、社会保険事務所の記録では、申立人と同期としてＡ社本店に採用

された４人は、入社日である昭和 25年４月１日に厚生年金保険の被保険者

資格を取得しており、さらに、申立人より１年前にＡ社Ｃ支店に入社した

同僚も、入社日である 24年４月１日に資格取得していることが確認できる。 

加えて、Ｂ社の社会保険部門を担当するＥ社に確認したところ、担当者

は、厚生年金保険についても雇用保険と同様に入社日から加入すべきであ

り、申立人の配属されたＡ社Ｃ支店が、同社本店と異なった取扱いをして

いたとは考え難いことから、申立人についても入社月から厚生年金保険に



 

加入させるべく昭和 25年４月分から厚生年金保険料を控除していたと考え

られる旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 25年８月の社会保険事

務所の記録から、7,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3912 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月

額を 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年３月１日から９年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、平成７年３月から９年２月までの標準報酬

月額が、実際に給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報

酬月額と相違していることが判明した。申立期間の標準報酬月額を正し

い記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＢ市民税・Ｃ県民税（普通徴収）納税通知書により、申

立期間において、申立人が主張する標準報酬月額（41 万円）に相当する厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが確認できる。 

一方、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社では、平成９年５月７

日に、申立人を含む４名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正され

ており、申立人の場合７年３月から９年２月までの全期間の標準報酬月額が

41万円から９万 2,000円に訂正されていることが確認できる。 

なお、Ａ社の代表者によると、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくな

る（平成９年６月 30 日）前に保険料の未納があったことから、社会保険事

務所に出向き、内容不明であるものの 10 枚程度の書類に捺印したと供述し

ている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が行った標準報酬月額を２

年間さかのぼって訂正した処理については、当時の保険料未納額を減額する

ために行ったものと認められ、これは事実と異なる処理であることが明らか



 

であり、合理的な理由は無いことから、有効な記録訂正があったとは認めら

れない。 

また、申立人の平成７年３月から９年２月までの期間についての標準報酬

月額は 41万円と訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3913 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成５年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月 30日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には、平成５年６月 30日まで勤務していたので、申立期間も

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社発行の離職証明書により、申立人がＡ社に平

成５年６月 30日まで勤務していたことが確認でき、事業主及び経理担当者

の供述により、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準報酬月額については、平成５年３月の社会保険事務

所の記録から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、社会保険事務所に対する届出を誤ったと認めていることから、

事業主が平成５年４月 30日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は申立人に係る同年４月から同年６月までの期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも



 

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3914 

                                         

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額を 32万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年８月１日から８年 10 月 29 日まで 

社会保険事務所から、厚生年金保険の記録について、標準報酬月額の

引下げの訂正の可能性の確認があり、Ａ社に勤務した申立期間の標準報

酬月額が、実際に給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準

報酬月額と相違していることが判明した。申立期間の標準報酬月額を正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録により、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額

は、当初 32万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった日である平成８年10月29日より後の９年４月８日に

遡及
そきゅう

して訂正され、９万 2,000円に引き下げられていることが確認できる。 

また、Ａ社の代表取締役及び申立人の供述から、申立人は、役員ではなく

同社の現場作業員であり、社会保険関係の手続には関与していないと認めら

れる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記のような記

録訂正を行う合理的な理由は見当たらないことから、標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、32 万円に訂正することが

必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3915  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 26 年 12 月 18 日から 27 年２月１日ま

での期間及び同年５月 12 日から同年 10 月１日までの期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ診療所（現在は、Ｂ病院）における資格取得日に係る記録を 26

年 12 月 18 日に、Ｃ病院における資格取得日に係る記録を 27 年５月 12 日

に訂正し、26 年 12 月から 27 年１月及び同年５月から同年９月までの標準

報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①昭和 26年 12月１日から 27年２月１日まで 

          ②昭和 27年５月 12日から 27年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ診療所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を

もらった。申立期間中、同社には継続して勤務し、厚生年金保険料が給

与から控除されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ診療所から提出された申立人に係る採用時の

起案書類、在籍証明書、任命書、職員名簿から、申立人が昭和 26 年 12

月 18日から同社に採用され継続して勤務していたことが認められる。ま

た、同社では、「正式採用でなくても、勤務実態があれば、厚生年金保険

に加入させ、厚生年金保険料を控除していた可能性がある」と回答して

いる。 



 

これらを総合的に判断すると、申立期間①のうち、昭和 26 年 12 月 18

日から 27年２月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 27年２月の社会保険

事務所の記録から 8,000円とすることが妥当である。 

２ 申立期間②については、Ｃ病院から提出のあった下半期勉励賞与支給

額表、履歴書から、申立人が昭和 27 年５月 12 日から同社に勤務してい

たことが認められる。 

また、同社では、「現在も嘱託制度はあるが、内部的なことであり、名

称によらず最初から厚生年金保険には加入している。当時も採用時から

厚生年金保険に加入していた可能性がある」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立期間②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 27 年 10 月の社会保

険事務所の記録から 8,000円とすることが妥当である。 

３ なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は不明としておりこれを確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、行ったとは認められない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3917 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間のうち、昭和 55年７月から同年９月までの期間に

ついて、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録（15万円）を 24万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、昭和 55年７月から同年９月までの期間の上記訂正後

の標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否か

については、明らかでないと認められる。 

２ 申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年 10 月 28 日から 56 年４月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日を昭和

55 年 12 月 30 日とし、Ｂ社における資格取得日を同年 12 月 30 日とし、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を、同年 10 月及び同年 11

月は 24 万円、同年 12 月から 56 年３月までの期間は 22 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

３ 申立人の申立期間のうち、昭和 56年４月に係る標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申

立期間に係る標準報酬月額の記録を 22万円に訂正することが必要である。 

申立人のＢ社における資格喪失日は、昭和 56 年９月 18 日であると認

められることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については 22万円とすることが妥当で

ある。 

４ 申立人は申立期間のうち、昭和 56年９月 18日から同年 11月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＢ社における資格喪失日を同年 11月

１日へ訂正し、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を 22万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

５ 申立人のＣ社における資格喪失日は、昭和 57 年９月 22 日であると認

められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については 24万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年４月１日から同年７月１日まで 

② 昭和 55年７月から同年９月まで 

③ 昭和 55年 10月 28日から 56年４月１日まで 

             ④ 昭和 56年４月 

             ⑤ 昭和 56年４月 30日から同年９月 18日まで 

             ⑥ 昭和 56年９月 18日から同年 11月１日まで 

             ⑦ 昭和 57年６月 30日から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

申立期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①はＤ

社、申立期間②から⑦までの期間はＡ社とその関連会社に継続して勤務

していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

また、申立期間②及び④の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給

与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額に比べて低額に記録

されているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人から提出された金融機関個人口座振込履

歴より、申立人は、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立期間②に係る標準報酬月額の記録（15万円）を 24万円に訂

正することが必要である。  



 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、申立期間②に係る事業主と

は連絡を取ることができず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの厚生年金保険の標準報酬月額に係る届出を社会

保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間③について、雇用保険の加入記録、Ａ社の取締役及び複数の

同僚の供述から判断すると、申立人は申立てに係る関連会社に申立期間

継続して勤務し(昭和 55年 12月 30日にＡ社から関連会社のＢ社に異動)、

申立期間③に係る厚生年金保険料をそれぞれの事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

一方、社会保険事務所の記録によれば、Ｂ社は、申立期間③において

厚生年金保険の適用事業所としての記録が無い。しかし、同社は法人事

業所であり、上述の同僚等の従業員数に関する供述から、同社は、当時

の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断

される。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、昭和 55 年 10 月及び同

年 11月は 24万円、同年 12月から 56年３月までの期間は 22万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社の事業主については、申立期間に行われるべき厚生年金保険被保険

者報酬月額算定基礎届や申立てどおりの被保険者資格の喪失届など、い

ずれの機会においても社会保険事務所がこれを記録しないとは考え難く、

また、Ｂ社の事業主については、申立人の申立期間において適用事業所

でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認め

られることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55年

10月から 56年３月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

③に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間④及び⑤について、雇用保険の加入記録及び前述の取締役等

の供述により、申立人が、Ｂ社に継続して勤務していたことが認められ

るが、社会保険事務所の記録では、申立人は、昭和 56 年４月 30 日に厚

生年金保険の被保険者資格を喪失している。 



 

一方、社会保険事務所の記録では、22 万円と記録されていた申立人の

標準報酬月額を９万 8,000円に訂正した旨の処理が全喪後の昭和 56年９

月 18 日に行われていることが確認できる。また、Ｂ社は、昭和 56 年４

月 30日に厚生年金保険の適用事業所では無くなった旨の処理が、同年９

月 18日になされ、全喪日と同日付けで厚生年金保険の被保険者資格を喪

失している者の記録の中には、申立人と同様に、同年４月 30日以降の異

なる日付けで標準報酬月額の訂正や被保険者資格を取得もしくは喪失し

た旨の記録が、同年９月 18 日に、同年４月 30 日にさかのぼって訂正処

理されている者が多数存在している。また、当該訂正処理前の記録等か

ら、同年４月 30日以降も同社が厚生年金保険の適用事業所としての要件

を満たしていたと認められることから、社会保険事務所が、同年４月 30

日に適用事業所でなくなったとする当該処理を行う合理的な理由は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 56年４月の標準

報酬月額の減額訂正処理及び同年４月 30日に資格を喪失した旨の処理を

行う合理的理由は無く、標準報酬月額の記録訂正及び当該喪失処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の同年４月の標

準報酬月額は訂正前の 22万円、資格喪失日は、社会保険事務所が処理を

行った同年９月 18日であると認められる。 

また、申立期間⑤の標準報酬月額については、訂正前の社会保険事務

所の記録から、22万円とすることが妥当である。 

４ 申立期間⑥について、雇用保険の加入記録及び複数の同僚の「Ａ社か

らＢ社を経てＣ社に至るまで、同一の場所において同一の勤務形態で勤

務しており、給与から厚生年金保険料を控除されていた」旨の供述から

判断すると、申立人がＢ社に申立期間継続して勤務し、申立期間⑥の厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、社会保険事務所の記録によれば、Ｂ社は、申立期間⑥の期間中

において厚生年金保険の適用事業所としての記録が無い。しかし、上述

の同僚等の供述から、同社は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業

所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間⑥の標準報酬月額については、昭和 56年４月の減額訂

正前の社会保険事務所の記録から 22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

申立人の申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に

適用の届出を行っていなかったと認められることから、事業主は、申立

期間⑥に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

 

５ 申立期間⑦について、雇用保険の加入記録及び前述の取締役等の供述

により、申立人が、Ｃ社に継続して勤務していたことが認められるが、

社会保険事務所の記録では、申立人は、昭和 57 年６月 30 日に厚生年金

保険の被保険者資格を喪失している。 

一方、Ｃ社は、昭和 57 年６月 30 日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなった旨の処理が、同年９月 22 日になされ、同年６月 30 日付けで

厚生年金保険の被保険者資格を喪失している者の記録の中には、申立人

と同様に、同年９月 22日以降の異なる日付けで標準報酬月額の訂正や被

保険者資格を取得もしくは喪失した旨の記録が、同年９月 22日に、同年

６月 30日にさかのぼって訂正処理されている者が多数存在している。ま

た、同社は、Ｂ社の事業継承会社であり、申立期間当時の役員から、社

名変更後も社員の雇用条件に変更は無い旨の供述があり、同年６月 30日

以降も同社が厚生年金保険の適用事業所としての要件を満たしていたと

認められることから、社会保険事務所が、同年６月 30日に適用事業所で

なくなったとする当該処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 57 年６月 30 日

に資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、

社会保険事務所が処理を行った同年９月 22日であると認められる。 

また、申立期間⑦の標準報酬月額については、昭和 57年５月の社会保

険事務所の記録から、24万円とすることが妥当である。 

６ 他方、申立期間①について、申立人は、Ｄ社に勤務していたと申し立

てているところ、同社の社会保険事務担当者は、「営業職である申立人は、

同社の正社員では無く、申立人とは完全歩合制による販売委託契約を結

んでいたので、社会保険には適用させていなかった」と供述している。 

また、当時、申立人と同様に営業職であった同僚は、「採用時に、営業

職については社会保険の適用が無いので、国民年金に加入するように会

社から説明を受けた。」と供述している。 

さらに、Ｄ社の社員が加入するＥ健康保険組合の加入記録を見ても、

申立人の記録は確認できないほか、社会保険事務所の同社に係る厚生年

金保険被保険者名簿に申立人の氏名は無く、整理番号に欠番等は見られ

ず、社会保険事務所の事務処理に不自然さは見当たらない。 

申立期間⑦のうち、昭和 57年９月 22日から同年 11月１日までの期間

については、雇用保険の加入記録により、申立人がＣ社に勤務していた

ことは認められるものの、同社は既に厚生年金保険の適用事業所でなく



 

なっており、上述の同僚等からも、申立人の当該期間に係る厚生年金保

険料の控除等に関する供述を得ることはできなかった。 

また、上述の同僚等から、昭和 57 年９月 22 日以降の期間に係るＣ社

の厚生年金保険の適用状況等に関する供述を得ることができず、当該期

間について同社が当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満

たしていたかどうかは判断できない。 

このほか、申立人の申立期間①及び申立期間⑦のうち昭和 57年９月 22

日から同年 11月１日までの期間に係る厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び申立期間⑦の

うち昭和 57年９月 22日から同年 11月１日までの期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

  



 

東京厚生年金 事案 3918 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を、平成 11 年９月及び同年 10 月は 53 万円、同年 11 月

から 12年７月までの期間は 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年９月１日から 12年８月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から

控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分か

った。名目上は同社の取締役であったものの、実際は印刷機製造の業務

に従事しており、社会保険事務手続に関与できる立場では無かったので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金

保険の標準報酬月額は、当初、平成 11年９月及び同年 10月は 53万円、同

年 11月から 12年７月までの期間は 41万円と記録されていたところ、同社

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった 12 年８月 31 日以降の同

年 11 月 15 日に、申立人を含む３人の標準報酬月額の記録がさかのぼって

減額訂正されており、申立人の場合、11年９月から 12年７月までの期間に

ついて 14万 2,000円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務

所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合

理的な理由は見当たらない。 

一方、申立人は、Ａ社の登記簿謄本によると、同社の取締役であったこ

とが確認できるが、事業主は、「申立人は、名前だけの取締役であり、当該



 

訂正処理については何も知らず、同意も取っていない。」と供述しているこ

と、及び同社の複数の従業員は、「申立人は、一般の従業員であり、経営側

の業務には全く関与しておらず、知り得る立場にはなかった。」と供述して

いること等から、申立人が当該訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について、有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た、平成 11年９月及び同年 10月は 53万

円、同年 11月から 12年７月までの期間は 41万円に訂正することが必要で

ある。 

  



 

東京厚生年金 事案 3923 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日を平

成 13年７月 16日に、資格喪失日を 14年 11月 15日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を９万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①平成 13年７月 16日から同年 12月１日まで 

②平成 14年 10月 15日から同年 11月 15日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務していた平成 13年７月 16日から 14年 11月 15日までの期間

のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には間違

いなく勤務しており、保管している給料支払明細書から厚生年金保険料

が控除されていることが確認できるので、厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給料支払明細書及び雇用保険の記録により、申立人は、Ａ社に平成 13年

７月 16日から勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の給付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のい



 

ずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、給料支払明細書の

保険料控除額又は報酬額から、９万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、当時の資料は保存期間の経過により廃棄して提出で

きないが、当時の手続に誤りは無いとの理由から、納付したと主張してい

る。しかし、事業主による申立てどおりの資格取得届や申立期間に行われ

るべき厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届などのいずれの機会にお

いても、社会保険事務所が記録の処理を誤るとは考え難いことから、当該

社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る平成 13 年７月から同年 11 月までの期間及び

14年 10月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3924 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得

日に係る記録を昭和 48 年３月１日、資格喪失日に係る記録を 50 年２月１

日とし、申立期間の標準報酬月額を、昭和 48 年３月は 12 万 6,000 円、同

年４月は 11 万 8,000 円、同年５月から同年８月までの期間は 12 万 6,000

円、同年９月及び同年 10 月は 13 万 4,000 円、同年 11 月から 49 年８月ま

での期間は 15万円、同年９月は 20万円、同年 10月は 19万円、同年 11月

から 50年１月までの期間は 20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年３月１日から 50年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

昭和 39年４月１日からＡ社に継続して勤務していた期間のうち、申立期

間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間は、48 年３月１日付

けで同社Ｃ支社から同社Ｂ支社に異動はしたが、同社に継続勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された回答書、人事記録、申立人が保管していた同社に係る

給与明細書及び雇用保険の加入記録により、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 48年３月１日に同社Ｃ支社から同社Ｂ支社に、50年２月１日に同

社Ｂ支社からに同社Ｄ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び



 

保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定

し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づ

く標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

したがって、昭和 48年４月から 50年１月の給与明細書における保険料控

除額又は報酬月額から、昭和 48 年３月は 12 万 6,000 円、同年４月は 11 万

8,000 円、同年５月から同年８月までの期間は 12 万 6,000 円、同年９月及

び同年 10 月は 13 万 4,000 円、同年 11 月から 49 年８月までの期間は 15 万

円、同年９月は 20 万円、同年 10 月は 19 万円、同年 11 月から 50 年１月ま

での期間は 20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立期間の

被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会

保険事務所の記録が失われたとは考えられない。また、仮に、事業主から申

立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者標

準報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届も提出する機会があったこ

ととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録して

おらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会

保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保

険事務所は申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3925 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の

記録を、平成５年 11 月から６年４月までの期間については 47 万円、同年

５月から７年６月までの期間については 41万円に訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 11月１日から７年７月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際の給料より低い金

額に訂正されていることが判明した。同社では技術担当の取締役で勤務

し、厚生年金保険の事務には関与していなかったので、申立期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、社会保険庁のオンライン記録において、申立人の

Ａ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成５年 11月から６

年４月までの期間については 47万円、同年５月から７年６月までの期間に

ついては 41万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった日（平成７年７月 31 日）以降の７年 12 月７日付けで、申立人

を含む７名の従業員等の標準報酬月額に係る記録がさかのぼって訂正され

ており、申立人の場合、５年 11 月から６年４月までの期間については 47

万円から９万 8,000円に、同年５月から７年６月までの期間は 41万円から

９万 8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から取締役であったことが確認

できるが、同社において他の取締役１名及び従業員１名は、申立人は技術



 

統括の職務で勤務しており、社会保険関係の業務には従事していなかった

と供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え

難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成５

年 11 月から６年４月までの期間については 47 万円、同年５月から７年６

月までの期間については 41万円とすることが必要である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3926 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は、昭和 41年４月１日であることが認

められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41年４月から同年９月

までは１万 6,000 円、同年 10 月から 42 年２月までは１万 8,000 円とする

ことが妥当である。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年４月１日から 42年３月 20日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務していた昭和 41年４月１日から 44年１月 23日までの期間の

うち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。保管している厚

生年金保険被保険者証には「初めて資格を取得した年月日」が昭和 41年

４月１日と記録されているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿では、申立人については、昭

和 41年４月１日に被保険者の資格を取得した旨の処理が一旦記録されてい

る。しかし、当該資格取得日については、42 年６月２日付けで、さかのぼ

って昭和 42年３月 20日と訂正処理されていることが確認できる。     

しかしながら、申立人に係る社会保険事務所の厚生年金保険手帳番号払

出簿では、資格取得日は昭和 41年４月１日と記録されており、また、申立

人が保管している厚生年金保険被保険者証には、厚生年金保険手帳番号払

出簿の資格取得日である 41年４月１日と同じ日が記載されているほか、そ

の資格取得日に訂正の痕跡は見当たらない。 

さらに、Ａ社における申立人の同僚及び上司は、申立人が昭和 41年４月



 

１日に入社したことを記憶しており、当該上司は、入社と同時に社員とな

り社会保険に加入し、保険料が控除されていた旨の供述をしている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人に係る

処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立人の年金記録に係る管理及び

処理が不適切であったものと推認され、事業主は、申立人に係る被保険者

資格の取得日を昭和 41年４月１日と社会保険事務所に届出されていたもの

と認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の訂正前の

記録から、昭和 41 年４月から同年９月までは１万 6,000 円、同年 10 月か

ら 42年２月までは１万 8,000円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3927 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃホテ

ルにおける資格取得日を昭和 39年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を２万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年７月１日から同年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務していた昭和 39 年４月１日から平成 15 年４月１日までの期

間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。39 年７月１

日に同社Ｃホテルに異動したが、同社には継続勤務していたので、厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された異動先、職名、異動年月日等が記載された人事カー

ド、回答書及び雇用保険の記録から判断すると、申立人は、同社に継続し

て勤務し（昭和 39 年７月１日に同社Ｄ会館から同社Ｃホテルに異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39年９月の社会保険事

務所の記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断



 

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申し立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務

所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3930        

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業

所における資格喪失日に係る記録を昭和 36年７月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男       

    基礎年金番号 ：           

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生           

    住    所 ：      

 

２ 申立内容の要旨        

    申 立 期 間 ： 昭和 35年７月 15日から 36年７月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。昭和 35年６月か

ら同社Ｃ営業所に勤務し、申立期間も同営業所に勤務していたので、申

立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、Ｂ社から提出された社歴年表及び同僚の供述から判断

すると、申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務していたことが認められ

る。   

   また、Ｂ社は、当時の資料は無いものの、申立人のＡ社Ｃ営業所におけ

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日を誤って届け出たが、保険料は給与

から控除していたと考えられると回答している。  

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間についてもＡ社に継

続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。         

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 35年６月の社会保険事

務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。     



 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、申立人のＡ社Ｃ営業所における資格喪失日を誤って届け出たと

考えられるとしていることから、事業主は社会保険事務所の記録どおりの

届出を行い、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 35年７月か

ら 36年６月までの期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。                  

                       

  



 

東京厚生年金 事案 3931    

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額を平成２年 10 月から３年２月までは 47 万円、同年３月から８

月までは 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男         

    基礎年金番号 ：         

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生      

    住    所 ：     

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：平成２年 10月 26日から３年９月 30日まで 

    社会保険庁のオンライン記録では、取締役としてＡ社（現在は、Ｂ社）

に勤務した期間の標準報酬月額が、当初の記録から引き下げられている。

申立期間に係る標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、平成２年 10月から３年２月までは 47万円、同年３

月から８月までは 26 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の

適用事業所に該当しなくなった日（３年９月 30日）の後の同年 10月１日付

けで、申立人を含む 31 名の標準報酬月額がそれぞれの資格取得日に遡及
そきゅう

し

て減額処理されており、申立人の場合、２年 10月 26日に遡及
そきゅう

して８万円に

減額処理されていることが確認できる。    

また、減額処理が行われた当時、商業登記簿により、申立人が取締役であ

ったことが確認できるが、申立人は、商業部門の営業責任者であり、社会保

険事務の手続は総務担当の取締役が行っていたため、上記減額処理について

は、承知していないと供述している上、当時の事業主、総務担当役員等は所

在不明であるため、申立人が上記減額処理に関与していたことをうかがわせ

る事情は見当たらない。     



 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、平成２年 10 月

から３年８月までの期間における標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間に係る有効な記録訂正があったとは認められ

ないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た標準報酬月額（平成２年 10月から３年２月までは 47

万円、同年３月から８月までは 26万円）とすることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3932         

                 

第１ 委員会の結論      

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 61年３月 12日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24万円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男      

    基礎年金番号 ：               

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生           

    住    所 ：      

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年３月 12日から同年５月１日まで   

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。給与明細書で申

立期間に係る厚生年金保険料の控除が確認できるので、申立期間に被保

険者であったことを認めてほしい。          

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び申立人から提出のあった給与明細書により、申立人

がＡ社に昭和 61 年３月 12 日から勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、昭和 61年３月及び

同年４月の標準報酬月額については、給与明細書における保険料控除額か

ら、24万円とすることが妥当である。      



 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、事業主とは連

絡が取れず、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。     

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。    

  



 

東京厚生年金 事案 3933     

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間における

標準報酬月額の記録を平成７年７月から９年９月までの期間については 38

万円、同年 10月から 12年１月までの期間については 41万円に訂正するこ

とが必要である。       

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男      

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生        

住    所 ：  

                       

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年７月１日から 12年２月 22日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に役員（Ｂ部長）として勤務

した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与又は給与から

控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。              

                      

第３ 委員会の判断の理由     

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の標準報酬月額については、

当初、平成７年７月から９年９月までの期間は 38 万円、平成９年 10 月か

ら 12 年１月までの期間は 41 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった日（12 年５月 24日）の後の同年６月５日

付けで、申立人を含む２名（全員役員）について、７年７月１日に遡及
そきゅう

（他

の１名（役員）については、12 年１月１日に遡及
そきゅう

）して標準報酬月額が９

万 8，000円に減額処理されていることが確認できる。     

また、上記の減額処理が行われた当時、申立人は、商業登記簿により、

Ａ社の取締役であったことが確認できるものの、社会保険事務所の記録で

は、同社が適用事業所でなくなった日（平成 12 年５月 24 日）の前の同年

２月 22日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している上、雇用保険の支

給を受けていること及び同僚等の供述から、申立人は、上記の減額処理に



 

関与していなかったと認められる。      

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、平成７年７月

から 12年１月までの期間に係る標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理を行う合

理的理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があった

とは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額（平成７年７月から９

年９月までの期間は 38 万円、同年 10 月から 12 年１月までの期間は 41 万

円）とすることが必要である。   

  



 

東京厚生年金 事案 3935 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、昭和 50 年４月から 51 年４月までの期間

の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を 51年５月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかではないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50年４月１日から 52年 10月まで 

           ② 昭和 53年４月から 54年 10月まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社Ｂ支店に勤務した申立期間①及びＣ社に勤務した申立期間②の加入記

録が無い旨の回答をもらった。申立期間中、それぞれの会社に勤務し、

厚生年金保険料が給与から控除されていたので、申立期間①及び②につ

いて厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社Ｂ支店の同僚（支店長及び社会保険担当者）

の「申立人は、昭和 50 年４月１日から同年 12 月末まで同社Ｂ支店に勤務

していた」との供述及び同社本社の同僚の「申立人は、51 年１月から同年

４月まで本社営業部に勤務していた」との供述から判断すると、申立人は、

申立期間①のうち、50年４月から 51年４月までの期間において同社の本社

又はＢ支店に勤務していたことが推認される。 

また、Ａ社Ｂ支店において申立人と同時期に在籍していた社会保険担当

者は、「Ｂ支店は、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所となっていな

いため、申立人を含めＢ支店の従業員は、すべて本社において厚生年金保



 

険料の控除が行われていた」と供述しており、社会保険庁のオンライン記

録によると、同社Ｂ支店の支店長は、同社本社において、昭和 43年６月４

日から 51年５月１日までの期間、同社Ｂ支店の社会保険担当者は、同社本

社において、49 年９月１日から 51 年５月 16 日までの期間について、それ

ぞれ厚生年金保険の加入記録が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①のうち、昭和 50年

４月から 51年４月までの期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

なお、昭和 50 年４月から 51 年４月までの期間の標準報酬月額について

は、申立人のＡ社における 50 年３月の社会保険庁のオンライン記録から、

20万円とすることが妥当である。 

また、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

当時の事業主は既に死亡している上、当時の事情を確認できる役員も見当

たらず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

さらに、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務

所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

また、申立期間①のうち、昭和 51年５月から 52年 10月までの期間につ

いては、Ａ社の上記同僚の供述から、当該期間において、申立人が厚生年

金保険被保険者として同社に勤務していたことが確認できない。 

申立期間②については、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは

平成２年４月１日からであり、当該期間当時、同社は適用事業所となって

いない。 

また、申立人は、Ｃ社の同僚を覚えておらず、当該期間における申立人

の勤務実態等についての供述を得ることができない上、同社の事業主は既

に死亡しており、同社における当該期間の厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。 

さらに、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった平成２年４月１日の

後の同社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間②当時から同社

に勤務していた従業員を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①のうち昭和 51年５月から 52年 10月まで

の期間及び申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①のうち昭和 51年５月か

ら 52 年 10 月までの期間及び申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3936 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から９年２月 26日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から

控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分か

った。同社では、取締役であったが、厚生年金保険関係事務に関与する

立場ではなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成９年２月 26日の後の同

年３月 13日付けで、８年４月から９年１月までの期間は 59万円が 30万円

にさかのぼって減額処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社の登記簿謄本から、申立人は当該訂正処理が行われた平成９年

３月 13日に同社の取締役であることが確認できるが、同社の複数の従業員

は、「申立人は設計を担当しており、厚生年金保険関係事務には従事してい

ない」と供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは

考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂

正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業



 

主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成８年４月から９年１月まで

は 59万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3937 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を 47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月１日から同年５月 31日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から

控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分か

った。同社では、取締役であったが技術部門に所属しており、厚生年金

保険関係事務に関与する立場ではなかったので、申立期間の標準報酬月

額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成３年５月 31日の後の同年８

月６日付けで、同年２月から同年４月までの期間は 47 万円が 20 万円にさ

かのぼって減額処理が行われていることが確認できる。 

また、Ａ社の登記簿謄本から、申立人は、平成２年６月５日に取締役に

就任し、３年 10 月 31 日に辞任していることが確認できるが、雇用保険の

加入記録から、申立人は、当該訂正処理が行われた同年８月６日より前の

同年６月３日に同社を退職していることが確認できる上、同社の複数の同

僚は、「申立人は、当時、工事関係の仕事をしており、厚生年金保険関係

事務には関与していなかった」と供述していることから、申立人が当該訂

正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を



 

行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成３年２月から同年４

月までは 47万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3938 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を平成３年１月から同年７月までの期間については 47万円に、

同年８月から同年11月までの期間については53万円に訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から同年 12月 31日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から

控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分か

った。同社では、総務部長であったが土地等の物件調査を担当しており、

厚生年金保険関係事務に関与する立場ではなかったので、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成３年12月31日の後の４年２月

20 日付けで、３年１月から同年７月までの期間は 47 万円が 19 万円に、同

年８月から同年 11月までの期間は 53万円が 19万円に、それぞれさかのぼ

って減額処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社の登記簿謄本から、申立人は当該訂正処理が行われた平成４年

２月 20日に同社の取締役等役員でないことが確認できる上、同社の従業員

は、「申立人は、申立期間当時、総務部長であったが土地等の物件調査を担

当しており、厚生年金保険関係事務及び経理に係る職務への関与や影響力は

なかった」と供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していた



 

とは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を

行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成３年１月から同年７

月までは 47万円に、同年８月から同年 11月までは 53万円に訂正すること

が必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3942    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平

成４年２月から６年１月までは 53万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年２月１日から６年２月 28日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に

給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。

同社では営業担当の取締役として勤務し、厚生年金保険の事務には関与

していなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）によ

ると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成４

年２月から６年１月までは 53 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった６年２月 28 日の後の同年３月２日に、申立人

を含む４名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立

人については、４年２月から６年１月までの期間の標準報酬月額が、当初の

53万円から８万円に減額訂正される処理が行われている。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は当該訂正処理が行われた平

成６年３月２日には同社の取締役であったことが確認できるが、同社の代表

取締役は、「申立人は、申立期間当時、営業部長であり、厚生年金保険関係

の事務に関与していなかった。」と供述していることから、申立人が当該訂

正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を

行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事



 

業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成４年２

月から６年１月までは 53万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3943    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平

成２年３月から３年 12月までは 53万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月１日から４年１月 31日まで 

    Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給

与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額となっていないので、

同期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）によ

ると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成２

年３月から３年 12月までは 53万円と記録されていたが、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった平成４年１月 31日の後の同年２月 18日に、申

立人を含む４名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、

申立人については、２年３月から３年 12 月までの期間の標準報酬月額が、

当初の 53万円から８万円に減額訂正される処理が行われている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を

行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成２年３

月から３年 12月までは 53万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3944 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平

成４年７月から６年１月までは 50 万円、同年２月から同年 10 月までは 53

万円、同年 11月から７年９月までは 59 万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月１日から７年 10月 31日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。同社では営業

担当の取締役として勤務し、厚生年金保険の事務には関与していなかっ

たので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）によ

ると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成４

年７月から６年１月までは 50万円、同年２月から同年 10月までは 53万円、

同年 11月から７年９月までは 59万円と記録されていたが、同社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった７年 10月 31日の後の８年４月 11日に、当該

標準報酬月額の記録は、遡及により４年７月から６年１月までは 30万円、６

年２月から同年 10月までは８万円、６年 11月から７年９月までは９万 2,000

円に減額訂正される処理が行われている。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は当該訂正処理が行われた平

成８年４月 11日には同社の取締役であったことが確認できるが、同社の複数

の従業員は、「申立人は、申立期間当時、営業職であり、厚生年金保険関係の

事務に関与していなかった。」と供述していることから、申立人が当該訂正処

理に関与していたとは考え難い。 



 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を

行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成４年７月

から６年１月までは 50 万円、同年２月から同年 10 月までは 53 万円、同年

11月から７年９月までは 59万円に訂正することが必要である。 



 

  

東京国民年金 事案 5511 

                               

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年７月から 46 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年７月から 46年 12月まで 

    私は、20 歳になった時に、勤めていた店の経営者に勧められて区役所出

張所で国民年金の加入手続を行い、同出張所や金融機関で国民年金保険料

を納付していた。毎月月末に、実家に仕送りなどをする時に、保険料も納

付していたと記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入時期に関する

記憶が曖昧
あいまい

であるとともに、加入及び納付場所と説明する区役所出張所は、

当時は開設されておらず、また、申立期間の大部分の保険料の納付方法は印

紙検認方式であったが、申立人は、印紙により保険料を納付した記憶が曖昧
あいまい

である上、さかのぼって保険料をまとめて納付した記憶はないと供述するな

ど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 47 年４月ごろに払い出さ

れており、その時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付でき

ない期間であり、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5513 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年２月から 50 年９月までの期間、平成５年６月から７年

１月までの期間、７年４月、同年 10 月及び９年１月の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年２月から 50年９月まで 

             ② 平成５年６月から７年１月まで 

             ③ 平成７年４月  

             ④ 平成７年 10月 

             ⑤ 平成９年１月 

私は、厚生年金保険の被保険者であった期間以外は、昭和45年２月の20

歳の時から国民年金保険料をきちんと納付したと思う。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は国民年金の加入手続

の時期、第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手続の時期、保険

料額及び保険料の納付場所等についての記憶は曖昧
あいまい

である。 

申立期間①については、申立人は、加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、保険料を納付していたとする元夫から当時の納付状況等を聴取する

ことが困難であるため、当時の状況が不明確であり、申立人の国民年金手帳

の記号番号が払い出された昭和51年９月時点では、当該期間の大部分は時効

により保険料を納付することができない期間であるなど、当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人は、平成９年３月ごろに第３号被保険者か

ら第１号被保険者への種別変更手続を行い、５年６月にさかのぼって第３号

被保険者の資格を喪失していることがオンライン記録により確認でき、当該



 

  

種別変更手続をした時点で、当該期間は時効により保険料を納付することが

できない期間であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

申立期間③については、当該期間直前の月の保険料が、重複納付により９

年５月に還付決議されていることがオンライン記録により確認でき、申立人

は、当該期間直前の月の保険料を重複納付したが、当該期間から保険料額が

引き上げられたため、重複する過誤納額を当該期間の未納保険料に充当する

ことができなかったと考えられるなど、当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間④については、当該期間の保険料は時効期間経過後に納付された

ため、平成10年１月の決議により当該期間の翌々月の７年12月分の未納保険

料に充当されていることがオンライン記録により確認できるなど、当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間⑤については、申立人は、申立期間③、④及び⑤を除く平成７年

２月から９年４月までの保険料を同年３月から11年５月にかけて時効期間経

過直前に過年度納付するとともに現年度保険料を納付していることがオンラ

イン記録により確認できるが、上記のとおり、当該期間以外に時効期間経過

後の保険料納付などによる複数回の未納期間が認められること、当該期間当

時の納付年月をみると、過年度及び現年度の保険料のいずれも同年１月に納

付した後は同年３月に納付しており、当該期間の時効期間が経過する同年２

月には納付していないことなど、当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5514 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年 11 月から平成２年５月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 11月から平成２年５月まで 

    私の夫は、結婚後、私の国民年金の加入手続をしてくれ、その後は一緒

に国民年金保険料を納付してくれていた。夫の保険料だけが納付済みで、

私が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及び夫は申立期間の保険料額及

び保険料の納付方法等に関する記憶が不明確であるなど、申立人の夫が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、国民年金に加入した記録が無く、申立人及び夫は、申立

人の国民年金手帳を所持していた記憶もないと説明している上、申立人に国

民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5515 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年 10 月から 52 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月から 52年２月まで 

 私の義父は、婚姻後の私の身の回りの手続をすべてしてくれていたため、

私の国民年金保険料も納付してくれていたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の義父が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

申立期間の保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする義

父から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

確である。 

また、申立人が国民年金に加入した記録は無く、同居していた義母も申立

期間当時、国民年金に未加入となっている上、申立人は、申立人が国民年金

に加入しているという話を義父から聞いたことはないと説明しているなど、

義父が申立期間当時申立人の国民年金加入手続をして保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5516 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年７月から 55 年３月までの期間及び 55 年 10月から 59 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年７月から 55年３月まで 

             ② 昭和 55年 10月から 59年 12月まで 

 私は、昭和52年４月から勤めていた会社が社会保険未適用事業所であっ

たため、引き続き国民年金保険料を納付していたはずである。保険料は私

又は亡くなった元妻が出張所で納付していた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の亡妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人から、申立期間の

保険料の納付状況等に関して聴取することができないため、当時の状況が不

明確である。また、申立期間について、申立人の亡妻の保険料は、厚生年金

保険加入期間を除き、未納又は申請免除となっていることが確認できるなど、

申立人及び申立人の亡妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年 10 月から 46 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から 46年 11月まで 

    私は、国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付してきたはずで

ある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料

の納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が所持する国民年金手帳から、

申立人は、昭和 46 年 12 月に任意加入していることが確認でき、任意加入の

場合には制度上保険料をさかのぼって納付することができないなど、申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人には、昭和 36 年５月に当時居住していた市において別の国

民年金手帳の記号番号が払い出されていることが確認できるが、当該手帳記

号番号により保険料を納付した記録は無く、申立期間に別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から 50年３月まで 

    私の元夫は、昭和 46 年に結婚してすぐに私の国民年金の加入手続を行い、

それ以降は主に元夫が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたはずで

ある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の元夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳記

号番号が払い出された昭和 50 年 12 月時点は、第２回特例納付の実施期間で

あったが、申立人の保険料を納付していたとする元夫は、数年分の保険料を

さかのぼって納付した記憶は無いとしているなど、申立人及び元夫が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、現在所持する国民年金手帳以外に手帳を所持していた記

憶は無く、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年７月から 40 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月から 40年９月まで 

私の父は私が 20 歳のときに私の国民年金の加入手続をし、私が結婚する

まで保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、申立人の父親から当時の納付状況等を聴取

することができないため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人は、父親から申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付に

ついて聞いたことが無く、申立期間当時、同居していた姉は、当時国民年金

に未加入であり、同居していた二人の弟も 20 歳から厚生年金保険に加入する

までの期間は国民年金に未加入であるなど、父親が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 54 年 10 月に払い出さ

れていることが確認でき、その時点で、申立期間は時効により保険料を納付

することができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5523 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年４月から 52 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 52年１月まで 

私は、昭和 42 年ごろに友人に勧められて国民年金の加入手続をし、そ

の際、役所から保険料を口座振替できると説明され、申立期間当初から口

座振替で国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立期間当初から口座振替により

保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区では昭和 51 年

３月まで実施されておらず、納付したとする保険料の金額は、申立期間の保

険料額と相違するなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

52 年２月に国民年金に任意加入しており、制度上、申立期間の保険料をさか

のぼって納付できず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5524 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年４月から 50 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 50年９月まで 

    私は、会社を退職した昭和 43 年に当時婚姻していた妻と一緒に国民年金

に加入し、国民年金保険料を妻の分と一緒に納付してきた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、１冊だけ交付されたとする申立人の国民

年金手帳には、申立期間当初の住所が記載されておらず、昭和50年５月に居

住するようになった住所から記載されている上、申立人は、保険料の納付額

の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人が保険料を納付したとする申立人の妻は、

申立期間の保険料が未納となっているなど、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和52年12月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5525 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年５月から 52 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年５月から 52年８月まで                           

私の父は、私が 20 歳になった昭和 48 年５月に市役所で私の国民年金の

加入手続を行い、申立期間の私の国民年金保険料を納付していたはずだ。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の保険料を納

付していたとする申立人の父親及び申立人は、国民年金の加入手続の状況及

び保険料の納付方法、納付場所、納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

で

ある上、申立期間当時、申立人及び申立人の父親と同居し父親が保険料を納

付していたとする姉妹も、申立期間中、国民年金に加入し保険料を納付した

記録が無いなど、申立人の父親が申立人の申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 57 年１月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5526 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 46年３月まで 

    私は、夫に勧められ区の出張所で国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続をした時

期及び保険料の納付方法、納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるな

ど、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 41 年 12 月

時点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5527 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 12 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月から 51年３月まで 

私は、未納だった国民年金保険料を昭和 55 年ごろに何回かに分けて郵

便局で特例納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、第３回特例納付により保険料

を納付したとする納付時期及び納付回数の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人

及び申立人の夫それぞれの第３回特例納付により納付済みとされている期間、

申請免除期間、夫の厚生年金保険加入期間及び 51 年４月から 60 歳になるま

での納付済み期間の合計月数は、申立人夫婦それぞれの国民年金の受給資格

期間と一致することから、申立人夫婦は、60 歳まで保険料を納付した場合に

それぞれの国民年金の受給資格期間を満たすのに必要な月数の保険料を第３

回特例納付により納付したものと考えられるなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5534(事案 906の再申立て)                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

また、昭和 58年 10月から 59年３月までの期間の保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から同年６月まで 

             ② 昭和 58年 10月から 59年３月まで 

私は、申立期間①については、国民年金保険料を納付後に厚生年金保険

に加入し、保険料を納付した領収書もある。還付されていないので還付し

てほしい。      

申立期間②については、当初の判断後、申立期間に係る新たな資料とし

て会社設立の議事録、昭和 59 年３月から５月の給与明細、納付と書かれた

私の個人用の手帳が見つかったので、納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の主張するとおり昭和 55 年４月から同年６

月までの国民年金保険料を納付したことは確認できるものの、55 年４月から

58 年６月までは、厚生年金保険加入期間であり、この期間を国民年金保険料

納付済期間とすることはできないことから、申立期間の国民年金保険料が還

付されていることについて不自然さは見られない。 

また、申立人の還付整理簿に申立期間①の還付金額及び還付決定日が明確

に記載されており、これらの記載内容に不合理な点は無く、ほかに申立人に

対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

申立期間②については､申立人が所持する年金手帳の厚生年金記録欄の記

載から､申立人自身が区役所で昭和 58 年 10 月１日国民年金の資格喪失の届

出を行ったことがうかがわれる等として、既に当委員会の決定に基づく平成

20 年 11 月 12 日付け年金記録の訂正は必要無いとする通知が行われている。 



 

  

申立人は、申立期間の保険料の納付を示す新たな資料として、「設立開始

届出４月１日予定」と書かれた会社設立の議事録、昭和 59 年３月から同年

５月までの給与明細、「納付」と書かれてある申立人所持の個人用の手帳を

提出したが、上記資料からは申立人が 58 年 10 月に国民年金の喪失届を行わ

ずに申立期間の保険料の納付を行っていたことをうかがわせる記載は見当た

らず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから､申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5535 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年 10 月から 41 年 10 月までの期間、42 年６月から 46 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 10月から 41年 10月まで 

             ② 昭和 42年６月から 46年３月まで 

    私の国民年金保険料は、元配偶者が夫婦２人分の国民年金保険料を納付

していたはずである。私自身は、国民年金加入手続や保険料の納付に関与

していないので、詳しいことは分からないが、元妻に確認してもらえれば、

確認できるはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の元配偶者が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人自身は国民年金保

険料の納付に直接関与しておらず、国民年金の加入手続及び保険料の納付を

行ったとする申立人の元配偶者の国民年金への加入手続の時期、場所、保険

料の納付場所及び納付金額等の記憶も曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 46 年 12 月時点

では、申立期間①は時効により保険料を納付することができない期間であり、

さらに、申立期間②のうち、44 年 10 月から 46 年３月までの保険料は過年度

納付が可能な期間であるが、申立人及びその配偶者には当該期間の保険料を

さかのぼって納付した記憶は無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5541 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58年４月から 60年２月までの期間及び 60年６月の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年４月から 60年２月まで  

                   ②  昭和 60年６月                                                  

    私は、昭和 60 年６月に退職後、市役所で国民年金の加入手続をし、２年

前までさかのぼって申立期間の国民年金保険料を納付したはずである。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続の時期及び

保険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の所持する国民年金手帳及び

申立人が当時居住していた市が保有する被保険者名簿では、資格取得年日が

昭和 60 年７月１日とされていることから、申立期間①及び②は当時未加入

期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間である。また、

申立期間②については、平成８年５月に、資格取得日が昭和 60 年７月１日

から同年６月 21 日に記録訂正されたことにより、未加入期間から未納期間

に訂正された期間であり、当該記録訂正時点では、申立期間②は時効により

保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5542  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年 12 月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 22年生 

    住    所 :  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 12月から 45年３月まで 

    父は、私が 20 歳になった時、町役場で、私の国民年金の加入手続をして

くれた。私の国民年金保険料は、当時理容室で勤務していた姉弟と従業員

の分と一緒に末弟が預かって出張所で納付していた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及び申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の

記号番号が払い出された昭和 45 年８月ごろの時点では、申立期間の一部は

過年度納付が可能であるものの、申立人は、結婚前に父からさかのぼって納

付したと聞いた記憶は無く、婚姻後に申立人自身でさかのぼって納付したこ

ともないとしているなど、申立人及び父親が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人の手帳記号番号の払出時点では、申立期間の一部は時効によ

り保険料を納付することができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5543 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 48年３月まで 

私は、昭和 43 年ごろに夫と一緒に国民年金に加入し、国民年金保険料を

さかのぼって納付した。国民年金手帳に印紙を貼付して納付していたこと

も記憶している。昭和 48 年に転居先の市で新しい番号の手帳を渡されたと

きに以前の記録が無くなってしまった。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続を行い、

保険料をさかのぼって納付したと説明しているが、さかのぼって納付したと

する保険料額及び納付期間等の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人の夫の国民

年金手帳の記号番号は、第１回特例納付実施期間中の昭和 47 年４月ごろに払

い出され、申立期間の自身の保険料は特例納付及び過年度納付等により納付

されていることが確認できるものの、申立人の手帳記号番号が払い出された

48 年９月時点は、特例納付の実施期間では無い上、申立人は、その時点では

当該期間にさかのぼって保険料を納付した記憶は無いと説明しているなど、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

さらに、申立人が国民年金に加入したとする昭和 43 年には、申立人及び夫

の手帳記号番号が払い出されていた記録が無い上、申立人に国民年金への加

入を勧めたとする友人から当時の状況を聴取することができず、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5544 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年１月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 44年３月まで 

    私は母から、「将来に備えてあなたが 20歳の時から国民年金保険料を納

付している」と、20代のころから常々聞いていた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時の

納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である上、

申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 46 年４月ごろ払い

出されており、申立人は、母親からさかのぼって申立期間の保険料を納付し

たと聞いた記憶は無いとしているなど、母親が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は現在所持する国民年金手帳以外の手帳を所持していたこと

はないと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5550 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年４月から 45 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 45年２月まで 

私は、会社を退職した昭和 43 年４月以後に国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が所持する昭和 45 年６月 29 日発

行の国民年金手帳には、申立期間直後の 45 年３月 24 日に国民年金の資格を

取得したと記載されている。また、申立期間のうち婚姻前の 43 年４月から

44 年７月までの期間については、申立人は、加入手続及び保険料の納付方法

等に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、さらに、婚姻し、転居した後の 44 年８月から

45 年２月までの期間については、申立人は、保険料の納付場所、納付頻度、

納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



 

  

東京国民年金 事案 5551 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年７月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月から 39年３月まで 

    私の母は、私が 20 歳になった昭和 36 年に私の国民年金の加入手続を行

い、40 年 12 月に私が結婚するまで私の国民年金保険料を納付してくれた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる母

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

確である上、申立人は、申立期間当時の国民年金手帳を母親から受け取った

ことはないと説明している。また、国民年金手帳の記号番号が申立人と連番

で払い出されており、母親が保険料を納付していたとする申立人の妹は、申

立期間のうち20歳になった昭和39年３月の保険料が未納となっており、申立

人と同様、昭和39年度から保険料を納付していることが確認できるなど、申

立人の母親が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和39年６月時

点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することができない期間

であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5552 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年１月から 48 年３月までの期間、同年 10 月から 49 年 12

月までの期間及び 50 年４月から 51 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年１月から 48年３月まで 

             ② 昭和 48年 10月から 49年 12月まで 

             ③ 昭和 50年４月から 51年３月まで 

私は、申立期間中に国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の時期、

場所等の状況及び保険料の納付額等の記憶が曖昧
あいまい

であり、納付書により金融

機関で保険料を納付したとする方法は、申立人が申立期間①当初に居住して

いたとする区の納付方法と相違する。また、申立人は、第３回特例納付によ

り昭和 36 年４月から同年 11 月までの期間及び 39 年 10 月から 41 年 12 月ま

での期間の保険料を納付しており、当該特例納付時点では、当該特例納付を

しなければ納付済みとされている期間に加えて 51 年４月から 60 歳到達時ま

で保険料を納付したとしても国民年金の受給資格期間を満たせなかったこと

から、受給資格を満たすために必要な納付月数を考慮して特例納付したもの

と考えられるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5553 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 12 月から 44 年３月までの期間、45 年７月から 46 年３

月までの期間及び 47 年４月から 51 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 12月から 44年３月まで 

             ② 昭和 45年７月から 46年３月まで 

             ③ 昭和 47年４月から 51年 3月まで 

私の妻は、昭和 54 年ごろに申立期間①の私の国民年金保険料を特例納

付したはずである。また、私の妻は、婚約中から私の保険料を納付してく

れていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続及び納付に関与しておらず、保険料を納付したとされる妻から当時の納付

状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明確である上、申

立期間①については、夫婦二人分の保険料を特例納付したとする金額は、申

立期間①及び申立人の妻の第３回特例納付により納付済みとされている期間

の保険料を第３回特例納付により納付した場合の保険料額と大きく異なる。

また、申立期間②及び③については、申立人夫婦は、申立期間②及び③の前

後の期間のうち、納付日を確認できる期間の保険料を別の日に納付し、申立

期間③より後の昭和 53 年７月から 62 年４月までの保険料を同一日に納付し

ていることが確認できることから、申立期間②及び③当時には、夫婦別々に

保険料を納付していたと考えられるなど、申立人の妻が申立人の申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。     

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5559 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年６月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 59年６月から 60年３月まで 

私の妻は、私が昭和 59 年５月に会社を退職した直後に、私の国民年金へ

の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してきた。申立期間が未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は国民年金への加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付していたとする妻

は、保険料の金額及び納付方法の記憶が曖昧
あいまい

である上、夫の国民年金手帳を

見た記憶が無いと説明している。また、申立人が厚生年金保険の被保険者資

格を喪失した時期及び再加入した時期に、妻が、自身の国民年金の強制加入

及び任意加入の切替手続を行っていることが確認できないことから、申立人

の国民年金の加入手続を行ったとは推認できないなど、申立人の妻が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5560 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年４月から 58 年３月までの国民年金付加保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 58年３月まで 

私は、35 歳になった昭和 53 年６月に、国民年金に付加保険料付きで加

入した。55 年６月に転居した際も、国民年金の住所変更手続を行い、付加

保険料の取消手続をしていないのに、申立期間の付加保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金付加保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は昭和 55 年６月の転居にともな

う国民年金の住所変更手続の際、付加保険料について話をした記憶が無いこ

とから、転居先の市役所の受付窓口で付加保険継続の意思確認ができなかっ

たと推認される。また、申立人は、申立期間に係る納付書を付加保険料込み

の金額であるか否かを一度も確認すること無く保険料を納付していたと説明

しているなど、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5561 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年３月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 50年３月から 52年３月まで 

私は、申立期間の保険料を金融機関等で納付したはずであり、未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は国民年金への加入時期の記憶が

曖昧
あいまい

である上、申立人が一緒に納付していたとする夫の申立期間の保険料も

未納であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 54 年５月時点

では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である上、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5564 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年４月から平成２年６月までの期間及び３年８月から６年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年４月から平成２年６月まで 

             ② 平成３年８月から６年１月まで 

私は、婚姻中、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた。また、平

成３年４月の離婚後は、自身の保険料を納付していた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人は、保険

料の納付方法の記憶が曖昧
あいまい

である上、納付したとする保険料の金額は、当該

期間の保険料額と大きく相違するとともに、申立期間②については、国民年

金の再加入手続の時期の記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が納付したとする保険

料の金額は、当該期間の保険料額と大きく相違する。また、申立期間②直後

の平成６年２月及び３月の保険料は、それぞれ８年２月及び３月に過年度納

付されており、当該納付時点では、申立期間②は６年１月を除き時効により

保険料を納付できない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5565 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年１月から 50 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 50年９月まで 

 私は、20歳になった昭和37年に区の職員に勧められて国民年金に加入し、

国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付金額の記憶が

曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 50 年 11 月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5566 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年８月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年８月から 49年 12月まで 

私は、昭和 43 年４月ごろ国民年金に加入し、国民年金保険料を最寄り

の郵便局で納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、昭和 49 年 11 月以後に

交付されていた表紙がオレンジ色の国民年金手帳を所持しており、ほかに国

民年金手帳を交付されたことはないと説明している上、納付書により保険料

を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の申立期間当初の納

付方法と相違し、納付したとする保険料の金額は、申立期間の保険料額と大

きく相違するなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 51 年４月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5567          

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年４月から 47 年３月までの期間及び 48 年 10月から 49 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月から 47年３月まで 

             ② 昭和 48年 10月から 49年 12月まで 

    私の父は、私の国民年金の加入手続をし、私の申立期間の国民年金保険

料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる父

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

確であるなど、申立人の父親が申立人の申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5568 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年７月から 49 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 49年６月まで 

私は昭和 45 年７月に勤めていた会社から独立し自営業を営むこととな

ったが、その際、勤めていた会社が、国民年金の加入手続を行ってくれた。

私の妻は、私が国民年金に加入してから私が 60 歳になるまで、夫婦二人

分の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続に関与しておらず、加入手続をしたとされる会社は、当時の状況について

はわからないと説明しており、申立人の国民年金の加入手続の状況が不明確

である。また、夫婦二人分の保険料を納付していたとする妻は、申立期間の

過半の自身の保険料を第２回特例納付により納付しており、申立期間当時、

当該期間の大部分は保険料が未納であったことが確認できるなど、申立人の

妻が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 50 年 12 月

時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5569 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年８月から 37 年７月までの期間及び 41 年２月から同年７

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年８月から 37年７月まで 

② 昭和 41年２月から同年７月まで 

私の父は、申立期間①の国民年金保険料を市の集金人に納付してくれた。

また、私は、申立期間②の保険料を区の出張所で納付した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親及び申立人が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①につ

いては、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、

保険料を納付していたとされる父親から当時の納付状況等を聴取することが

できないため、当時の状況が不明確である上、父親が市の集金人に納付した

とする方法は、申立人が当時居住していた市の納付方法と合致しない。また、

申立期間②については、申立人は、保険料の納付方法及び納付額の記憶が

曖昧
あいまい

である上、申立人が保険料を納付したとする区の出張所では、当時申立

人は当該区とは別の県にある市に住民登録していたため、保険料を収納でき

なかったと考えられるなど、申立人の父親及び申立人が申立人の申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 48 年４月

時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5577 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年６月まで 

    私の母は、私が結婚するまで私の国民年金保険料を納付してくれていた

はずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であるな

ど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和43年７月時点

では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

申立人は現在所持する国民年金手帳よりも前に手帳を受領し、所持した記憶

がないと説明するなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5578 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年５月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年５月から 46年３月まで 

    私は、20 歳になったとき、父から｢20 歳だから国民年金に加入しておい

たよ｣と言われたことを憶えているので、父が私の国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料を納付してくれていたと思う。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。  

また、申立人及びその妻は、申立人の父親が、昭和 45 年２月の婚姻後から

46 年２月に独立するまでの夫婦二人分の保険料及び申立人の妻の 20 歳から

の未納期間の保険料をさかのぼって納付したと説明しているが、申立人の妻

は、45年９月以前の保険料は未納である。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 46 年２月時

点は特例納付ができる時期であったものの、申立人は父親から保険料をさか

のぼって納付したことを聞いた記憶は無いと説明しているなど、申立人の父

親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 



 

  

東京国民年金 事案 5584 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年４月及び同年５月、48 年９月、49 年１月から同年４月

までの期間、49 年 11 月及び同年 12 月、50 年８月及び同年９月、51 年５月

から 57 年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月及び同年５月 

② 昭和 48年９月 

③ 昭和 49年１月から同年４月まで 

④ 昭和 49年 11月及び同年 12月 

⑤ 昭和 50年８月及び同年９月 

⑥ 昭和 51年５月から 57年９月まで 

    私は、昭和 57 年ごろに区役所から過去 10 年分の未納となっている国民

年金保険料が時効により払うことができなくなると記載された通知を受け

取り、過去 10 年分の未納保険料を口座振替で一括納付した。その後の保険

料も口座振替で納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が申立期間の保険料を一括納付し

たとする昭和 57 年及び申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 57

年 11 月は、特例納付実施期間ではない上、制度上、過年度保険料を口座振

替でさかのぼって納付することはできない。 

また、申立人は、保険料をさかのぼって一括納付したのは１度だけであっ

たと説明しており、申立人は平成４年に、10 年前にさかのぼって昭和 57 年

10 月から 60 年３月までの免除期間の保険料を追納していることが確認でき、

申立人の説明する一括納付はこの追納であったと考えられるなど、申立期間



 

  

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 57 年 11 月時点では、

申立期間①から⑤までの期間及び申立期間⑥の大半は時効により保険料を納

付することができない期間である上、申立人は、別の年金手帳を所持してい

た記憶は無いと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5585（事案 1347の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年７月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年７月から 47年３月まで 

    私は、国民年金の集金人が年金手帳に黒くて丸い判を押してくれたこと

を記憶している。また、国民健康保険料の徴収員をしていた近所の女性は、

集金時に、私の家で国民年金の集金人と一緒になったことがあると証言し

てくれている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人自身の国民年

金の加入手続及び夫婦二人分の保険料納付の状況等に関する記憶が不明確で

あり、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらないこと、さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭

和 47 年８月時点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期

間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年 10 月８日

付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

これに対し申立人は、国民健康保険料の徴収員が、集金時に国民年金保険

料の集金人と一緒になったことがあると証言していると主張しているが、当

該徴収員は、申立人宅で国民年金保険料の集金人と一緒になったことがある

時期について記憶が不明確である上、申立人が居住する区では、申立人の保

険料納付が確認できる昭和 47 年４月以降も、国民年金保険料の集金人による

戸別訪問が実施されていたなど、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情とは認められず、その他の委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は

見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 5586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年７月から 50年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 50年 12月まで 

    私は、転居後、区役所で国民年金の加入手続をし、区役所から未納のお

知らせが来たときに、２～３回に分けてさかのぼって国民年金保険料を納

付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人には、これまで二つの国民年金手

帳の記号番号が払い出されており、最初の手帳記号番号については、社会保

険庁の記録によれば、申立期間中に不在処理されているため、集金人の訪問

や納付書の送達はされていなかったと考えられ、二つ目の手帳記号番号が払

い出された昭和 53 年３月時点では、申立期間は時効により保険料を納付する

ことができない期間である。  

また、二つ目の手帳記号番号が払い出された後に、第３回特例納付が行わ

れていたものの、申立人は、当該特例納付により申立期間の保険料を納付し

た場合の金額について、そのような保険料を納付した記憶は無いと説明して

おり、申立人は、当該払い出し時に申立期間直後の時効にかからない期間の

保険料をさかのぼって納付していることが確認できるなど、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 5587 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年１月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から 59年３月まで 

    私は、夫の病気が悪化して生活が苦しかった申立期間当時に、市職員と

思われる女性が自宅に訪れ、国民年金保険料の免除申請の説明をしてくれ

たので、市役所で免除申請手続を行った。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料

が無く、申立人は、免除申請手続の時期及び手続時の状況等の記憶が曖昧
あいまい

で

ある。また、オンライン記録によると、申立期間は、当時、強制加入期間と

して管理されていたことが確認でき、申立人が免除申請することは可能であ

ったものの、当時、申立期間の免除申請を行っていたとすれば、市役所が世

帯収入を確認することにより、夫が厚生年金保険被保険者であることが判明

し、申立人の申立期間の資格記録は強制加入期間から任意加入期間に訂正さ

れていたはずであるが、当該記録訂正が行われたのは、申立期間後の昭和 61

年４月 24 日であったことが確認できることなど、申立人が申立期間の保険料

を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の保険料を免除されていたものと認めることはで

きない。 

 



 

東京厚生年金 事案 3818                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等     

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年７月から 41年５月まで 

             ② 昭和 43年 11月から 45年５月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申

立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①はＡ社に勤務し、

申立期間②はＢ社に勤務したことは確かなので、申立期間①及び②につい

て厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、申立期間に厚

生年金保険の適用事業所となっておらず、同社の所在地を管轄する法務局に

おいても、同社に係る商業登記の記録は確認できない。 

また、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、申立人の同社における

勤務の状況や厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

さらに、申立期間を含め昭和 36年４月から 46年１月まで、事業主夫妻に

は国民年金の保険料納付記録があり、事業主の妻は、「Ａ社は厚生年金保険

には加入していなかった。」と供述している。 

加えて、申立人は、申立期間当時のＡ社における上司や同僚の氏名を記憶

しておらず、これらの者から申立人に係る勤務の実態や給与からの厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 

申立期間②について、同僚の供述から、勤務期間の特定はできないものの、

申立期間の一部は同社に在籍していたことがうかがえる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、申立期間に厚生年金保険の

適用事業所となっておらず、同社の所在地を管轄する法務局においても、同



 

社に係る商業登記の記録は確認できない。 

また、申立人は、Ｂ社の正社員であり、パート職員と一緒に仕事をしてい

たと供述しているが、同社の事業主、上司の氏名を覚えていないため、これ

らの者から申立人の同社における勤務の状況や厚生年金保険料の控除等に

ついて確認することができない。 

さらに、申立人が氏名を記憶していた唯一の同僚は、自分がパート社員で

あり、Ｂ社に昭和 44 年ごろ申立人と一緒に勤務していたとしているほか、

同社ではほとんどの従業員は短時間のパート職員であり社会保険には加入

していなかったと供述している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3819                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月 10日から 34年９月１日まで 

             ② 昭和 34年９月 10日から同年 12月 23日まで 

             ③ 昭和 35年２月１日から同年 11月 11日まで 

             ④ 昭和 36年８月１日から 38年５月 21日まで 

65 歳になった時に、社会保険事務所で年金受給額を確認したところ、

申立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、会社から脱退手当金の説明を受けたことはなく、請求手続を

行ったことや受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されているこ

とを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所における厚

生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 38 年９月 30 日に支

給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3820                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 昭和 31年５月 10日から 33年４月１日まで 

50歳代の初めのころ、社会保険事務所で年金受給額を確認したところ、

申立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間後の厚生年金保険被保険者期間については、脱退手

当金を受給したが、申立期間の事業所から脱退手当金の説明を受けたこ

とはなく、請求手続を行ったことや、受給した記憶は無いので、脱退手

当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間における最終事業所の厚生年金保険被保険者名簿に記載されて

いる女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 33

年４月１日の前後２年以内に資格喪失した者 58名の脱退手当金の支給記録

を確認したところ、46 名について脱退手当金の支給記録が確認でき、その

うち 43 名が資格喪失日から 12 か月以内に脱退手当金の支給決定がなされ

ている上、当時は通算年金制度創設前であることや、当該支給決定の記録

がある者のうち３名は、事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の供述を

していることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求が

なされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、事務処

理に不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無

いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見



 

当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3821                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年５月 26日から 41年１月 25日まで 

             ② 昭和 41年５月 10日から 42年４月１日まで 

             ③ 昭和 42年７月１日から 45年４月 20日まで 

平成 20年３月に、社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立

期間について、脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことや、もらった覚えは無い

ので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されているこ

とを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3822                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年５月 26日から 33年６月６日まで 

平成 19年ごろ、年金問題が騒がれるようになり社会保険事務所で年金

記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録がある

ことを知った。 

しかし、脱退手当金をもらった記憶は無いので、脱退手当金の支給記

録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳及び厚生年金保険被保険者名簿には

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている

とともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 33年７月

16 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設

前であり、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険への加入歴が無い申

立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人は、

国民年金保険料を納付しておらず、年金に対する意識が必ずしも高かった

とは考え難いほか、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほ

かに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3823                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年２月 20日から 44年４月 10日まで 

平成 20年５月に、社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立

期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間以前に勤務していた事業所では脱退手当金を受け取

った覚えはあるが、申立期間については受け取った覚えは無いので、申

立期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険庁のオンライン記録上、申立期間と合算して脱退手

当金が支給されたこととなっている申立期間以前の被保険者期間の脱退手

当金を申立期間以前に受給したと主張しているが、申立期間以前に脱退手

当金の支給記録は無いほか、脱退手当金を受給していたことをうかがわせ

る事情は無く、申立人の主張は不自然である。 

   また、申立期間に係る厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給

されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期

間の脱退手当金は、オンライン記録上、申立期間後に申立期間とそれ以前

の期間を基礎として脱退手当金が支給されており、同一の被保険者記号番

号で管理されている申立期間とそれ以前の期間を支給期間とした脱退手当

金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約２か月後の昭和 44 年６月 17 日に支給決定されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給した



 

ことを疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3824                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年４月 21日から 33年８月 21日まで 

             ② 昭和 34年４月５日から同年８月 26日まで 

             ③ 昭和 34年８月 17日から 35年６月１日まで 

             ④ 昭和 35年 10月 31日から 36年 10月１日まで 

年金問題が騒がれるようになり、社会保険事務所で年金記録を確認し

たところ、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金をもらった記憶は無いので、脱退手当金の支給記

録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の脱退手当金は、申立期間①に係るものと申立期間②、③及び④

に係るものの２回にわたり支給されたと記録されているところ、２回とも

申立人の意思に反して請求されているということは考え難い。 

また、申立期間①については、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には

脱退手当金が支給されたことが記載されている上、申立人の当該期間に係

る事業所の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されている

ことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約２か月後の昭和 33年 10月 11日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立期間②、③及び④については、申立人の当該期間に係る最

終事業所の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されている



 

ことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所におけ

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 37 年１月 22 日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3825                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年 10月１日から 28年９月１日まで 

             ② 昭和 29年３月１日から 30年４月３日まで 

ねんきん特別便に申立期間の記録が無かったために、社会保険事務所

で年金記録を確認してもらったところ、脱退手当金の支給記録には、脱

退手当金を受給した直前に勤めていた事業所の被保険者期間（昭和 30年

５月 16 日から 35 年８月１日まで）のほかに、申立期間が含まれている

旨の説明を受けた。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行った事業所の担当者から、昭和 30

年５月 16 日から 35 年８月１日までの期間のみ脱退手当金の請求手続を

したと言われたことを覚えているので、申立期間について、脱退手当金

を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたとす

る昭和 35 年 10 月 28 日の直前の同年９月３日に、脱退手当金の算定のため

に必要となる標準報酬月額等をＡ省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ

回答したことが記録されている上、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されていると

ともに、申立期間と申立人が受給を認めている期間を基礎として、脱退手当

金が支給された厚生年金保険被保険者期間に係る資格喪失日から約３か月

後に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設



 

前であり、申立期間の脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえな

い上、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給したこと

を疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3826                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年 10月 26日から 38年 10月 13日まで 

             ② 昭和 40年６月１日から 41年８月 11日まで 

             ③ 昭和 41年９月 29日から 42年 12月３日まで 

60 歳前に、社会保険事務所で年金相談を行ったところ、申立期間につ

いて脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、退職時に脱退手当金を受給する意思はなく、脱退手当金が支

給されたとする時期は、退職してから相当の期間が経過している上、子

供が幼く脱退手当金の請求手続を行うことはできなかったので、脱退手

当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていることを

意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給

額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立期間の事業所を退職後、国民年金の強制加入期間があるにもかか

わらず、昭和 47 年 10 月まで国民年金に加入しておらず、年金に対する意識が

必ずしも高かったとは考え難い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 3827                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年３月１日から 35年９月 30日まで 

             ② 昭和 35年 11月１日から 37年９月 21日まで 

平成 20年４月に、社会保険事務所から申立期間について脱退手当金の

支給記録があり年金額に算入されないとの回答を受けた。 

しかし、退職時に会社から脱退手当金の説明を受けたことはなく、脱

退手当金の請求手続を行ったことや、受け取った覚えは無いので、脱退

手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されているこ

とを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約８か月後の昭和 38 年５月 29 日に支給決定されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 



 

東京厚生年金 事案 3828                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年２月 21日から 54年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況等について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社（現在は、Ｂ社）に在職していた間の標準報酬月額が実際に受けてい

た給与より少ない。このような給与額ではなかった。なぜ、昭和 47 年２

月から 49 年７月の間で６万 8,000 円、53 年７月から 54 年６月の間で４

万円、給与額が上がるのか。標準報酬月額の上がり方が不自然で、当時の

賃金台帳と比較調査して訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時の賃金台帳等資料は廃棄のため保有しておらず、

申立人の申立期間当時の厚生年金保険料の控除の状況等については分から

ないとしている。 

また、Ａ社が加入していた厚生年金基金の申立人に係る記録は、社会保

険事務所の記録と一致していることから、同社は、社会保険事務所に記録

どおりの届出を行ったものと認められる。 

さらに、社会保険事務所の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿から、申立人と同時期に厚生年金保険の資格を取得している従業員で、

申立人と同年代の従業員 10 人（申立人を含む。）の標準報酬月額の推移を

確認したところ、申立人の標準報酬月額について、上がり方が不自然とま

ではいえない。 

加えて、申立人が、Ａ社勤務当時の給与の銀行口座振込先であるとした



 

銀行に取引状況を照会したが、口座開設が平成４年８月であって、昭和 47

年から 54年当時の取引状況は確認できなかった。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

  



 

東京厚生年金 事案 3829                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月１日から 43年３月 1日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した申立期間について、加入記録が無い旨の回答をもらった。

Ａ社には、同社が名称変更しＢ社に移籍するまで引き続き勤務していた

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった

のは昭和 41 年５月１日であり、申立期間のうち、40 年４月１日から 41 年

４月 30日までは厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

また、Ｂ社の代表者は、Ａ社当時の従業員に関する資料が残っていない

ことから申立人の在籍等については不明としており、申立人の申立期間に

係る勤務の実態や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人が、Ａ社に同時期入社した同僚として名字を記憶してい

た３人について、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から同じ

名字の５人の従業員のうち所在の判明した３人に照会したところ、いずれ

も申立人を記憶しておらず、かつ、当該３人は、申立人が同時期入社した

とする昭和 40年４月には、それぞれ他の会社で厚生年金保険の記録があり、

同社における厚生年金保険被保険者資格の取得日も相違している。 

そこで、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人

同様にＡ社から移籍した８人の従業員に照会をしたところ、回答のあった

４人は、いずれも申立人を記憶していなかった。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3830                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 12月から 39年５月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤

務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間は同社に

勤務し、当時の社長をはじめその家族の記憶にも鮮明に残っていると思う

ので自分について聞いていだだき、申立期間について、厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に勤務し、給与明細書等の事実が確

認できる資料が無いものの、当時は厚生年金保険料が控除されていたと申

し立てている。 

しかし、Ａ社の現代表者に照会したところ、申立期間当時の元代表者は

既に死亡し、当時の名簿等も保存期限を経過して保存されておらず、申立

人の同社における在籍及び厚生年金保険の取扱状況は不明としている。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同僚 10人

に対し、申立人の勤務の実態及び厚生年金保険の取扱い状況について照会

したところ、９人は申立人について在籍の記憶が無いと回答し、残る一人

は、自分自身が同社に勤務していた記憶が無く申立人を知らないと回答し

ており、これらの同僚から、申立人の申立期間に係る勤務の実態及び厚生

年金保険料の控除について確認できない。 

なお、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料について、申立当初は

控除されていないとしており、当時の記憶はあいまいとなっている上、申



 

立期間には、国民健康保険及び国民年金に加入しており、いずれも保険料

は親が支払っていた（申立期間は国民年金保険料納付済期間である。）と供

述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3831                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 11月１日から平成 16年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の記録を確認したところ、会社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった日後に、さかのぼって平成 14年 11月か

ら 16 年２月までの標準報酬月額が９万 8,000 円と減額されている。自分

は、申立期間にはＡ社の代表取締役として勤務しており、この間の標準報

酬月額は 30 万円であることから、９万 8,000 円に変更になっているのは

不自然であり、記録訂正を願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、社会保険庁のオンライン記録

により、厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成 16年３月 31日）

後の同年４月 27 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、14 年 11 月か

ら 16 年２月までの期間について 30 万円から９万 8,000 円にさかのぼって

訂正されていることが確認できる。 

一方、社会保険事務所の保管する滞納処分票から、平成 14年下期からＡ

社の経営環境が悪化し、少なくとも 15年４月以降は、厚生年金保険料を滞

納していることが確認でき、そのため、同年６月 10日に社会保険事務所が

同社の代表取締役である申立人に来所通知を送付し、同年７月 17日に申立

人が社会保険事務所に出向き、滞納保険料の整理について交渉を開始して

いるが、その後も経営状況は好転しなかったことから、申立人が、16 年４

月 20日に、同年３月末をもって同社を休業した旨の報告を社会保険事務所

に行ったことが記載されている。 



 

また、申立人は、申立期間当時、自分が代表取締役で、かつ、ただ一人

の厚生年金保険被保険者である上、社会保険事務所との間での厚生年金保

険料滞納についての整理交渉を行っているところ、社会保険事務所から、

年金受給額は減るが、滞納保険料は精算できる遡及
そきゅう

訂正の説明があり、最

終的に遡及
そきゅう

訂正を受け入れたと供述している。 

さらに、滞納処分票によれば、申立人は、訂正処理の手続を行う際に、

申立人の妻が代理で手続していることをすべて知っていると供述している

ことから、同社の代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所

において標準報酬月額の訂正処理がなされたとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間当時にＡ社の代表取締役

であった申立人が、自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該

減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立

人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3832                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年１月１日から 34年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、本社がＡ

県にあるＢ社Ｃ出張所か、あるいは途中で別の会社となったＤ社に勤務し

ていた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。自分は、それぞれ

の会社を通じ、途中退職することなく継続勤務し、厚生年金保険料も給与

から控除されていたので、申立期間について、Ｂ社Ｃ出張所あるいはＤ社

に勤務していたのかを確認した上、いずれかの厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社の代表者（Ｂ社Ｃ出張所の責任者）は、申立人の申立期間は、新し

く立ち上げた同社の事業の準備中の期間で、申立人が同社に勤務していた

ことは間違いないとしている。 

しかし、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 34年９月１

日であり、申立期間は適用事業所とはなっておらず、かつ、同社において

は、申立期間当時の従業員に係る保険料控除等の事実が確認できる給与明

細書等の資料を保管していないことから、同社の資料により、申立人につ

いての厚生年金保険の取扱状況は確認できない。 

また、Ｄ社の代表者は、申立期間当時は、同社の立ち上げ準備に入った

期間であり、厚生年金保険の適用事業所になる前であったが、当時、給料

の支払は行っていたものの、厚生年金保険料の控除の有無は不明であると

供述している。 



 

さらに、申立人が申立期間当時の同僚として氏名を記憶していた６人に

ついて、社会保険庁のオンライン記録では、申立期間において、厚生年金

保険の被保険者となっていない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3833 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年６月１日から 10年６月 22日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、

申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されて

いた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。この

ため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成 10 年６月 22

日以降の同年７月 31日付けで、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記

録が、平成８年６月から 10 年５月までの期間について、26 万円から９万

8,000円にさかのぼって訂正処理されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、Ａ社で社会保険事務を担当しており、「社会保険事

務所への届出は、自分が社会保険事務所の指導に基づいて行った。」と供

述している。 

さらに、Ａ社の事業主は、「妻（申立人）が同社の社会保険事務の手続

を行っており、会社の実印を持って社会保険事務所へ行き、厚生年金保険

の全喪届を提出したことを覚えている。」と供述していることから、申立

人は、同社における厚生年金保険関係事務を行っており、申立期間に係る

標準報酬月額の減額に関与していたものと推認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の社会保険事務担

当者として、自らの当該標準報酬月額の減額処理に関与していたにもかか

わらず、当該処理が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、



 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3836                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年７月から 31年３月まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には昭和 31年３月ごろまで勤務していたので、申立期間も厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の供述、及び申立人が所有する社員手帳等から、申立人が同社に勤

務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は商業登記簿において確認できず、また当時の事業主は既

に死亡している上、申立期間当時の同社の事務担当者は不明であるため、当時の

厚生年金保険に関する加入手続及び保険料の控除について聴取することができ

ない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、

連絡先が判明した９名に照会したところ、このうちの５名は昭和 30 年ごろ会社

の経営状態が悪化しており、多数の従業員が解雇させられたと供述している。 

さらに、申立人が、Ａ社において昭和 29 年７月に厚生年金保険の被保険者資

格を喪失していることについては、社会保険事務所が保管する同社の事業所台帳

においても、申立人の被保険者番号と共に喪失届受付年月日として昭和 29 年７

月 27日と記載されていることからも確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3837 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 10月１日から 35年８月 31日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。保険

料控除を確認できる給与明細書等は無いが、申立期間について、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者

名簿に記載されている事業主や上司及び同僚の氏名を記憶していることか

ら、同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は既に解散している上、当時の事業主は死亡してい

ることから、同社における申立人の勤務状況や厚生年金保険の控除等につ

いて確認することができない。 

また、Ａ社の元従業員が、当時の事務担当者であると供述している者に

ついては、同社の厚生年金保険被保険者名簿に氏名の記載が無く、申立人

の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿から申立期間に被保険者資格

を有する元従業員のうち 13名に照会したところ、回答のあった９名のうち

４名は入社から厚生年金保険の資格取得日まで数か月から１年以上の期間

を要していることを供述しており、同社では、入社後の相当期間を厚生年

金保険に加入させない取扱いが行われていたことがうかがわれる。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3838                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年ごろから 27年２月１日まで 

             ② 昭和 28年２月 28日から 29年ごろまで        

昭和 24 年ごろから 29 年ごろまでＡ社に勤務していたが、申立期間に

係る厚生年金保険の加入記録が無いので、同期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①について、申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立

てている。 

 しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 27 年２月１日であり、申立期間において

同社は厚生年金保険の適用事業所になっていない。 

 また、Ａ社では、申立期間当時の人事記録等の資料を保存していないこと

から、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険料の控除等について確

認することができない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿か

ら、昭和 27 年２月１日に厚生年金保険に加入していることが確認できる複

数の同僚等に照会したところ、１名の同僚は、同社が厚生年金保険の適用事

業所となる前の期間には、給与から厚生年金保険料は控除されていなかった

と供述している。 

申立期間②について、複数の同僚等に照会したところ、回答のあった１名



 

は、自分は厚生年金保険の加入記録どおり、昭和 29年４月 15日にＡ社を退

職しているが、申立人は、自分より１年以上前に同社を退職していたと供述

している。 

また、Ａ社では、申立期間当時の人事記録等の資料を保存していないこと

から、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険料の控除等について確

認することができない。 

このほか、申立人について申立期間①及び②に係る勤務実態並びに厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3841 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から９年３月 31日まで 

社会保険事務所からの戸別訪問で、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期

間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準

報酬月額と相違していることが分かった。同社では、代表取締役だったが、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の代表取締役として、同社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった日（平成９年３月 31日）まで厚生年金保険の被保険者であっ

たことが、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録により認められる。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日以降の平成９年

４月４日付けで、７年 10 月から９年３月までの標準報酬月額を 59 万円か

ら 41万円にさかのぼって減額されていることが社会保険事務所の記録によ

り確認できる。 

しかし、申立人は、Ａ社の経営環境が悪化した際に、社会保険事務所と

滞納保険料の整理について交渉しており、その際に、社会保険事務所との

協議により、標準報酬月額を減額することにより滞納した保険料を相殺し

た旨を供述している。以上のことから、Ａ社の代表取締役であった申立人

は、自身の標準報酬月額の減額処理に同意していたものと考えるのが自然

である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役とし

て自らの標準報酬月額の減額処理について同意しながら、当該減額処理が



 

有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期

間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることは

できない。 

 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3842 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年２月 21日から同年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社に勤務したのは、昭和 56年２月末までであり、給与明細書で

は厚生年金保険料が控除されているので、申立期間も被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった給与明細書及びＡ社は厚生年金保険料を当月の

給与から控除していると回答していることから判断すると、申立人は、申立

期間である昭和 56年２月に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていることが認められる。 

しかしながら、雇用保険の加入記録では、申立人は、昭和 56 年２月 20

日にＡ社を離職していることが確認でき、厚生年金保険の資格喪失日と一

致している。 

また、申立人は、入社から退職までのＡ社に勤務した全期間の給与明細書

を保管していたが、申立期間である昭和 56年２月 21日から同年２月末日ま

での給与明細書が見当たらないと供述していることから、申立期間に係る勤

務の実態が確認できない。 

さらに、Ａ社に照会したところ、同社の給与は 20日締めであるとしてお

り、また、上記のように申立人が昭和 56年２月 21日から同年２月末日まで

の給与明細書が見当たらないと供述していることは、申立期間において同社



 

に勤務しておらず、同社が誤って同年２月分の厚生年金保険料を控除したと

考えられると回答している。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において、

大多数の被保険者が各月の 21日に厚生年金保険の資格を喪失していること

からも、申立人の厚生年金保険の資格喪失日が昭和 56年２月 21日であるこ

との不自然さは無い。 

なお、厚生年金保険法では、第 19条において「被保険者期間を計算する

場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を

喪失した月の前月までをこれに算入する」とされており、また、同法 14条

においては、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日

とされていることから、申立人の資格喪失日は、昭和56年２月21日であり、

申立人の主張する 56年２月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。       

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めることは

できない。 

 

 

 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3848 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から９年 10月 25日まで 

    社会保険庁の記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、

申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬に見合う標準報酬月額

と相違していることが判明した。そのため、申立期間の標準報酬月額を

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人が代表取締役を務めていたＡ社

は、平成９年 10月 25日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなってい

るところ、同年 10月 27日に、申立人のほか、取締役２人及び監査役１人の

合計４人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人

の場合、７年 10月から９年９月までの申立期間に係る標準報酬月額は、59

万円から９万 2,000円へと訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の取締役、複数の従業員及び同社の顧問税理士だった者は、同

社は、申立期間当時、資金繰りに苦労していた旨供述しているところ、申立

人は、「厚生年金保険料等の支払を滞納しており、社会保険事務所から督促

はあったと思う。」と供述している。 

また、社会保険事務所が保管しているＡ社に係る厚生保険特別会計債権消

滅不納欠損決議書から、同社は、少なくとも平成８年５月には厚生年金保険

料を含む社会保険料の支払を滞納していたことが認められ、９年９月 26日

には、社会保険事務所の職員が同社に訪問し、同年４月分の社会保険料を現

金領収した旨の記載が確認できる。 



 

さらに、申立人、Ａ社の取締役、複数の従業員及び同社の社会保険事務を

委託されていた社会保険労務士は、手続書類への押印は申立人が行っていた

旨供述しており、加えて、当該取締役は、「申立人から、社会保険料を滞納

していて、代表取締役や取締役などの標準報酬月額を調整するとかしないと

かという話を聞いた気がする。」と供述している。これらのことから、代表

取締役であった申立人が関与せずに、社会保険事務所において標準報酬月額

の訂正処理が行われたとは考え難く、申立人は、自身の標準報酬月額の減額

に同意していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人

が、自らを含む取締役の減額処理に職務上関与しながら、当該減額処理が

有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間につい

て、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできな

い。 

  



 

東京厚生年金 事案 3849 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：平成７年５月１日から 12年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、代

表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、平成７年５月から 12 年４月

までの標準報酬月額が９万 2,000円まで減額されている。減額前の標準報

酬月額である 44万円に訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人が代表取締役を務めていたＡ社

は、平成 12 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同

日より後の同年５月 19日に、申立人の標準報酬月額は、７年５月から 12年

４月まで、さかのぼって 44 万円が９万 2,000 円に訂正されていることが確

認できる。 

一方、Ａ社の取引先の金融機関から提出された取引明細証明書においては、

平成６年 12 月分、８年６月分、９年 12 月分、10 年３月分及び同年９月分

の厚生年金保険料等が残高不足で口座振替されておらず、また、11 年３月

分以降については、口座振替は一切行われていないことが確認できる。 

また、Ａ社が適用事業所でなくなった後も同社に勤務していた当時の従業

員は、同社が適用事業所でなくなった時に、申立人から、「社会保険料を支

払うのが大変であるため、社会保険をやめる。国民年金及び国民健康保険に

切り替えてほしい。」と言われた旨供述している。このことは、申立人の妻



 

が、申立人から、厚生年金保険料等の負担が大きかったため、厚生年金保険

の適用をなくした事実を聞かされた旨供述していることとも符合する。これ

らのことから、同社が、申立期間当時、厚生年金保険料等の支払に苦慮して

いたことがうかがえ、また、申立人は、申立期間に係る標準報酬月額の減額

に同意していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として

自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なものでは

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3850 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年１月 30日から 11年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には、昭和 60年５月から平成 12年６月まで継続して勤務していたの

で、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の従業員の供述及び雇用保険の加入記録から、申立人が、申

立期間においても同社に継続して勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 33年３月１日に厚生

年金保険の適用事業所となり、平成９年１月 30日に適用事業所でなくなっ

た後、11年２月１日に再び適用事業所となっており、申立期間においては、

適用事業所でないことが確認できる。 

また、申立人と同時期にＡ社で勤務していた従業員の一人は、同社が厚

生年金保険の適用事業所として記録されていない期間において、給与から

厚生年金保険料は控除されていなかった旨供述している。 

さらに、社会保険庁の記録では、申立人は、申立期間において、国民年

金の第１号被保険者となっており、当該期間はすべて、その妻とともに申

請による保険料免除期間とされている。通常、申立人又はその家族でない

者が、申立人及びその妻の保険料免除手続を行うことは考え難いことから、

申立人又はその家族の者が、当該期間は厚生年金保険の被保険者でなくな

ったという認識の下、国民年金の保険料免除手続を行ったものと認められ



 

る。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3852                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年６月１日から 10年１月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判

明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなった平成 10 年１月 31 日より後の同年３月３日付けで、申

立人の標準報酬月額は、６年６月から同年 10月までは 36万円が８万円に、

同年 11月から９年 12月までは 26万円が９万 2,000円にそれぞれ遡及
そきゅう

して

引き下げられていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立期間当時、申立人が同

社の代表取締役であったことが確認できる上、申立人は、同社の印鑑を管

理しており、社会保険事務所への標準報酬月額変更届及び算定基礎届につ

いては、自ら行ったと供述している。 

また、申立人は、平成６年ごろからＡ社の経営が悪化し、保険料の滞納

の処理について社会保険事務所と相談し、滞納保険料を現金で支払ったと

しており、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所におい

て標準報酬月額の訂正処理がなされたことは考え難く、申立人は標準報酬

月額の減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自



 

らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3853                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から４年１月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判

明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなった平成４年１月 31日より後の同年５月７日付けで、申立

人の標準報酬月額は、平成３年１月から同年 12 月までの期間、53 万円が

10万 4,000円に遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

また、Ａ社の従業員は、申立期間当時、同社の取締役が社会保険事務を

担当していたのではないかとしているが、上記減額訂正の処理が行われた

時点では、同社には、申立人のほか取締役１名のみが在籍しており、同社

の代表取締役であった申立人は、厚生年金保険料の滞納があったことを認

識し、代表者印を自ら管理していたとしている。 

このため、申立人がＡ社の代表取締役として、申立人及び取締役の標準

報酬月額の遡及
そきゅう

訂正の届出について、知らなかったとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自

らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでは

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報

酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3854                                

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 11月１日から７年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判

明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、申立人が代表取締役を務めていた

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成７年 11月６日付

けで、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、３年 11 月及び同年 12 月

は 53 万円が８万円に、４年１月から同年３月までは 50 万円が８万円に、

同年４月から６年 10月までは 26万円が８万円に、６年 11月から７年９月

までは 26万円が９万 2,000円にそれぞれ遡及
そきゅう

して引き下げられていること

が確認できる。 

一方、申立人は、当時、Ａ社がバブルの崩壊により経営が急速に悪化し

て、金融機関から融資を受けた資金の引揚げを迫られ、当該金融機関との

対応などに忙殺されていた時期であり、滞納保険料の処理までは覚えてい

ないものの、当時、社会保険料を滞納していたこと、及び社会保険事務所

から呼出しがあったことは記憶していると供述していることから、申立人

が、申立期間の標準報酬月額の減額訂正について関与していたと考えるの

が自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役とし



 

て、自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら当該処理が有効なもの

ではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標

準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3855                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年９月１日から 14年３月７日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判

明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、申立人が代表取締役を務めていた

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成 14年３月７日よ

り後の同年３月 28日付けで、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、平

成 13年９月から 14年２月までの期間、44万円から 15万円に遡及
そきゅう

して引き

下げられていることが確認できる。 

一方、申立人は、平成 14年にＡ社の倒産に伴う破産手続を行い、破産管

財人となった弁護士に代表者印も預けたので、このような標準報酬月額の

遡及
そきゅう

訂正についての届出の手続は当該弁護士が行ったのではないかと供述

している。 

しかしながら、当該弁護士は、事業主から代表者印を一時期預かり、Ａ

社の破産手続に際し、厚生年金保険料の滞納額の処理については、自らの

一存で行わず、代表取締役である申立人と確認して行っていたはずだと供

述している。 

また、社会保険事務所は、厚生年金保険料の滞納処分票の記録から、標

準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正については、破産管財人である弁護士からの届出を



 

受けて処理していたとしている。 

このため、代表取締役であった申立人が知らずに、社会保険事務所にお

いて標準報酬月額の改定処理が行われたことは考え難く、申立人は、自身

の標準報酬月額の減額に関与していたと考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自

らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでは

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報

酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3857                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録

の訂正を認めることはできない。 

また、申立期間②について、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年１月１日から８年 11月 30日まで 

② 平成８年 11月 30日から 16年 12月まで 

社会保険事務所の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した期

間のうち、申立期間①の標準報酬月額が実際に支給されていた給与と相違

していること、申立期間②の厚生年金保険の被保険者資格が無いことが判

明した。 

申立期間①については、厚生年金保険関係の事務手続に関与した記憶が

無いので標準報酬月額を正しい記録に訂正し、申立期間②については、厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった平成８年 11月 30日より後の９年１月６日付けで、

申立人の標準報酬月額（７年１月から同年 10月まで 59万円、同年 11月

から８年 10 月まで 50 万円）が９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して訂正処理されて

いることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、Ａ社の代表取締役として在職していたこと

が商業登記簿により確認でき、「平成８年夏ごろに自分一人で社会保険事



 

務所を訪問して未納分約 300 万円の分割納付を依頼したが、担当官から

『保険料を分割納付できない。厚生年金を脱退し、社長の標準報酬額を

下げて社員の保険料の支払を埋め合わせするしかない。』と言われたため

書類に社印を押した。」と供述しており、申立人は、申立期間①に係る自

らの標準報酬月額の減額訂正に同意していたものと考えるのが自然であ

る。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立期間①について、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの

標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報

酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

２ 申立期間②について 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社は、平成８年 11 月 30 日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなったことが確認できる上、申

立人から提出された同社の給与台帳から、申立人の給与から申立期間②

の厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間に係る給与から、事業主により厚生年金

保険料が控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立期間②について、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3858                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年９月から 37年３月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社の請

負人に雇われた期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

請負人に頼んで同社で厚生年金保険に加入させてもらい、申立期間の保

険料が控除されたように思うので、厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶しているＡ社の同僚３人に申立人の勤務実態を照会したと

ころ、一人から「申立人が申立期間当時、同社の請負人の下で働いていた。」

との回答があったことから申立人が申立期間当時、同社の請負人のもとで

勤務していたことは推認できるが、申立期間当時、同社の社会保険事務を

担当していた者は、「同社で、請負人及びその使用人を厚生年金保険に加入

させることはなかったし、保険料も控除していなかった。」と回答している

ことから、申立期間について事業主による厚生年金保険料の控除が確認で

きない。 

また、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、申立

人には明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3861 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年６月 28日から 48年６月 20日まで 

             ② 昭和 51年７月 10日から 57年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた期間のうち、申立期間について厚生年金保険の加入記録が

ない旨の回答をもらった。同社には昭和 44年５月１日に入社後、申立期

間①についても継続して勤務しており、申立期間②当時は、経営全般を

必死に勉強しながら同社に勤務しており、国民年金の保険料を納付した

記憶も無いので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、社会保険事務所のＡ社の申立人に係る厚生年金保

険被保険者原票から、申立人は、昭和 45 年６月 28 日に厚生年金保険の資

格を喪失し、同年７月７日に政府管掌健康保険の被保険者証を返納してい

ることが確認できる。 

また、申立人の夫に係る当該被保険者原票から、申立人は、昭和 45年６

月 28日から夫が加入する政府管掌健康保険の被扶養者となっていることが

確認できることから、申立人が当該期間において厚生年金保険に加入して

いたとは考え難い。 

申立期間②について、社会保険事務所のＡ社の申立人に係る厚生年金保

険被保険者原票から、申立人は、昭和 51 年７月 10 日に厚生年金保険の資

格を喪失し、同年７月 26日に政府管掌健康保険の被保険者証を返納してい

ることが確認できる。 



 

また、申立人の夫に係る当該被保険者原票から、申立人は、申立期間②

当時、夫が加入する政府管掌健康保険の被扶養者となっていることが確認

できる。 

さらに、社会保険事務所のＡ社の厚生年金保険被保険者原票から、複数

の従業員に照会したところ、二人の従業員が、「当時、申立人は、同社か

ら独立して宝石の販売等をしていた。」と供述している。 

加えて、申立人は、昭和 53 年４月から 57 年６月までの期間について、

国民年金の保険料を納付している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3862 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月１日から６年２月 28日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務

した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給

与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していること

が判明した。このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、平成６年２月 28日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっており、同年３月 17日付けで申立人の標準

報酬月額の記録が、４年９月から６年１月までの期間について、41 万円か

ら９万 8,000 円にさかのぼって訂正されたことが社会保険庁のオンライン

記録により確認できる。なお、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所ではなくなるための手続は行ったが、標準報酬月額を引き下げる手続を

行った記憶は無いとしている。 

しかし、Ａ社の経理担当役員であった申立人の妻は、「申立期間当時は、

会社の経営状況が悪化しており、社会保険料を滞納していた。」と供述し

ている。 

また、申立人の妻は、「会社の実印は、申立人が管理しており、他の従

業員や社会保険事務所の職員に渡すようなことは無く、従業員の厚生年金

保険の資格喪失の手続は自分が行った。」「滞納していた社会保険料は支

払っておらず、厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後は、滞納保険



 

料の督促は来なかった。」と供述しており、代表取締役であった申立人が

関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の改定処理がなされたこ

とは考え難く、申立人は、標準報酬月額の減額に関与していたものと考え

るのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役とし

て自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なもの

でないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 11 月 22 日から 25 年８月 18 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、昭和 19年 11月 22日から勤務していたので、加入記録が欠落し

ているとは思いもよらず納得できない。今回の確認申立による審議をお

願いする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された国民労務手帳の記録から、申立期間もＡ社に勤務し

ていたことが推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所と

なったのは昭和 22年６月１日であり、申立期間のうち 19年 11月 22日から

22年６月１日までの期間については適用事業所となっていない。 

また、申立期間のうち昭和 22年６月１日から 25年８月 18日までの期間

については、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、申立人が名前を挙

げたＡ社の同僚５名についても、死亡あるいは所在不明のため、申立人の同

社での勤務状況や保険料控除について確認することはできない。また、社会

保険事務所のＡ社の厚生年金保険被保険者名簿には申立人の記録が無く、整

理番号に欠番も無い。 

さらに、申立人は、国民労務手帳が厚生年金保険の加入につながるものと

考えていたが、保険料控除について認識は無かったと主張しており、このほ

か申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除



 

について確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年９月から 29年２月まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無

いので、同期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚２名の供述により、申立人が同社に勤務していたことはうか

がえる。 

しかしながら、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、当時の事業主及び事務担当者は死亡していることから、申立人の申立

期間に係る厚生年金保険の届出及び保険料控除等については確認すること

ができない。 

また、申立期間当時、Ａ社に在籍していた従業員５名に対して、同社に

入社した時期を照会し、それぞれの被保険者資格取得日と照らし合わせた

ところ、５名全員が、入社後相当期間（最短７か月、最長 24か月）経過後

に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。なお、

上記５名のうちの２名は、「同社では、従業員が入社してすぐには厚生年金

保険に加入させていなかった。」としており、また、別の１名は、「当時は、

社会保険への加入についての関心が薄く、会社も加入したいと言わなけれ

ば入れてくれない感じだった。」と供述している。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金被保険者名簿には、

申立期間に係る記載の健康保険番号に欠番は無く、記載に不自然さは見当

たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 10月１日から 54年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現

在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際

の給与の月額に相当する標準報酬月額と異なっていることが判明した。

当時の源泉徴収票を提出するので、申立期間の標準報酬月額を正しい記

録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社における厚生年

金保険の標準報酬月額の記録が、昭和 52 年８月の随時改定時は 19 万円で

あるにもかかわらず、その１年２か月後の 53年 10月の定時決定では 17万

円に減額されていることについて、給与所得の源泉徴収票では給与所得及

び社会保険料が毎年増えていることから、減額は考えられないとして申し

立てている。 

しかし、Ｂ社では、上記標準報酬月額の減額については、当時、当該標

準報酬月額の記録（17万円）に見合う報酬月額を社会保険事務所に対して

届け出たはずであり、減額は残業手当等の変動によるものではないかと回

答している。 

また、申立人から提出のあった申立期間に係る給与所得の源泉徴収票上

の社会保険料は、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額の記録等を基に

算定した社会保険料より高額となっているが、Ｂ社では、申立期間に係る

給与所得額や厚生年金保険料控除額が分かる賃金台帳等の資料を保管して



 

おらず、また、当時の事情を確認できる給与担当者も既に在籍していない

ため、申立人の申立期間に係る報酬月額及び保険料控除額について確認で

きず、上記給与所得の源泉徴収票上の社会保険料の詳細についても確認で

きないと回答している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票を確認

したところ、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、社会保険

庁のオンライン記録とも一致しており、また、さかのぼって標準報酬月額

の訂正が行われた形跡もない。 

一方、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額（17 万円）

は、昭和 53 年 10 月に定時決定されている。当該決定は、通常では同年５

月から同年７月までの３か月間に実際に支払われた給与の総額を３で除し

た額を標準報酬月額等級表の範囲に当てはめて決めているところ、申立人

の残業手当等が従前より少なければ、52 年８月の随時改定時の標準報酬月

額（19万円）より減額されていても不自然とは言えない。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票を見る

と、複数の従業員について、申立人と同様に、昭和 52年８月の随時改定時

の標準報酬月額が 53 年 10 月の定時決定で減額され、54 年８月の随時改定

で増額されていることが確認できる。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事

業主による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3876 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年４月１日から 36年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現

在は、Ｂ社）に勤務した申立期間について加入記録が無い旨の回答をも

らった。同社には中学校卒業直後に就職し、２年間継続して勤務してい

たので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当

時に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員の供述か

ら判断すると、期間を特定できないものの、申立人が同社に勤務していた

ことは推認することができる。 

しかし、Ｂ社では、申立期間当時の従業員に係る資料を保存していない

ため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について

確認することができないと回答している。 

また、申立人が記憶していた同僚に照会したものの、連絡の取れた複数

の同僚はいずれも申立人を記憶していないため、申立人の申立期間に係る

厚生年金保険料の給与からの控除等について確認することができない。 

そこで、上記被保険者名簿から申立期間当時及びその前後の期間に厚生

年金保険に加入していることが確認できる従業員に照会したところ、複数

の従業員が、「自分はＡ社における厚生年金保険の被保険者資格取得日より

も前に同社に入社している。」旨供述しており、また、これらの従業員が入



 

社したと供述している時期から当該被保険者名簿における厚生年金保険の

被保険者資格取得日までの期間を見ると、いずれも７か月ないし２年１か

月となっていることが確認できる。 

さらに、上記従業員のうち１人は、Ａ社への入社から厚生年金保険に加

入するまでの期間に厚生年金保険料の給与からの控除は無かった旨供述し

ている。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、採用した従業員について、

入社してから相当期間経過後に厚生年金保険に加入させていたものと考え

られる。 

加えて、申立期間に係る上記被保険者名簿を確認したところ、申立人の

名前は記載されておらず、健康保険番号に欠番が無いことから、申立人の

記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3877 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月 26日から 29年 10月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には会社設立時から秘書として勤務しており、申立期間も継続して

勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 25 年２月１日から申立期間も含め 29 年 10 月ごろまでの

期間、Ａ社に継続して勤務していた旨申し立てている。 

一方、Ａ社から提出のあった辞令簿（写し）には、申立人が昭和 26 年２

月 28日に同社において「自然失職（本社就業規則による）」した旨記録され

ている。このことについて同社では、現在の同社の就業規則には自然失職に

関する規定等が無く、当時の同社の就業規則も保存していないため確認する

ことができないとしながらも、「一般的に、無断欠勤や連絡が取れない状態

が相当期間続いた従業員は自然失職扱いとされ、当該従業員については厚生

年金保険の被保険者資格も遅滞なく喪失させることとなる。また、厚生年金

保険に未加入のまま長期間にわたって当該従業員を勤務させることは考え

られない。」旨回答している。 

また、Ａ社では、上記辞令簿（写し）のほかに申立期間当時の従業員に係

る資料を保存していないため、申立人の申立期間における勤務の実態や厚生

年金保険料の給与からの控除について確認することができないと回答して



 

いる。 

さらに、申立人が記憶していた同僚及び社会保険事務所のＡ社に係る厚生

年金保険被保険者名簿から申立期間当時に厚生年金保険に加入しているこ

とが確認できる従業員は、一人を除きいずれも死亡又は連絡先等が不明であ

るため供述が得られない。また、連絡の取れた一人の従業員も申立人を記憶

していないことに加え、当該従業員が記憶していた複数の従業員に照会した

ものの、いずれも死亡又は連絡先等が不明であるため供述が得られず、申立

人の申立期間における勤務の実態や厚生年金保険料の給与からの控除等に

ついて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3903 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年１月１日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

病院で勤務した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。しかし、同病

院が発行した在職証明書の中に「就労期間中は厚生年金に加入」とあるの

で.申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ病院の在職証明書により、申立人は同病院に申立期間において勤務して

いたことは確認できる。  

 しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ病院が厚生年金保険の

適用事業所となったのは昭和 63年４月１日であり、申立期間は適用事業所

とはなっていない。  

 また、Ａ病院は、「厚生年金保険の適用事業所になる前は、従業員から厚

生年金保険料を控除することはなかった。また、在職証明書について、就労

期間中は厚生年金に加入と記載しているが、調査の結果、根拠となる書類は

無く、明記したことは妥当でなかった。」と回答している。 

さらに、申立人が記憶している上司は、申立期間当時、自身は共済年金に

加入していたが、申立人のような短期雇用の医師は加入していなかったと供

述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。  

  



 

東京厚生年金 事案 3904 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月 21日から同年２月 20日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間が未加入である旨の回答をもらった。

同社には、昭和 44年 11月７日から 46年２月 20日まで勤務した記憶があ

るので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和 46 年２月 20 日まで勤務していたと申し立ててい

るが、同社は、申立人が勤務していたことを確認できる資料を保有してい

ないことから、申立人が申立期間に同社で勤務していたことを確認するこ

とはできないと回答している。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

から、申立期間当時に、同社に勤務し厚生年金保険に加入している６名の

従業員に申立人の勤務状況等を照会したが、申立人を覚えている者はいな

かった。 

さらに、申立人がＡ社を退職した直後の昭和 46 年３月 11 日に厚生年金

保険の資格を取得したＢ社（現在は、Ｃ社）Ｄ本部に申立人の職歴記録を

照会したところ、申立人はＡ社に 43年 10月 21日から 46年１月 20日まで

勤務した旨の記録があり、申立人の同社に係る厚生年金保険の資格喪失日

と一致している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3909 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年９月１日から 37年９月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務

したことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主の供述により、期間は明らかでないが、申立人が、申立期

間に同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所

とはなっておらず、所在地を管轄する法務局においても同事業所の商業登

記の記録は確認できない。 

また、上記事業主は、申立期間当時、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

となった旨の届出を社会保険事務所に行っておらず、厚生年金保険料を従

業員の給与から控除していなかった旨供述している。そして、当該供述は、

当該事業主及びその妻が、申立期間に国民年金の保険料を納付しているこ

とと符合する。 

さらに、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立人が 20歳に到達し

た昭和 36 年 12 月から 37 年 10 月までの期間において、国民年金の被保険

者となっており、当該期間はすべて保険料納付済期間とされている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見



 

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3910 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 11月８日から３年１月 21日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には、平成元年 11 月８日から勤務していたので、申立期間も厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された労働者名簿及び同僚の供述により、申立人が、平成

元年 11月８日から同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社は、同社が保管している申立人に係る健康保険・厚生年金

保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書において、申立人の

資格取得日は平成３年１月 21日となっていることから、申立人は、申立期

間においては厚生年金保険の被保険者となっておらず、厚生年金保険料の

控除もしていなかったはずである旨回答している。 

また、上記労働者名簿には、申立人はアルバイトであり、社会保険に未

加入である旨記載されている。 

さらに、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は、厚生年金保険の

加入記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除については、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



 

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3911 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 11月１日から４年 11月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社で

勤務した期間のうち、平成２年 11月１日から４年 11月 30日までの標準

報酬月額が実際に支給された給与よりも大幅に低い。申立期間における

標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人が代表取締役を務めていたＡ

社は、平成４年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

同日より後の同年 12月 15日に、申立人の標準報酬月額は、２年 11月から

４年 10 月まで、さかのぼって 53 万円が８万円に減額訂正されていること

が確認できる。 

一方、申立人及びＡ社の経理担当役員であった申立人の妻は、申立期間

当時に数か月分の厚生年金保険料の滞納があった旨供述している。 

また、申立人は、「社会保険事務所からの提案を受け、滞納保険料の整理

のために、申立人及び役員二人の標準報酬月額をさかのぼって減額処理す

ることについて同意した。」と供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役とし

て、自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なも

のではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間におけ

る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3916    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年２月から同年７月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間

について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険の被保険者であった

ことを申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

おり、申立期間当時の事業主は亡くなっていることから、申立人の同社で

の勤務状況や厚生年金保険料の控除等を聴取することはできない。 

 また、申立人はＡ社の元請け事業所１社及び取引先事業所３社の計４社

の事業所名を供述していることから、これらの事業所について社会保険庁

のオンライン記録を検索したが、このうち２社は厚生年金保険の適用事業

所となっておらず、残り２社の被保険者名簿を確認したものの、申立人の

名前は見当たらなかった。 

さらに、申立人が記憶しているＡ社の先輩に照会したが、同氏は「自分

は同社に勤務していたことはない。」と供述しており、申立人の同社におけ

る勤務実態を確認できない。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿か

ら、従業員１名の連絡先も把握したが、同氏は体調不良のため回答を得る

ことができず、申立てに係る事情について聴取することはできなかった。 

そして、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿に



 

は、健康保険証番号に欠番は無く、社会保険事務所の手続に不自然さはみ

られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の事業

主による控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3919 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年 10月１日から 25年６月 21日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

申立期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間につい

てもＡ市内のＢ軍基地で勤務していたと思うので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間前後の期間において、渉外労務管理事務所における厚

生年金保険の加入記録が確認できることから、申立期間についてもＡ市内の

Ｂ軍基地で勤務していたと思うと申し立てている。 

しかし、申立期間及び申立期間前後の期間に勤務していたとする基地の名

称や勤務していた期間に関する記憶が無いため、申立人に対し、Ｃ局が把握

しており、かつ、当時、Ａ市内に存在したＢ軍基地及び関連施設名を具体的

に挙げて確認したものの、申立人が申立期間に勤務していたとする基地等を

特定することはできなかった。 

また、当時、Ａ市内にあったＢ軍基地に係る雇用管理を行っていたＤ、Ｅ

及びＦの各渉外労務管理事務所の業務を引き継いだＣ局保管の労務者名簿

からも、申立人が申立期間についてＢ軍に雇用されていたという事実は確認

することができなかった。 

さらに、Ｃ局保管の労務者名簿、厚生年金台帳索引簿及び被保険者名簿に

記載された申立人の資格得喪年月日は、社会保険事務所の記録と一致してい

るほか、社会保険事務所保管のＤ、Ｅ及びＦの各渉外労務管理事務所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番等は見られず、社会保



 

険事務所の事務処理に不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人は、申立期間当時の同僚等の氏名を記憶していないため、

申立期間当時の勤務状況について確認することができないほか、申立期間に

係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3920 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年８月１日から同年 10月１日まで 

    ねんきん特別便を見て、申立期間について厚生年金保険の加入記録が

無いことが分かった。Ａ社には、昭和 25年８月から 26年 11月末まで継

続して勤務しており、勤務していた期間分の給料明細を提出するので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてＡ社に勤務していたと申し立てているところ、

申立人から提出された一連の給料明細書から、申立人が、申立期間について

同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、上述の給料明細書からは、昭和 25 年８月分としての厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていた事実は確認できず、同年９月分

については、当該月の給料明細等の資料が残っていない。 

また、Ａ社の申立期間当時の経理担当者は、申立人が申立期間の厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたかどうかは分からないと供

述している。 

さらに、Ａ社の申立期間当時の従業員は、中途採用者については、２か月

程度の試用期間があった旨の供述をしており、社会保険庁のオンライン記録

から、当該従業員は、入社してからおおむね２か月後に同社において厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の整理番号に欠番等は見られず、社会保険事務所の事務処理に不自然さは見



 

当たらない。 

このほか、申立人について申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3921 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年 10月１日から 22年８月 16日まで 

② 昭和 23年５月４日から 27年６月 14日まで 

③ 昭和 27年８月６日から 32年７月８日まで 

④ 昭和 32年７月８日から 34年５月１日まで 

平成５年に社会保険事務所で年金の裁定請求をした際、社会保険事務

所から申立期間に係る脱退手当金が支払われている旨の通知をもらった。 

しかし、当時は脱退手当金の制度を知らなかったし、申請した記憶も

無いので、脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の女性被保険

者のうち、脱退手当金の支給記録が確認できた 32 名中 27 名が厚生年金保

険被保険者資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされて

いるほか、当時は通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人

の脱退手当金の請求についても、事業主が代理請求した可能性が高いもの

と考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給され

たことを意味する「脱」の表示が日付け入りで記されているとともに、申

立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最

終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和

34年８月 27日に支給決定されているなど、脱退手当金の支給に係る一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 



 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3922 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年５月１日から 35年６月１日まで 

ねんきん特別便が届いて、申立期間について脱退手当金の支給記録が

あることを初めて知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職後はすぐＡ県へ転居しており、脱退

手当金を申請する余裕など無かった上に、当時は脱退手当金の制度自体

を知らなかったので、脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の女性被保険

者のうち、脱退手当金の支給記録が確認できた６名中４名が厚生年金保険

被保険者資格喪失日から５か月以内に脱退手当金の支給決定がなされてい

ることに加え、当時は通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申

立人の脱退手当金の請求についても、事業主が代理請求した可能性が高い

ものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る最終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か

月半後の昭和 35年 10月 14日に支給決定されているなど、脱退手当金の支

給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3928 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年４月１日から 24年８月１日まで 

② 昭和 25年８月１日から 26年３月 31日まで  

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ法人に勤務していた昭和 22年４月１日から 26年３月 31日のうち、申

立期間①及び申立期間②の厚生年金保険の記録が無いとの回答をもらっ

た。申立期間①及び②も同社には間違いなく勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、Ａ法人に勤務していたと申し立て

ているが、社会保険事務所の記録によると、当該事業所は、昭和 29 年１月

２日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっていること、及び当該事業所の

回答では、当時の従業員に関する資料等を保管していないこと等から、申立

人の申立期間①及び②における勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等に

ついては確認できない。 

また、申立人がＡ法人において一緒に勤務していたと記憶している上司及

び同僚２名は死亡していること等から供述が得られず、申立人の申立期間①

及び②当時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について確認するこ

とができなかった。また、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿で確

認できる当該上司及び申立人が申立人と同日に入社したと主張する同僚の

厚生年金保険被保険者資格の取得日については、上司は昭和 24年８月１日、

同僚は同年３月１日であることが確認でき、当該事業所においては、従業員



 

の採用後一定期間経過後に厚生年金保険の加入手続を行う取扱いがあった

ことが推認できる。 

さらに、社会保険事務所のＡ法人に係る厚生年金保険被保険者名簿により

申立期間①及び②当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数

の従業員に照会したものの、いずれの従業員も連絡先が不明であること等か

ら供述が得られず、申立人の申立期間①及び②当時における勤務状況や厚生

年金保険の加入状況について確認することができない。 

加えて、申立期間②については、申立人は、当該期間を含み昭和 25 年３

月 31 日から 60 年３月 31 日まで共済組合の加入期間であることが確認でき

ることから、厚生年金保険の被保険者とはなり得なかったことが推認される。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3929 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年７月１日から 27年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務していた昭和 15年８月 13日から 29年４月 30日までの期間のう

ち、申立期間の記録が無いとの回答をもらった。申立期間も同社には継続

して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてもＡ社に勤務していたと申し立てているが、

申立期間当時、申立人と同様に被保険者資格を喪失し、再取得している者は

申立人以外に１名確認できるものの、死亡していることから供述が得られず、

申立人の申立期間当時の業務内容及び勤務形態や厚生年金保険の加入状況

等について確認することができない。 

また、社会保険事務所の記録から、Ａ社は、昭和 20年６月 30日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっており、23年 12月１日に再び厚生年金保険

の適用事業所となったものの、29 年５月１日に再度厚生年金保険の適用事

業所でなくなっていること、申立期間当時の事業主は死亡していること、及

び役員等の連絡先が不明であること等から供述が得られず、申立期間当時に

事業主が申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失届及び取得届を提出し

た理由並びに業務内容及び勤務形態等の変更の有無について確認すること

ができない。 

さらに、申立人がＡ社において一緒に勤務していた同僚を記憶していない



 

こと等から供述が得られず、申立人の申立期間当時の業務内容及び勤務形態

や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

加えて、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿から申立

期間当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照

会したものの、申立人の申立期間当時の業務内容及び勤務形態や厚生年金保

険の加入状況等について記憶している従業員はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 3934    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男            

    基礎年金番号 ：              

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生      

    住    所 ：      

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年７月 25日から 36年６月１日まで 

  社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（後

にＢ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。申立

期間に同社に勤務していたことは間違いないので、申立期間も厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは

うかがえるが、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 32 年 10 月１日

に厚生年金保険の適用事業所でなくなり、Ｂ社は 36年６月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっており、申立期間のうち、32 年 10 月１日から 36

年６月１日までの期間は、Ａ社及びＢ社は共に厚生年金保険の適用事業所

でなかったことが確認できる。 

また、Ａ社の事業主は既に死亡し、申立人の保険料控除等を確認できな

い上、事業主の息子は、当時の資料は無いが、厚生年金保険に加入してい

ない従業員及び同社が適用事業所となっていない期間に勤務していた従業

員の給料から厚生年金保険料を控除していたとは考え難いと回答している。 

さらに、申立人の記憶している同僚のうち、連絡の取れた１名は、昭和

36 年４月からＢ社に勤務したが、同社が厚生年金保険の適用事業所になる

同年６月まで厚生年金保険料は給与から控除されていなかったと供述し、

Ａ社及びＢ社の両社に係る厚生年金保険被保険者名簿において共に被保険

者であったことが確認できた複数の従業員のうち、連絡の取れた１名は、



 

申立人の申立期間の保険料控除等については不明であると供述している。   

加えて、当該厚生年金保険被保険者名簿では、他の被保険者については

昭和 32 年８月 27 日付けの「算定完了」の記録があるものの、申立人の被

保険者資格喪失日（32 年７月 25 日）の後に、同様の記録は無いことから、

「算定完了」当時、申立人は被保険者ではなかったことがうかがわれ、事

業主が申立人の給与から厚生年金保険料を控除していたとは考え難い。  

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。    

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。  

 

  



 

東京厚生年金 事案 3939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年９月１日から６年２月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から

控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分か

った。同社では、代表取締役であったが、厚生年金保険関係事務に関与

する立場ではなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在職し、厚生年金保

険の被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記

簿謄本により認められる。 

また、申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成７年 11月 30日の後の同

年 12 月７日付けで、元年９月から同年 11 月までの期間は 26 万円が６万

8,000円に、同年 12月から２年５月までの期間は 26万円が８万円に、同年

６月から同年９月までの期間は 30万円が８万円に、同年 10月から３年８月

までの期間は 32万円が８万円に、同年９月から４年９月までの期間は 50万

円が８万円に、同年 10月から６年１月までの期間は 53万円が８万円に、そ

れぞれさかのぼって減額処理されていることが確認できる。 

一方、申立人は、「申立期間当時、厚生年金保険料の滞納があり、その件

で社会保険事務所の担当者と相談したことがあり、会社のオーナーの言うと



 

おりに手続を行った」旨供述していることから、代表取締役であった申立人

が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の訂正処理がなされた

とは考え難く、申立人は標準報酬月額の減額処理に関与していたものと考え

るのが自然である。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に関与

していながら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許

されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3940 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年９月 10日から 41年 10月１日まで 

② 昭和 43年４月ごろから 45年９月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の加入記録が

無い旨の回答をもらった。申立期間中、それぞれの会社に勤務し、厚生

年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間①及び②に

ついて厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立期間①については、Ａ社の複数の同僚の「申立人を知っている」及

び「いつからいつまでかは覚えていないが、申立人は１年くらい勤務した」

との供述から判断すると、期間は特定できないが、申立人が同社に勤務し

ていたことは推認される。 

しかしながら、Ａ社が保管している厚生年金保険被保険者資格取得確認

通知書及び資格喪失確認通知書から、申立人は、昭和 40年８月５日に資格

を取得し、同年９月 10日に資格を喪失していることが確認できる。 

また、Ａ社の当時の社会保険担当者は、「当時、社員は厚生年金保険に加

入させていたが、申立人が社員であったか臨時従業員であったか覚えてい

ない」及び「申立人は、当社において昭和 40 年９月 10 日に資格喪失して

いるが、その後、申立人の給与から厚生年金保険料が引き去りされていた

かどうかは覚えていない」と供述しており、申立人の当該期間における厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 



 

申立期間②については、社会保険庁の記録によると、申立人が勤務した

とするＢ社の厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、事業主及び

従業員から、申立人の当該期間における勤務実態や厚生年金保険の加入状

況を確認することができない。 

そこで、Ｂ社の所在地を管轄する法務局に照会したが、同社の登記簿謄

本の保存期間が経過しているため確認できず、また、申立人が「同社はＣ

県の販売業に係る指定業者であった」と供述していることについて、Ｃ県

の関係機関に照会したが、当該指定業者の名簿の保存期間が経過している

ため確認できなかった。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が昭和 45 年２月 17 日に払い

出されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3941 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年５月１日から 28年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には昭和 27年２月１日から 28年３月まで勤務し、申立期間中、厚生

年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の「申立人が昭和 27 年２月から 28 年３月まで同社に勤務し

ていた」との供述から判断すると、申立人が申立期間において同社に勤務

していたことは推認される。 

しかしながら、Ａ社は昭和 29 年 11 月１日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており、当時の事業主や社会保険担当者の連絡先も不明である

ため、これらの者から、申立人の申立期間における勤務状況や厚生年金保

険の加入状況を確認することができない。 

 そこで、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿か

ら、従業員に照会したが、申立人が厚生年金保険被保険者として勤務して

いたことは確認できない。 

 なお、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人は、昭和 27年

２月１日に厚生年金保険の資格を取得し、同年５月１日に資格を喪失後、

28年２月１日に同社において再度資格を取得しており、同様に、27年５月

１日に資格を喪失後、28 年２月１日に同社において再度資格を取得してい



 

る従業員が６人いることが確認できることから、同社の事業主は、多くの

従業員について、一時期、厚生年金保険の資格を喪失させていたことがう

かがえる。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確 

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3945     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月から 44年５月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期

間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の同僚の供述及びＡ社の店頭で撮影した写真から、申立人が同社に

勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社は、申立期間

において厚生年金保険の適用事業所とはなっていない。なお、Ａ社と同じ名

称が付された適用事業所を複数確認したものの、厚生年金保険の新規適用の

年月日及び所在地から判断して、申立てに係る事業所と認められるものはな

かった。 

また、法人登記簿により、Ａ社と同名の事業所を複数確認したものの、事

業所の設立日及び業種が申立てに係る事業所に該当するものはなかった。 

さらに、申立人が記憶している同僚は、「Ａ社は厚生年金保険に加入して

いなかったので、厚生年金保険料の控除は無かったと思う。」と供述してい

る。 

加えて、申立人は、申立期間当時の給料は８万円程度であり、厚生年金保

険料は１万 2,000円程度控除されていたと供述していることから、給料を８

万円とした場合の保険料額を試算したが、同試算結果によると、厚生年金保

険料の自己負担分は 2,200円となり、申立人が供述している保険料額は、こ

の試算額と著しく相違している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3946  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年１月から平成元年１月 31日まで 

Ａ社に勤務した申立期間について、実際に給与から控除されていた保険

料に見合う標準報酬月額と相違しているので、同期間の標準報酬月額を正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人の厚生年金保険の標準報

酬月額は、申立人の被保険者資格喪失（平成元年１月 31日）後の平成元年

２月３日に、昭和 62 年１月から 63 年 12 月までの標準報酬月額が 20 万円

から６万 8,000円に減額処理されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、上記の処理日においてＡ社の代表取締役であ

ったことが商業登記簿から確認できるところ、申立人は、同社において、

厚生年金保険料及び健康保険料の滞納が数か月続き、社会保険事務所から

督促を受けていたため、昭和 63年から平成元年ごろにかけて、社会保険事

務所に滞納保険料の整理について相談したことを供述しており、また、そ

の際、申立人は、社会保険事務所の担当者から厚生年金保険料の滞納の件

について、自らの標準報酬月額を調整して保険料滞納分に充当することの

説明を受け、同意したと供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役とし

て自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なもの

ではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における

厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3947   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年８月１日から 33年２月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間

を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険の被保険者であった

ことを申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

おり、また、当時の事業主は亡くなっていることから、申立人の勤務状況

や厚生年金保険料の控除等について聴取することはできない。 

また、申立人が記憶している同僚は既に亡くなっており、申立てに係る

事情について聴取することはできない。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名

簿から、申立期間に被保険者資格を取得している者で連絡先を把握した従

業員 10名に照会したところ、６名から回答があったが、申立人を記憶して

いる者はいなかった。なお、上記６名は、同社における申立期間当時の経

理担当者及び社会保険事務担当者を記憶しておらず、これらの者から、申

立人に係る厚生年金保険の取扱いを聴取することはできない。 

加えて、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名

簿には、健康保険証番号に欠番は無く、社会保険事務所の手続に不自然さ

はみられない。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の事業

主による控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



 

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 3948 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 55年４月１日から 58年１月 31日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。当該期間は、Ａ社（現

在は、Ｂ社）、Ｃ社の製品の販売員としてＤ社内の店舗に勤務し、Ａ社

から給与が支払われていたので、申立期間を厚生年金保険に加入してい

た期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 57 年５月から 58 年１月までの期間の各月について、自

身が所持している預金通帳で、Ａ社からの給与振込みが確認できることを

申立ての根拠としている。 

しかしながら、Ｂ社の人事担当者は、申立期間当時の経理書類は保管期

限経過のため既に破棄しており、申立人の預金口座に振込みをした事実を

確認することはできず、申立人が提示した預金通帳に記載されている振込

金額の内容も不明であると供述しており、当該振込金額が、同社から申立

人に給与として支払われたものであったかを確認することはできない。 

また、申立人が所持する預金通帳の口座名義人氏名は、申立人の氏名と

異なっており、当該口座が開設されている銀行では、当該口座名義人の氏

名変更又は訂正の履歴が管理されておらず、口座名義人の生年月日も記録

されていないことから、当該預金通帳の口座名義人と申立人との同一性を

確認することもできない。 

さらに、Ｂ社の人事担当者は、同社が保管している従業員の健康保険、



 

厚生年金保険の記録に申立人の記録が無く、申立期間当時における販売員

の勤務形態には、Ｅ社からの紹介、派遣等があり、給与の支給方法も様々

だったことから、申立人の身分は正社員ではなかった可能性があるとも供

述している。 

加えて、申立人は、当時Ｄ社を担当していたとするＡ社の営業担当者の

氏名を記憶しておらず、また、前任者についても姓のみしか記憶していな

いことから、社会保険事務所が保管する同社に係る健康保険厚生年金被保

険者名簿、Ａ社が保管する従業員の厚生年金保険等の記録のいずれにおい

てもこれらの者を特定することができない。 

そこで、前述の被保険者名簿から、申立期間当時にＡ社で厚生年金保険

に加入していたことが確認できる複数の従業員に照会したものの、申立人

のことを記憶している旨の供述を得ることはできず、これらの者から申立

人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について、

これを確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


